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第1章　問　題　と　目　的

第1節　包括的HIV/AIDSカウンセリングの概念

1. HIV感染症の概念

ヒト免疫不全ウイルス(Human immunodeficiency virus:HIV)を病原体とする

感染の全経過をまとめてHIV感染症という。後天性免疫不全症候群(Acquired

immunodeficiency syndrome:AIDS)は、 HIV感染症の経過のうちの末期的な病

態であり、わが国では免疫能の低下に伴って発生する23のエイズ指標疾患・状

態によって診断される(北村, 1993;高田, 1997),

HIV感染症は、 1981年にアメリカで最初に症例が報告され、 1983年に病原体

としてHIVが初めて分離された。本症は、きわめて短期間に世界中に蔓延し、

現在も拡大し続けている地球規模のウイルス感染症である。世界保健機関によ

ると、 1996年末の時点で世界中のHIV感染者　AIDS患者(以下、一括して感染

者とする)数は推計3,600万人で、 2000年までには4,000万人に達するというo

厚生省エイズ・サーベイランス委員会から2カ月に1回発表される「 IIV感染

者情報」によると、 1997年半ばまでに報告されたわが国の感染者数は累計5,0

00名を越え、その後も増加し続けている。

HIV感染症は、いまだ根本的な治療法や予防のためのワクチンが開発されて

おらず、一旦感染すると致死率の高い慢性の進行性難病である。別Ⅴは、血液

感染、憧行為感染、母子(垂直)感染の3つのルートで感染する。とくに、現

在は異性間および同性間の性行為で感染する例が圧倒的に多く、性行為感染症

の性格を強めている。

2. HIV感染症と心理学者の役割

心理学者は、 HIV感染予防のための個人および地域レベルでの教育プログラ

ム、 HIV感染症に伴う精神神経学的症状の診断・治療・ケア、感染者・家族に

対する社会的差別や偏見の解消、同性愛者・静注薬物乱用者・血友病者・セッ

クスワーカーなど特定の集団に対する啓発教育などの実践と研究において重要

な役割を果たしている(池orin, 1988;Robiner, Parker, Ohnsorg, fc Strike, 1993)
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3.包括的HIV/A柑Sカウンセリングの概念

本研究では、 HIV/AIDSカウンセリング(以下、 nIVカウンセリング)につい

て、心理学とくに臨床心理学とコミュニティ心理学の観点から基礎的な研究を

試みる。

IIVカウンセリングとは、 HIV感染症やAIDSに関連した問題を抱える人々

(広義のクライエント)に対して、医師・保健婦・看護婦・臨床心理士といっ

たさまざまな職種や立場の人々(広義のカウンセラー)によって個人、集臥

家族、地域システムなど多種多様な形で行われる,L腰社会的援助の総称である

(Hoffman, 1996)

HIVカウンセリングは、便宜的に、予防啓発、検査前後、感染者支援の3分

野に分けられる(世界保健機関, 1991)o予防啓発カウンセリングは、保健所や

民間団体のスタッフが,HIV感染に不安恐怖や偏見を抱く人々に正確な知識や情

報を提供し、過度の不安恐怖や偏見を解消し、必要ならばHIV抗体検査を受け

るように勧めるもので、主に電話相談という手法を用いて行われているo検査

前後カウンセリングは、保健所のはか診療所や病院などの医療領域において、

主に医師や保健婦の面談によって行われる。検査前カウンセリングの目的は検

査を受ける人に予め検査結果の意味を説明し結果の告知に備えることであり、

検査後カウンセリングの目的はとくに陽性告知を受けた人の心理的ショックの

緩和、医療への導入、二次感染の予防をめざすことであるo感染者支援カウン

セリングは、医療領域のほか福祉領域などにおいて行われ、医師や臨熟し、理士

などが感染者やその家族に対して心理社会的援助を行うことを目的とする0 3

っの分野は、それぞれ独自の目的や領域や方法論を持つが、共通性や密接に関

連した部分が多いことも事実であるoそこで、本研究ではHIVカウンセリング

全体を包括的(comprehensive)HIVカウンセリングと呼び、その理論的及び実践

的な枠組みを明確にしようとするものである。

第2節　包括的HIV/AIDSカウンセリングの研究の意義
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1.わが国の実情に即した研究

HIVカウンセリングに関LTLは、米国を中心に膨大な量の研究がなされてい

る(Anderson,Landry,k Kerby,1991;Doll & Dillon,1997)) 。ただし、米国と

わが国ではHIV感染状況や医療制度に大きな違いがあるo

米国ではまず男性同性愛者の間で多くの感染者が出た後、麻薬静注常用者の

問で感染爆発が起き、さらに異性間性行為や母子感染を通して感染が拡大して

いる。これに対して、わが国ではまず非加熱の血液凝固因子製剤(以下、非加

熱製剤)による感染者が2,000名近く出た後、同性間および異性間性行為によ

る感染者が増加しているが、麻薬静注常用者の感染者や母子感染例はきわめて

少ない。また、米国至は1996年末の時点での感染者数が推計150万人であるの

に対して、わが国の感染規模はいまだ米国の比ではない。

米国では臨床心理学者やソーシャルワーカーなど専門カウンセラーの資格制

度が確立している由に対して、わが国では専門カウンセラ-の国家資格制度が

いまだに設けられていない。そのために、わが国ではIIVカウンセリングを誰

がどのように行うのか、いわゆる職種間での役割分担や相互の連携にいまだ不

明確な点が多い(稲垣. 1994),

このような理由から、米国における研究成果をわが国のnIVカウンセリング

に直接活用するには多くの制約があることは明らかであるoそこで、米国の先

行研究を参考にしながらも、わが国のHIV感染状況や医療制度に即したHIVカ

ゥンセリングの研究を行う必要があると思われる。

2.システム理論の観点からの研究

これまで予防啓発および検査前・検査後のカウンセリングの研究は公衆衛生

学の立場から、感染者支援カウンセリングの研究は臨床医学や看護学、さらに

は臨床心理学や社会福祉学などの立場から別々に行われてきたoしかし、先述

したように、予防啓発、検査前後、感染者支援の各分野のカウンセリングは実

際には相互に深く関連して機能しているoまた、クライエントサイドに立つと

HIVカウンセリングは感染不安の段階から感染告知を経てターミナルケアに至

るまで首尾一貫したサービスとして提供されることが望ましいoそこで本研究
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では、包括的HIVカウンセリングを一般システム理論でいう生物体システムの

ひとつとしてとらえて研究するO生物体システム理論は、 Miller,J.G.が一般

システム理論を精神医学や臨床心理学の領域に適用するために提唱した理論で

あり、人間に関与するシステムを細胞システム、生体システム、集団システム

など7つのレベルで理解しようとする。この理論は、従来は家族療法の分野で

知られていたが(遊佐,1984)、近年はHIVカウンセリングの研究においても有

効な枠組みを提供するとして注目されている(Bor,Miller,& Goldman, 1992) 。

第3節　本研究の目的

1.各サブシステムの特徴の明確化

包括的HIVカウンセリングをひとつの生物体システムとすると、予防啓発、

検査前後、感染者支援の各分野はそれを支えるサブシステムとなる。この3つ

のサブシステムを実際に担っているのは、医師、看護婦(士) 、保健婦、臨床

心理士、ボランティア、それに感染者自身である。本研究の第1の目的は、各

サブシステムにおけるHIVカウンセリングの特徴をその担い手に注目して明ら

かにすることである。

2. HIVカウンセリングの独自性の明確化

本研究の第2の目的は、感染者や家族の多様なニーズに応えるべく発達した

削Ⅴカウンセリングの独自性を他のカウンセリング・心理療法との比較を通し

て明らかにすることである。たとえば、エイズ電話相談と「いのちの電話」と

の比較、あるいはエイズ患者と末期がん患者のターミナルケアや遺族のグリー

フ・カウンセリングの比較などを通して、削Ⅴカウンセリングの独自性を明ら

かにすることである。

3.包括的システム・モデルの構築

本研究の第3の目的は、ある特定の地域の3つのサブシステムからなる包括

的HIVカウンセリング・システム(以下、包括的システム)の特徴を明らかに

するとともに、地域ゐニーズに応じた包括的システム・モデルをコミュニティ

心理学(山本・原・箕口・久田,1995)の観点から構築することであるO
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第2章　研　究　方　法

第1節　HIV/AIDSカウンセリングの事例研究

本研究では、第1の目的のうち臨床心理士および感染者自身によるHIVカウ

ンセリングの特徴を明らかにするとともに、第2の目的のHIVカウンセリング

の独自性を明らかにするために、臨床心理士によるHIVカウンセリングに関す

る臨床心理学的な事例研究を行った。

また、第2の目的のうちある地域の包括的システムの特徴を明らかにするた

めに、コミュニティ心理学的な事例研究を行った。

事例研究法では、感染者や家族あるいは地域がどのような心理社会的な問題

や危機に直面し、どのような方法とプロセスで問題に対処し危機を克服してい

くかを具体的かつ詳細に分析できるという特長があるoしたがって、このよう

な事例研究は、基礎的な研究において重要な資料を提供すると思われるo

第2節　HIV/AIDSカウンセリングの調査研究

1.ロールプレイング録画を用いた調査研究

第1の目的のうちボランティア・保健婦・医師・看護婦によるHIVカウンセ

リングの特徴を明らかにするために、ロールプレイング録画を用いた調査研究

を行った。

具体的には、各サブシステムを担っている人々に実際の1IVカウンセリング

場面をロールプレイングで再現してもらい、そのビデオ・テープ・レコーダー

(以下、 VTR)録画を資料としてカウンセリング場面やカウンセリング技法の

特徴を明らかにしようとした。

本調査法は、限られた対象の間接的な資料を用いるために制約が大きいo L

かし、感染者のプライバシー保護のために直接観察による調査が困難な現状の

なかで、カウンセリングの場面やカウンセラーの技法に関して重要な資料を提

供すると思われる。

2.質問票による調査研究
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第2の目的のうち、臨床心理士によるHIVカウンセリングの独自性を明らか

にするために、 HIVカウンセリLングの研修会に参加した臨床心理士および医療

ソーシャルワーカー(以下、 MSW)を対象にしたIIVカウンセリング活動や役割

意識に関する質問票調査を行った。

この質問票調査では、 HIVカウンセリングにおける臨床心理士の活動や役割

意識が他のカウンセリング・心理療法との場合と異なるかどうかを検討したo

さらには、臨床心理士と近接した領域のMSWとの比較を通して、臨床心理士に

ょるHIVカウンセリングの独自性を明確にしようとしたo
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第3章　‖Ⅴ感染者AIDS患者の心理社会的問題に関する事例及び調査研究

包括的HIVカウンセリングに関する研究を始めるにあたり、まず感染者やそ

の家族の置かれた,L腰社会的な状況を正確に把握する必要があるoそこで、本

章では、わが国の感染者やその家族がどのような,L、理社会的問題を抱え、どの

ような心理社会的危機に直面し、どのようなカウンセリングが行われているか

を、臨床心理士による1IVカウンセリングに関する事例および調査研究を通し

て明らかにする。

第1節　HIV感染者AIDS患者の心理社会的問題に関する事例研究

1. HIVカウンセリング事例における話題とその年次推移の検討(研究1)

研究の目的_

本研究では、 1989年4月から1996年6月までの間に、感染者やその家族がど

のような心理社会的問題を抱え、それらにどのように対処してきたかを明らか

にすることが目的である。

ちなみに、この7年間は、エイズ薬害訴訟(以下、 HIV訴訟)の和解成立、

HIV感染症の医療体制の整備、 HIV/AIDSの治療方法の飛躍的な進歩など大きな

-変化が認められた時期であったCDeeks, SmitMolodnly, & -Kahn, 1997)

廼翠の方法

1989年4月から1996年6月末までにC大学医学部附属病院(以下、 C大学病

醍)を中心に行われた2名の臨床心理士よるHIVカウンセリング事例において、

クライエント(以下、 CDである感染者や家族が語った内容を話題別に分類し、

その年次推移を明らかにしたo具体的には、計41名のCLが計537回の面接で語

った話題を、 「告知」 「セルフヘルプ・グループ」 「AIDS期のQOL J 「 iIV畢

訟」 「病状や治療の悩み」 「学業・仕事」 「人間関係や心理的問題」の7つの

ヵテゴリーによって分類した。なお、各回で同じカテゴリーに分類される話題

が複数個あっても1個としてカウントしたo

それぞれのカテゴリーの定義を示すと、次の通りである。
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「告知」

このカテゴリーは、 「本人告知」 「パートナー告知」 「カミング・アウ

ト」の下位項目からなる。 「本人告知」とは、感染者本人に対する感染

および発症の告知に関する話題をカウントする。検査前後や告知前後の

話題、さらには家族が感染者本人に告知すべきかどうか悩むといった話

題、告知に関する一般論など。 「パートナー告知」とは、感染者が妻や

恋人など性的パートナーに感染を告白すべきかどうか悩むといった話題

を始め、告知されたパ-トナー側の動揺など。 「カミング・アウト」と

は、告知を受けた感染者本人がパートナー以外の家族や親戚や友人など

に感染を告白することに関する話題。

「セルフヘルプ・グループ」

このカテゴリーは、血友病患者家族会(以下、患者会) 、感染者による

セルフヘルプ・のレ-プ(以下、 S会) 、感染者主導のサポートグルー

プなどに関する話題をカウントするoグループメンバー同士の交流に関

する話題もこのカテゴリーに該当する。

rAlDS期の00L 」

このカテゴリーは、 AIDS末期の患者や家族が生の証や生き甲斐を求める

など生活の質(Quality of Life,以下、 QOL)に関する話題をカウントす

る。死の準備、死生観、宗教、さらには死別後の喪の過程など、ターミ

ナルケア全般に関する話題もこのカテゴリーに該当するO

「 HIV訴訟」

このカテゴリーは、 HIV訴訟に関する話題をカウントする。

「病状や治療の悩み」

このカテゴリーは、 「外来での病状や治療の悩み」と「入院での病状や

治療の悩み」の下位項目からなる。 「外来での病状や治療の悩み」は、

外来治療中の病状、治療法、副作用などに関する感染者や家族の不安や

悩みなどに関する話題。 「入院での病状や治療の悩み」は、入院治療中

の病状、治療法、看護、医療費などに関する感染者や家族の不安や悩み
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に関する話題。

「学業・仕事」

このカテゴリーは、感染者の就学就職、学費、生活費などに関する話題

をカウントする。学校や職場での偏見差別に関する話題も含むo

「人間関係や心理的問題」

このカテゴリーは、感染者や家族の人間関係、性格的な問題や心理的な

悩み、精神症状、さらには性的指向に関する話題をカウントする。

研究の結果

研究の結果を、 rCLの内訳」 「話題のカテゴリー別内訳」 「話題のカテゴリ

ー別内訳の推移」の3点に分けて述べる。

DCLの内訳

(丑CLの内訳

図1に示すように、計41名のCLの内訳は、感染者本人21名(51.7X) 、母親12

名(29.3%) 、父親2名(4.9%)、妻4名(9.8%) 、婚約者2名(4.9X)であった

(図1参照) 0

②性別内訳

感染者本人CL21名のうち、男性19名、女性2名o男女比は9対lo家族等CL

20名のうち、男性2名、女性18名で、男女比は1対90

③年代別内訳

図2に示すように、感染者本人CL21名のうち、 20代8名、 30代5名、 40代5

名と、青年期と成人期の人々で8割を占める(図2参照) o

家族等CL20名のうち、 20代4名、 30代6名、 40代6名、 50代4名oこれを感

染者の年代別にみると、図3に示すように、 10代の感染者の親が7名ともっと

も多く、 20代の感染者の親、妻や婚約者が8名、 30代の感染者の妻が4名、 40

代の感染者の妻が1名の順であった(図3参照) o

④感染経路別内訳

図4に示すように、感染者本人CL21名のうち非加熱製剤経由14名、同性間性

19-



図1全CL41名の内訳
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図2　感染者本人CL21名の年代別内訳

_I

行為経由3名、異性間性行為経由4名(図4参照) 。家族等CL20名のうち非加

熱製剤経由が18名、異性間性行為経由が2名o要するに、非加熱製剤経由が本

人CLで66.7% 、家族CLで90.OXと圧倒的に多いことがわかったo

⑤面接開始時のCD 4数別内訳

図5に示すように、感染者本人CL21名をカウンセリング開始時のCD4数別に

みると、 500以上が5名、 300台3名、 200台4名、 100台2名、 99以下7名

(図5参照) 。要するに、 500以上でいまだ無症候キャリアが　　いる一方

で、 99以下ですでにAlDS発症している者が33.3%もいたo
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図3　感染者の年代別にみた家族等CL20名の内訳

図4　感染者本人CLの感染経路別内訳

⑥面接開始時の主訴別内訳

感染者本人CL21名のうち臨床心理士による面接開始時の主訴が「本人告知に

ともなう問題」が9名、 「ターミナルケア」が5名、 「パートナーや親-の告

白」が3名、 「発症不安」が2名o家族等CL20名の主訴のうち「ターミナルケ

ァ」が8名、 「本人告知にともなう問題」が7名、 「パーけ-や親への告

白」が4名o要するに、本人CLと家族CLの双方で、 「告知問題」と「ターミナ

ルケア」がもっとも多かった。
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図5　感染者本人CLのCD4数別内訳

⑦面接回数と面接期間別内訳

感染者本人CL21名の面接回数のうち10回以下が12名(5T. 、る一方で、 40

回以上が3名(14.3%)もいたo図6に示すように、面接期間でもっとも多かっ

たのは12か月以下の10名(48.6X) 、その一方で3年以上が5名(9Q　もいた

(国6参照) 0
蝣in
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iooo。・
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2 (9.550

～1か月1U.8X)

感染者本人CLの面接期間別内訳

家族等CL20名の面接回数のうちもっとも多かったのは、 10回以下の16名で80

%を占めた。そのうち半数は1回のみで終了していたo面接期間のうちもっと

も多かったのは、 12カ月以下の15名(75X)その一方で20回以上が4名、 2年

以上が3名いた。
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⑧感染者転帰別内訳

感染者本人CL21名のうち、 96年6月末の時点で生存者14名(66.1%)、死亡者

7名(33.m　一方、家族等CLの感染者20名のうち、生存者9名(45%)、死亡

者11名(55X)と死亡率の高さが目立った。なお、家族等CLの感染者20名のうち

8名(40%)が来談していなかった。

2)話題のカテゴリー別内訳

この結果を、感染者本人CL全体、非加熱製剤経由感染者本人CL(以下、製剤

本人CL)群、性行為経由感染者本人CL (以下、性行為本人CL)群、非加熱

製剤経由感染者の家族等CL(以下、製剤家族CL)群の各群について示すと次の

ようになる。なお、性行為経由感染者の家族等CL2名については面接回数も僅

かで分析の対象から除外した。

①感染者本人CL全体:

感染者本人CL21名の計379回の面接記録に記載された話題計898個を、前述

の7カテゴリーで分類したところ、 「病状や治療の悩み」 262個　　、

「セルフヘルプ・グループ」 159個(17.7%) 、 「人間関係や心理的問題」 140

個(15.6%)の噸O

②製剤本人CL群

この群の14名の計331回の話題計765個をカテゴリー別に分類すると、 「病

状や治療の悩み」 223個(29.2%) 、 「セルフヘルプ・グループ」 156個(20.4

%) 、 「人間関係や心理的間寂」 122個(15.9X)の順。

③性行為本人CL群

この群7名の計48回の話題計133個をカテゴリー別に分類すると、 「病状や

治療の悩み」 39個(29.3%) 、 「告知」 34個(25.6X) 、 「学業・仕事」 26個(19.

5%)の順。製剤本人CLと比べて「セルフヘルプ・グループ」の話題が少なく、

「告知」の話題が多い。

④製剤家麟CL群

この群の18名の計150回の話題373個をカテゴリー別に分類すると、 「人間
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関係や心理的問題」 115個(30.m 、 「病状や治療の悩み」 89個(23.9X) 、

「学業・仕事」 69個(18.5%)の臓であったo製剤本人CLと比べると、 「人間関

係や心理的問軌つまり、家族内の人間関係に関する話題が多かったo

図7に示すように、製剤本人CL臥性行為本人CL群、性行為本人CL群ともに

「病状や治療の悩み」 「学業・仕事」の話題が多いが、製剤本人CL群では「セ

ルフヘルプ・グループ」が、製剤家族CL群では「人間関係や心理的問題」が、

性行為本人CL群では「告知」が多いのが特徴的である(図7参照) o

373　133 (話題数)
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、 X間関係
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雷病状・治療

lilll HIV訴訟

s&IDS期のQOL

孝セルフヘルプ軸-プ

ロ告知

製剤　製剤　性行為

本人　家族　本人

図7　感染経路別にみた話題のカテゴリー別内訳

3)話題のカテゴリー別内訳の年次推移

この結果を、面接回数の年次推移、製剤本人CL群における話題のカテゴリー

別内訳の年次推移の2点について示すo

①面接回数の年次推移

面接回数の年次推移を見ると、製剤本人CL群の場合は1989年から1996年まで

比較的まんべんなく面接が行われているが、性行為本人CL群の場合は1993年と

1994年に集中し、製剤家族CL群の場合は1989年と1990年に集中している。
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②製剤本人CLにおける話題のカテゴリー別内訳の年次推移

図8に示すように、 「セルフヘルプ・グループ」 「HIV訴訟」は年とともに

増えていくが、 「学業・仕事」 「人間関係や心理的問題」が減っていくのが認

められる。これを前半(1989-1992年度)と後半(1993-1996年度)に分ける

と、統計的に有意な差(x2検定pく.01)が認められた(国8参照) Oその他

の2群では、年次推移に有意な差は認められなかったo

結果の考察:

ここでは、研究の結果にもとづき、本研究におけるHIVカウンセリングやク

ライエントの特徴、各群における話題の意味、さらには話題の年次推移の意味

について臨床心理学の観点から考察する。

1)本研究の削Ⅴカウンセリングおよびクライエントの特徴

本研究では、医療機関でのHIVカウンセリングを研究対象としており、 CLの

多くが非加熱製剤経由の本人CLと家族CLで、面接開始の時点ですでに病態の重

い例が多く、告知問題だけでなくターミナルケアが大きな課題であるなどの椿

徴が明らかになったoこのような点について、以下に考察を試みるo
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「医療機関モデル」 -見玉(1995a;1996a)は、わが国の臨床心理士やMSWに

ょるHIVカウンセリングに関する実態調査を継続して行い、わが国の専門カウ

ンセラーによるHIVカウンセリングにはその活動形態によって、 「医療機関モ

デル」 「エイズNGOモデル」 「保健所モデル」 「派遣カウンセリング」の4タ

ィプがあることを兄いだした。これによると、本研究は典型的な「医療機関モ

デル」のHIVカウンセリングに関する研究である。

地域性一隔月に発表される厚生省エイズ・サーベイランス委員会の報告によ

ると、わが国の別Ⅴ感染状況は地域差が大きく、性行為経由の感染者は首都圏

に集中している0本研究は西日本の一地方都市における非加熱製剤経由の感染

者を中心とした研究であった。

そこで、地方都市での「医療機関モデル」による削Ⅴカウンセリングを対象

とした本研究の特徴を明確にするために、首都圏の「派遣カウンセラーモデ

ル」の典型例である東京都エイズ対策室の調査結果との比較検討を試みた(山

中・松本・斉藤・井野・森・ジッタイ・前田,1995)c

東京都の報告では1994年度に新規に受け付けた45例が分析されているが、多

・くの点で本研究の結果と対照的であるo共通しているのは、性別(本研究のC

L:男性90% 、東京都のCL:男性85%)と年代(本研究のCL:20 -40代86% 、東

京都のCL:同93%)。もっとも大きな違いは感染経路で、本研究のCLは非加熱製

剤経由が66.7% 、東京都のCLは性行為経由が92%である。また、面接で使用さ

れた言語が本研究は日本語のみであったが、東京都では24%が外国語であったo

面接開始時の病態も、本研究のCLはすでにAIDS発症者が33. 3%で無症候キャリ

ァは23.8侶こ過ぎなかったのに対して、東京都では無症候キャリアが64%もい

た。面接開始時の主訴は、本研究の場合「本人告知」 「ターミナルケア」 「パ

ートナーや親の告知」の順であったが、∴東京都の場合は「告知・病状の変化に

ょる不安」 「生活上の現実的問題」 「情報・知識の獲得」の順であった。面接

回数については、東京都が1年間のみの調査なので比較できない0本研究の場

合、本人CLとはぼ同数の家族等CLを対象としたが、東京都の場合は本人CLが多

く家族等CLは少ない。
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2)話題の意味すること

次に、面接の話題として多く語られた話題について、その背景を説明すると

ともに、臨床心理学な意味を考察する。

①cL 3群に共通する話題

図7に示したように、製剤本人CL群、性行為本人CL群、製剤家族CL群の3群

に共通して「病状や治療の悩み」の話題がもっとも多かった。これは、 IIV感

染症治療の困難さや医療体制の整備の遅れのために感染者や家族が悩んでいる

ことを表していると思われる。調査対象にカウンセリングを行った80年代後半

から90年代前半では、抗HIV剤などの発症予防薬や日和見感染症の治療薬もご

くわずかしかなくAIDS発症後の患者の致死率も高かった。それだけに、病状が

進行することへの不安や苦悩、治療への不満や苛立ちも強かったと患われるo

次に、 「人間関係や心理的問題」が3群に共通して多かったoこれは、感染

者への差別や偏見のために家庭や職場でCLに内的高藤が生じやすいことを反映

していると思われる。本症を抱えたことで親子、夫婦、親戚など親しい人々の

間に隠し事が出来たために、 CLの人間関係がうまくいかなる例が多かったoこ

のような意味で、本症は身体的疾患であると同時に、コミュニケーションの病、

人間関係の病といわれる(池田1993)感染者や家族の中には、感染を告知さ

れた衝撃のためにうつ状態等の不安定な状態に陥り、精神科的な治療を始めた

人も少なくなかった。ごく一部だが感染告知の前から精神障害を抱えていた人

もおり、こうした問題の解決についてのカウンセリングも行われたo

②製剤本人CL群に多い話題

この群には「セルフヘルプ・グループ」の話題が多かったDこの背景には、

治療法が未確立でしかも社会的な差別偏見が強い進行性難病を抱えた感染者た

ちが、そ・れぞれに孤立隔離された状況を克服し、相互に告白し合い、グループ

を結成し、強い連帯感のもとに相互援助舶巨を高めてきた経過があった。

筆者らは、感染者によるセルフヘルプ・グループが発達するために臨床心理

士がHIVカウンセリングにおいて果たす役割について早くから注目してきた
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(Kodama, Ichien,Takata,Kobayashi,& Ueda, 1992;児玉・一円・高田・上田, 1

995)が、この点については研究11でさらに詳しく検討する。

③製剤家族CL群に多い話題

この群では「人間関係や心理的問題」の話題が多かった。これは、家族であ

る感染者との関係が語られることが多かったためである。とくに、感染者の夫

や息子に接していくうえでの家族としての悩みが語られた。 「病状や治療の悩

み」 「学業や仕事」の話題でも、感染者のかたわらにいて心配だが何もしてや

れぬ辛さが語られることが多かった。

ところで、この群では「AIDS期のQOL 」の話題が多いことである。このCL群

の面接開始時の主訴は「ターミナルケア」がもっとも多く、感染者が死亡する

割合も高かった。面接では、末期の夫や息子のQOLを高めるにはどうしたらよ

いかといった家族の苦労が多く語られた。感染者の家族カウンセリングでは、

家族のこうした辛さや苦労を共感的に理解することが需要である。

④性行為本人CL群に多い話題

この群では、 「告知」と「学業・仕事」の話題が多いことが注目される。

まず、 「告知」について考察する。製剤本人CL群の本人告知は、 80年代後半

から始まり90年代初頭にはごく一部を除いて達成されたが、性行為感染は90年

代前半から増え始めたので、本人告知、パートナー告知、カミング・アウトは

まさに現在進行中であることを反映していると思われる。

次に、この群で「学業・仕事」とくに仕事の話題が多いことについて、考察

する。これは何といっても、感染者が20代から40代の働き盛りの世代にあり家

族を抱えている例が多いこと、医療費や生活費の問題が大きいことを反映して

いる。製剤本人CL群では、血友病が特定疾患に指定されていたり薬害の救済制

度も設けられる_ので医療費免除や生活東園のための制度がある。ところが、性

行為本人CL群の場合、現在のところ特別な救済制度はない。そのために、病状

が進行し仕事が継続できず収入が得られなくなった場合に、医療費や生活費の

捻出が困難になり生活保護や医療扶助の制度に頼らなければならない例も少な

くない。今後効果的な抗HIV薬などの新薬が認可されても、性行為経由の感染
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者のなかには経済的な理由でその恩恵を受けられない人が出てくるおそれがあ

り、何らかの救済制度が新設される必要がある。

ところで、この群では「セルフヘルプ・グループ」の話題がほとんど出て来

ない。これは、性行為本人CLがおかれているきわめて孤独な状況を端的に表し

ていると思われる。 C大学病院のある地方都市では彼らの数はまだきわめて少

ない。加えて、削Ⅴ感染者に対する社会の二重規範double standard、つまり

「薬害の感染者はかわいそうだが、性行為による感染者は自業自得」という誤

った考え方が社会のなかに根強い。そのために、この群のCLは相互告白やカミ

ング・アウトがいまだきわめて困難で、それゆえにセルフヘルプ・グループを

生み出しにくい。東意や大阪などの大都市では、性行為経由感染者によるセル

フヘルプ.グループもいくつか生まれているが、地方都市ではいまだ困難な状

況が続いている。したがって、地方都市でこそ性行為経由感染者に対する医療

従事者や民間の感染者支援団体による強力な援助活動が求められている(児玉

・一円・中丸,1997)。

3)話題の年次推移の意味すること

次に、面接の話題として多く語られた話題の年次推移について、その背景を

説明するとともに、臨床心理学な意味を考察する。

① 「セルフヘルプ・グループ」 「HIV訴訟」の増加の意味

図8で示したように、製剤本人CL群における7年間の話題の年次推移を検討

すると、まず「セルフヘルプ・グループ」と「HIV訴訟」が年とともに増加す

るのが確認できた。しかも、話題の出現頻度が増加しただけでなく、次に述べ

るような内容の質的変化を認めることができた。

E県・市においては、 1990年までは仲間を渇望しながら実際には孤立したま

ま寂しく亡くなる感染者が少なくなかった1991年に感染者同士の相互告白が

活発になり、 1992年にはついにセルフヘルプ・グループS会が発足し、その話

題が多くな?た1995年境からすでにHIV訴訟の原告となっているメンバーを

中心に感染者や遺族に原告となることを促す動きが活発になり、 HIV訴訟の話
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題が多くなった。 1996年3月に"Ⅴ訴訟の和解が成立した後には、地域の医療、

福祉、介護等の専門家や市民ボランティアと連携して感染者主導のケア・サポ

ート・グループの話題が多くなったoこうしたことが、 「セルフヘルプ・グル

ープ」 rHIV訴訟」の話題を増加させていると思われるoこの点については、

研究11において、事例研究を通してさらに探究するo

② 「学業・仕事」 「人間関係や心理的問題」の減少の意味

製剤本人CL群では、 「学業・仕事」と「人間関係や心理的問題」が年ととも

に減少するのが認められたoこれは、この群でこうした悩みが年々減ってきた

というより、むしろ上述したように感染者自身によるセルフヘルプ・グループ

の活動が年々活発になり、相互援助機能が酎ヒされ、そこで悩みが解決される

例が増えたために、筆者らの個人カウンセリングの話題としては減少してきた

と解釈できると思われる。

まとめ

本研究では、筆者らがこの7年間に担当したnlVカウンセリングのCLについ

て、性別、年代別、感染経路別、 CD4数別、主訴別、面接回数・期間別、転帰

別の内訳を紹介した○次に、面接で語られた話題をカテゴリー別に分類し、

「病状や治療の悩み」 「人間関係や心理的問題」などの話題が多く語られ、

「セルフヘルプ・グループ」の話題が年とともに増えたことなどを明らかにし

た。考察では、面接の話題の背景にある治療法や医療体制の問題点、社会的差

別や偏見、感染者同士の援助活動などを臨床心理学の観点から検討した。

本研究を通して、非加熱製剤経由の感染者がかなり高度な相互援助機能を持

っセルフヘルプ・グループを発達させているのに対して、性行為経由の感染者

は依然孤立しており、医療従事者や民間援助団体に依存せざるを得ない状況に

あることが明らかになった。

2. HIV感染者AIDS患者の心理社会的危機の検討(研究2)

研究の目的
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多くの事例において、感染者やその家族がいくつもの心理社会的危機に直面

することが明らかになった。そこで本研究では、心理社会的な危機が顕著な事

例を選んで臨床心理学的な事例研究を行い、感染者や家族が直面する心理社会

的危機の局面を具体的に明らかにし、各局面における削Ⅴカウンセリングの意

義を考察する。

埋fc i/.")衣.Ji

1989年4月から1996年6月までC大学病院を中心に行われた臨床心理士によ

るHIVカウンセリング3事例において、 「告知」 「パートナー告知」 「AIDS発

症直後」 rAIDS末期」 「死別後」という心理社会的危機の5局面を臨床心理学

の観点から詳細に検討した。

畢罪の塵墓:

1)事例1 :告知とパートナー告知を中心にした面接過程

①事例の概要　　　曽

cLは面接開始時40代前半の血友病の独身男性。 20代から血友病の治療を受け

ていた公立病院からC大学病院に転院後、 HIV感染の告知を受け、その直後か

ら臨床心理士(以下、 CP)によるカウンセリングが開始され、その後7年余り

面接回数にして120回を越えてなお継続中であるQ CLは、転院時すでに免疫能

が低下し間もなくAIDS発症したが、抗HIV薬や日和見感染症の予防治療薬の進

歩でく目立った症状もなく元気で過ごしている○

②面接過程の概要

長期間の面接過程のうち、ここでは告知直後の反応とパートナー告知の経過

を紹介するために最初の8カ月の17回目までを報告するoなお、図9は、事例

1における<病気の経過>とく面接の経過>を図示的に示したものである(図

9参照) 0

<告知直後の面接過程>

来談経過-20代から血友病の治療を受けていた公立病院内科の主治医がCLの

HIV感染を疑い、本症の経験豊かなC大学病院内科を紹介したo検査の結果H
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lV感染がわかり、 C大学病院内科の主治医から告知を受け、 CPとのカウンセリ

図9　事例1の病気と面接の経過の概要

第1回目一初回面接で、 CLは次のように語った。丁数年前から血友病のnIV

感染が社会問題になっていても、前の主治医からは何も言われなか-たoそ恥

で、自分は感染していないのだと思っていたo感染を知らされて強いショック

を受けたし、前の主治医に裏切られたように感じた」また、 Cp4数がすでに2

00以下だったこともCLのショックを強めたo寝耳に水の感染告知を受けてから
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cLは精神的に激しい動揺と混乱を示し、 1週間は眠れなかったという0

第2回目-CLは、告知直後すぐに郷里の母親やきょうだいに感染を告白し、

cLの家族もその告白をしっかり受け止めてくれた。家族への告白に多くの時間

を費やす事例も少なくないが、 CLの場合は非常に早かった。これは、 CLが独身

で両親やきょうだいとの関係が以前から親密だったこと、 CLが40代の成人で開

放的な性格であったことなどが関与していると思われる0

第3回目-CLは、転院後まもなくそれまで参加していなかった血友病患者会

の活動にも参加するようになったoその結果、短期間に血友病の友人を多く得

ることができた。患者会の友人は、その後のCLの生活でかけがえない重要な存

在となる。

第4-10回一告知から6カ月経過し面接も10匝憧ねる頃になると、 CLは、家

族、友人、主治医、 CPなどに支えられて、心理的な安定を取り戻したo

t

<パートナー告知の面接過程>

第11回目-CLは告知の1年前まで数年問にわたって、ある女性と交際してい

た。革知から半年が経過し、 CLが告知のショックから立ち直-たのを見て、主

治医はCLにこの女性に告知する作業に取り組むように促し始めたo

主治医は、 「彼女も感染しているかもしれないので、あなたは自分の感染を

告白し、彼女にも検査を受けてもらう必要がある」と伝えた。 CL自身も、主治

医に言われるまでもなく彼女が感染しているのでないかと不安であったが、そ

のことを伝えると彼女に何といわれるかわからないという恐怖もあった。

第12-15回目-CLは、伝えなければという義務感と伝えるのが怖いという不

安恐怖の間でかなり苦しんだ。 CLが後に書いた手記にはこう記されているo

「彼女の家まで出かけて、門の前で引き返してのこのこ帰ってくることが何度

もあった」 「主治医やカウンセラーに『彼女には話したか』と聞かれる度に、

いっも責められているように感じた」

第16-17回目-CLは、主治医から初めて促されてから2カ月半後、告知後8

ヵ月余りで彼女への告知を達成した0 2カ月半というのは、後述するように独
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身感染者のパートナー告知としてはかなり早い方であるOなお、パートナー告

知という辛い作業を促した主治医やCPに対してCLには複雑な思いがあったと考

えられるが、 CLは面接ではあまり多くを語らなかった。

ただ、 CPが後日読ませてもらったCLの手記でその間の事情やCLの心境がわか

った。それによると、 CLが感染を打ち明けた時、彼女から返ってきた言葉は彼

にとって意外なものだった。 「好きで仲良くなったのだし、あなたは感染を知

らなかったのだから罪はない。私がエイズになっても、あなたを限みはしな

い」それから1週間後、彼女から近医で受けた検査結果は陰性だったと知らせ

てきた。 CLは大いに安心Lかつ喜び、手記にこう書いている。 「よく知らせて

くれた。これで私は辛く苦しい毎日から解放されて、自由になれたo心から喜

びをかみしめている。これからは、楽しく生きようと患った」

2)事例2 : AIDS発症と末期を中心にした面接過程

①事例の概要

cLは、面接開始時30代半ばの既婚男性。妻との問に2人の息子がいるo血友

病患者で非加熱製剤によりHIV感染し、 20代後半に現在の主治医から感染の告

知を受けたOその後、肝機能障害とHIV感染症が徐々に進行し、入退院を数回

繰り返したが、ついにAIDS発症して肺炎で入院o血友病の合併症である肝硬変

や大腿部血腫も進行しており、最期の入院となったo

②面接過程の概要

5カ月の入院期間中に、 14回の面接が行われた。 10回目までは、 CLが病棟か

ら車椅子に乗って外来の面接室にやってきたが、 11回目からは病状の悪化にと

もないCPが病棟を訪問しベッドサイドで妻同席のもとで面接を行ったo次に、

AIDS発症直後、相互告白、末期の3つの主題にわけて面接過程を報告する。な

お、図10は、事例2における<病気の経過>とく面接の経過>を図示的に示し

たものである(図10参照) 。
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図10　事例2の病気と面接の経過の概要

<AIDS発症直後の面接過程>

来談経過一入院後ひと月経過したが、病状は進むばかりO後手後手に回る治

療についてCLの不満が募っているのでないかと察した主治医の紹介でカウンセ

リングが開始された。

第1回目一病状が悪化し続けているにもかかわらず、 CLは病室で主治医や看

護婦に不満ひとつ言わないと聞いていたので、 CPはCLの気持ちを引き出そうと

した。すると、次のような心境が語られたo

「子どもたちとできるだけ一緒に暮らしたいと患っているので、入院はした
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くなかった。しかし、喉にはカビがはえるし、咳がひどくて寝れない日が続い

たので、仕方なく入院した。もうひと月たっのに、咳は止まらないし、黄症は

ひどくなるし、よくなるどころか、かえって悪くなっている。いますぐでも家

に帰りたいけれど、何の収穫もないまま帰るわけにもいかない」

cLが内心かなりいらいらしていることが伝わってきたので、 CPはその点に焦

点づけた。

「主治医や看護婦さんは良くしてくれているので、文句はいえない。でも、

正直言ってどうなっているんだと言いたい時もある。治療が後手後手に回って

いる知iするOそれに、子どものことを考えると、落ち込んでしまうo良くな

って帰ってくるからと約束して来たのに」

cLが息子たちと過ごしたいと切望するのは、すでにこの時自分に残された時

間が少ないことをはっきり自覚していたからである。自分がいなくなったあと

も息子たちに病気に負けず強く生きた父親のイメージ、いわゆる生の証を残し

たいと患い、 CLは小学生の長男と交換日記を始めた。幼い次男に自分の記憶を

残すためには、 「少しでも長く生き続けるしかない」とCLは語ったo

<相互告白(その1)の面接過程>

第1回目一初回面接で、 CLが興味深い話をしたo

「毎日のように患者会の仲間が見舞いに来てくれているので退屈せずにすん

でいる。そうそう、見舞いに来たAさんと話していたら、ベッドに置いていた

AzT (最初の抗削Ⅴ薬で、一般名アジドチミジンあるいはジドブジン)の瓶を

見て、彼が『君も、そうだったのか。実は、自分もこれを飲んでいるんだ』と

言い出した。 2人とも感染していると知って、別に驚きもしなかったo血友病

患者の4割が感染しているというし、彼も出血がひどい方で、血液製剤も多く

使ってきたから」

当時のC大学病院では、感染者同士でもお互いの感染をひた隠しにしていた

ので、 Aさんに感染を知られたことをCLがどう思うか聞いてみたところ、 CLは

次のように答えた。
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「私は、妻や両親だけでなく、きょうだいやそのつれあいにも感染している

ことを話してきた。ただし、患者会のなかでは、エイズのことを話題にしたが

らない人もたくさんいるし、ましてお互いに感染を打ち明けるところまで突っ

込んで話したこともなかった。 1年前に患者会のある会員が亡くなった時も、

彼がエイズだったかどうか私たちには知らされなかった。長年苦労を共にして

きた患者会の仲間だから、お互い本当のことを話せるようになる必要があると

は以前から患っていた。私以上に、 Aさんはエイズのことを話せる仲間が欲し

かった。それで、 『CD4の数はいくらかOいま、どんな症状か』といろいろな

ことを聞いてくる。私も彼のように無症候の頃には、自分がいつ発病するのか

すごく不安だった。ただ、今の私は彼を安心させるどころか不安にさせること

しか話せなくて、申し訳ないと思う。私がもっと元気な時に今みたいな話がで

きていたらよかったのにと思う」

たまたまお互いの感染が分かった2人は、これをいい機会ととらえて率直に

打ち明けあい、その結果、今まで以上に深い交流が始まった。 2人の出会いに

接して、主治医やカウンセラーは、できるだけ感染者同士がお互いの感染を打

ち明け合ってJL、おきなく話せる機会をつくりたいと思ったo

<相互告白(その2)の面接過程>

第9回目一入院後4カ月経過o CLの病状は、主治医の懸命の治療にもかかわ

らず、どんどん悪くなっていった。肺炎は、原因不明のまま進行し、ついには

肺の内部で多量の出血が生じた。血を抜く処置を行うがまたすぐに出血する、

ということを繰り返す。そんな状態なので、妻に車椅子を押してもらって外来

の面接室に来ることさえ困難となる。面接室で会った最後の9回目には、呼吸

も非常に苦しいはずだが、それでも彼根声を絞り出すように語るo

rきのうまで、すごく息が苦しかったので、今朝また1 1ほど肺から血を抜

いた。今は少し楽になっている。 CPに聞いて欲しいことがある。相変わらず、

私の所には患者会の仲間がよく来てくれているoそれはそれでありがたいが、

実はゆうべ同室のBさんが聞こえよがしに『血友病の人はいいね、友達がたく
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さんいて。感染経路が違うと、こうも仲間には入れてもらえないものか』 」と

言う。彼が感染者というのは、飲んでいる薬から大体察しがついていたが、こ

れまでじっくり話す機会がなかった。相部屋だし、おまけにこちらの動きが取

れなくなったので、廊下で話すというわけにもいかない。でも、私としては、

感染者を血友病とそうでない人に分ける気はないし、分け隔てしていると思わ

れたくない。どうしたら、いいか」

これに対して、 CPからひとつの提案をした。主治医が2人の問に入り、お互

いの気持ちを伝えて、 2人の了解が得られた後に、 2人がじっくり話すという

提案である。これに対して、 CLは深くうなづき、 「まるでお見合いみたい。こ

の際、主治医に仲人になってもらおう」と答えた。

この面接の後、主治医は双方の患者の意思を確かめたうえで、 2人を引き合

わせた。実は、 Bさんには、別のカウンセラーがついており、そちらからも同

様の情報が主治医に伝えられており、機は熟していたようだoその後、 CLが相

部屋から個室に替わったこともあって、 2人だけでなく、それぞれの妻も交え

て家族ぐるみの交流が始まった。人生の最期にまた新たな友人を得ることが出

来た。まだ自由に動けたBさんは、 CLの部屋をたびたび訪ねて話の輪に加わっ

た。相互告白からひと月も経たないうちCLが、そしてそれから間もなくBさん

が永眠した。

<末期の面接過程>

第7回目-CLが死期を悟ってから心を砕いていたことに、家業のことがあっ

た。長男のCLは、自分が存命中に家業の跡継ぎを弟に引き受けてもらおうとし

た。幸い、弟の結婚話もまとまったので、自分たち一家が両親の家から出て、

弟夫婦が実家に帰ってきやすいようにしようとした。

第9回目-ところが、こうしたCLの動きに父親が反発したo父親は、跡継ぎ

のことを長男が勝手に決めたと怒りだしたo父親は、長男に迫っている死に直

面したくなかったのである。 CL自身や妻には、死は確実に近づいていると実感

することができたが、時折見舞いにくるだけの父親には、まさかこんな若い息
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子が間もなく死ぬとはとても思えなかった。したがって、長男の死を前提とし

て跡継ぎ問題を考えることなど、馬鹿げているとしか思えなかったo CLは、最

後の外泊をして父親と膝を交えてこの話に決着をっけたかったが、父親はCLの

そばに来てくれなかった。

ただ、彼が亡くなったあと、父親は彼の遺志通りに耽り計らった0

第11回目-この回以降、 CPは病室を訪問しベッドサイドでCLと面接したo面

接といっても、肺に出血してたびたび大量の血を抜いている状態では会話など

できず、ただCLの手を握って見つめあうだけの時もあった。

今臥CLが苦しい息のなかで何か言葉を発しているので、思わず顔を近づけ

ると「せ・ん・せ・し＼、カ・ウ・ン・セ・リ・ン・グ・を・統・け・て」と聞

こえた。とっさにはその意味がよくわからなかったが、そばにいた妻からCLが

「自分以外の感染者-のカウンセリングもこれから続けてほしい」と訴えてい

ると教えられ、 CPは「必ずそうする」と約束した。

cpは、こんな状態でも自分以外の人のことまで考えられるCLの心の広さ深さ

に深く心を打たれた。家族に、患者仲間に、医療スタッフに、そしてCPに多く

のことを教えて、彼は亡くなった。

3)事例3 :死別と死別後を中心にした面接過程

①事例の概要

cLは、面接開始時30代半ばの女性会社員。夫との問に2人の娘がいるo彼女

の夫は血友病患者で非加熱製剤で刑Ⅴに感染し、すでにAIDS発症していたo当

時は、日和見感染症の予防も治療方法も現在のように確立しておらず、カリニ

肺炎などの症状に苦しめられていたoまた、夫は数年前に感染告知を受けて以

来慢性的なうつ状態に陥っており、精神科で抗うつ薬の投与も受けていたo

cLに対するカウンセリングは、夫の最後の入院の4カ月前に開始され、夫の

入院中だけでなく夫の死亡後も1年余り続けられた0 31回の面接経過を、夫と

死亡するまでの面接過程と死別後から1周忌までの面接過程の2期に分けて報

告する。なお、図11は、事例3における<病気の経過>とく面接の経過>を図
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こ示したものである(図11参照) 0
/ -

事例3　=死男Ijと声E男fj後
<病気の経過> <面接の経過>

姓30代　既婚女性　章杜重
夫(血友病)が肺炎とうつで入院

=*CLのカウンセリング開始

夫の四肢硬直、失語、意識障害
C L休職して付き添う

C L Fもう他人にはまかせられない』

『私がそばにいると夫は安心するj

F私も娘のために頑張る』

死亡後3週間後
5週間後

5カ月後

1年後

夫は呼吸不全で死亡

C L F苦しまず静かに息を引き取ったQ

これで夫はようやく禁になった』

『何もする気がなく毎日ゴロゴロ』

『夫の実家で、寂しい法事』

『これからいい母親として生きるj

F3年ぶりに実家に頻るが、両親にも

本当のことは言えないj

F夫の大切なパソコンを持って新居へ』

一周忌 夫の死後1 3カ月後に面接終了

図11事例3の病気と面接の経過の概要

<夫と死別するまでの面接過程>

来談経過-内科外来の診察に夫婦同伴で来ても、夫婦間にはほとんど会話が

なく、主治医から見て夫婦の仲が良くないのではないかと思われた。もしそう

だとすると、夫が末期にいたった場合の看護にも支障が生じるのではないか、
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そう心配した主治医は、 CLにカウンセリングを勧めた。

第1回目一夫の診察に付き添って来院したCLは、夫の主治医からカウンセリ

ングを勧められ、 CPと会う。世話になっている主治医の勧めでもあり、むげに

断るわけにもいかないが、カウンセリtングを受けるのは嫌だという0

「主治医の先生からは、 『ご主人の病気のことなど、奥さんもいろいろ悩み

が多いだろうから、一度カウンセラーの先生と話してみたら』と言われたが、

私には話すことはない。私より、夫の話を聞いてやってほしい。あの人は、家

では何も話さない。もともと口数の多い人ではなかったが、 4年前にHIVに感

染していると告知を受けてから、ほんとに喋らなくななった。すごいショック

だったようで、こんなことなら告知してもらわなかった方が良かったと患う。

最如ま何も言ってくれないので、イライラした。でも、今はもう慣れた。夫と

話せなくても、私には子どもたちがいる。主治医の先生には、夫婦仲が悪いよ

うに受け取られているが、別に私たちは喧嘩しているわけでもない。落ち込ん

で口を書かなくなった夫に、私が合わせているだけ。私はどちらかというと誤

解されやすい性格で、よく損する」

初回面接のCLは、-いささか被害的になっておりCP今の警戒心も強かったOそ

こで、 CPはつとめて批判的、評価的にならないように応答しヾ彼女なりの見方

や考え方をしっかり受け止めようとした。その結果、 CLは夫婦関係について主

治医と異なる見方をしていることがわかった。つまり、夫がHIV感染の告知後

長いうつ状態に陥っており、彼女が話しかけると負担を感じるようなので、そ
.i

っとしておくことにしているという。そう言われれば、それはうつ病の患者に

対する家族の望ましい接し方でもある。 CPは、彼女の話に納得できるような気

がした。彼女は、 CPの共感的な応答に拍子抜けすると同時に、安心感も抱いた

ようである。

第9-18回昌一面接開始後4カ月経過した時点で、夫は高熱が続いため入院

することになった。入院後ひと月すると、脳症の症状が現れたかと思うと一気

に進行し、四痕が硬直し始め痴呆状態に陥った。夫は一言も言葉を発さなくな

り、さらに3カ月後に呼吸不全で死亡した。この最期の3カ月に、 CLは自発的
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に会社を休職して、毎日夫に付き添った。これは彼女のクールな面しか見えて

いなかった主治医やCPには、予想外の行動だった。 CPが過1回の面接を提案す

ると、彼女はすんなり受け入れ、毎回欠かさず通ってきた。

「夫は、だんだん手足が硬直してきて、もう歩くことも自分で食事すること

もできなくなった。すべてに手がかかるようになった。それと、お世話になっ

ているのに、こんなことは言ってはいけないと思うが、若い看護癖がシーツ交

換のときに夫をまるで汚いものを扱うように運んだのを見てしまった。夫があ

まりにかわいそうで、これ以上他人にはまかせられないなと思い、会社を休ま

せてもらおうと決心した。それに、今の主人はよく頑張っていると思う。痴呆

が進んでいるからといって、何もかもわからなくなっているのではない。他人

に迷惑をかけることを嫌がっていた人だから、今でも看護婦に迷惑をかけない

ように、ずいぶん我慢していると思う。もう夫はすっかり言葉をなくしてしま

って何を考えているかわからないが、ひとつだけはっきりしていること、それ

は私がそばにいると安心するのか、よく寝ること。私は、昼間は誰とも話さず

本でも読みながら過ごしている。辛いときは、子どもたちのことを考えること

にしている。いっか、父親のことをすべて話す時がくる。その時には、子ども

たちに『お父さんも頑張ったから、お母さんも頑張ったのよ』と言えるように

自分を励ましている。 」

当時は、まだマスメディアが引き起こした「エイズ・パニック」の恐怖さめ

やらぬ頃で、 CLも夫も自分の親善ょうだいにさえ本当のことを話すことを恐れ
J

た。もちろん、感染者仲間やボランティアに援助を求めようにも、そのような

活動もまだ開始されていなかった。結局、彼女はひとりで4カ月あまり夫に付

き添い、最期をみとった。

<死別後から1周忌までの面接過程>

第19回目一夫の死亡の1週間後の面接で、 CLは深々と頭を下げて挨拶して次

のように語った。

「夫を娘たちと3人で看取った。そう苦しまず静かに息を引き取った。葬式
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は近くのお寺で行った。葬式では夫の職場の人によくしてもらった。お骨は夫

の実家の菩提寺に納めることにした。夫は発病してから娘たちのために本当の

ことを誰にも言わず、辛い2年間だった。これでようやく楽になったと思う。

葬式のあと上の娘には全てを話した。今の職場を続ようと思う。安定した職場

で、友達もいることだし‥　主人を最後までみとれたのも、職場の人に助けら

れたからだと思う」

夫の死は、天折であり無念の死であるが、 CLにとっては夫を長い苦しみから

解放してくれるものでもあった。また、この5カ月は出来るかぎり看病もでき

たので、妻としては悔いはない。 CLは、最後まで付き添うなかで夫への愛情も

確認できたし、娘たちにも母親としての姿勢を示すことができた。周りの人の

助力に感謝することもできた。面接は、母子3人の生活が軌道にのるまで継続

することにする。

第20回目一夫の死亡の3週間後の面接で、 CLは次のように語った。

「その後、何もする気力がなく毎日ゴロゴロしていた。家の中も全く片づけ

ていない。どうせ今のアパートはいずれ出るのだからO来週から、仕事へ出る

つもり。今近くの分譲マンションを探している。娘たちが将来公立高校に通い

やすい場所がいいと思う。夫は生前には全く友人を家に連れて来なかった。死

後も誰もやって来ない。血友病患者会に入っていたが、一部の人としか交流が

なかった」

ややうっ気味ではあるが、長い看病生活からくる疲労もかなり回復しっっあ
J

る。顔色も良くなった。これからは仕事に復帰するとともに、新居を探すとい

う。自ら夫への追憶を語ることもなく、過去よりも今後のことに注目しようと

している。学校や近隣でのうわさや差別などをCLは恐れていたが、実際には-

切なくむしろ親切にしてもらっている。

第22回目一夫の死亡の3カ月後の面接では、 CLは次のように語った。

「マンションの契約をすませた。夫の貯金や生命保険などをかき集めて1千

万の頭金を払ったので、月々5万払えばいい。夫は2回目の入院以降高い買い

物をせずに貯金してくれていた。この秋に完成し、年末には入居できる。子供
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たちは3学期から転校する。娘たちがだんだん大人になっていく。私の言葉に

もしっかり反論してくる。夫の百力日の法事には親子3人で夫の実家に行って

くる。ところで、私は夫のものをどんどん捨てている」

仕事の面でも恵まれており、新居の購入をすませ、母娘3人の生活の再出発

も順調である。娘たちにも何ら心身の変調は見られず、この家族の「喪の作

業」は表面的にはすでに終了した感じさえある。引っ越しに備えて夫の遺品を

どんどん捨てているというので、 CPは子どもたちのために形見を残すように提

案する。

第29回目一夫の死亡の1年後の面接では、 CLは次のように語った。

「マンションへの引っ越しは、姉や職場の人にも手伝いは頼まず、すべて運

送会社にまかせたが、友人が3日続けて来てくれて嬉しかった。夫の大切にし

ていたレコードとパソコンを持ってきた。職場の男の人からよく電話がかかっ

てきていたが、娘たちが心配するので断った。娘たちを心配させてまでつきあ

おうとは思わない。長女が反抗的だったり、生理不順や貧血など長女の体調が

憩い。父親の死、引っ越し、転校とストレスのかかることが続いているせいか。

もっと長女に目を向けてやりたい」

家庭や職場での再適応のプロセスも順調なので、夫の死後13カ月後の面接で

一旦終了とする。

CLの場合は、夫の死に対する悲嘆反応は比較的短く、悲哀感情もあまり強く

ないように見えた。それどころか、彼女の言葉によると3カ月くらいで夫との
1

思い出は遠い過去のものになってしまったようにも思えた。しかし、彼女の行

動に注目すると、法事もきちんと行い、新居に夫の形見を運ぶなど、言葉には

出ない夫への思いも明らかになった。夫の死後、いい母親になるという方針で

生きている彼女であるが、いずれ娘たちが自立していくときにはまた生き方の

変更を求められるだろう。幸い、親しい友人との家族ぐるみのつきあいもある

ので、男性との関係も含めて相談することはできるだろう。

なお、 CLは一旦終了後も、思春期に入った娘の対応に困ったと言ってCPのも

とに数回相談に来た。
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結果の考奉

1)告知の臨床心理学的検討

事例1の事例研究を通して、告知の諸問題について臨床心理学の観点から考

察を試みたい。

①治療とカウンセリングの前提としての告知

事例1のCLは、非告知派の病院から告知派の病院に紹介された後に、告知を

受け臨床心理士によるカウンセリングが開始された。なぜCLが告知を受けるた

めに転院しなければならなかったのか、その背景から考察しておきたい。

C大学病院内科では、 HIV抗体検査が導入された1980年代半ばに積極的に告

知を始めていたが、これは例外的であった。全国的には、 1980年代後半におい

ても「 HIV感染を告げると患者が悲観して自殺するかもしれないので、原則と

して告知しない」と表明する医師が少なくなかった。しかし、告知を受けてい

なかったために感染者が配偶者に二次感染させた例が少なくないことが社会問

題になり、新しく登場した抗HIV薬を使用するためにも告知が必要となったO

そこで、 1989年9月に厚生省科研「HIV感染者発症予防・治療に関する研究

社」は、主治医はできるかぎり告知を行うようにという趣旨の「勧告」を発表

した。その後、 1990年代に入ると、 「原則的に告知する」という考え方の医師

たちが多数派になった(児玉・一円・高田・小林・上田,1990)。事例1のクラ

イエントはちょうどその頃に告知目的で紹介されたわけである。
ふ

ところで、告知(Truth telling)は、治療だけでなく心理社会的な援助とし

てのカウンセリングの前提であると考えられる(季羽,1993),なぜならば、患

者が病気の診断だけなく、現在の状態や今後の予後について主治医から正確な

情報とわかりやすい説明を与えられなれば、患者は自分の治療や今後の行き方

について自己選択、自己決定を行うことはできないからである。カウンセリン

グとは、クライエントの自己選択、自己決定を援助する活動で、告知のないと

ころには有効なカウンセリングはないoわが国の進行性慢性疾患のなかでHIV

感染症は例外的に告知が積極的に推進されたので、わが国の精神科以外の医療
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現場でのカウンセリングが可能になったと考えられる。

②告知への心理的反応

事例1のCLは、告知のショックが強く1週間は眠れなかったし、心理的な安

定を取り戻すの6カ月を費やしたが、他の感染者に比べればそれでも回復は早

い方であった。ここでは、告知後への心理的反応について臨床心理学的な観点

から考察する。

検査結果が抗体陽性であると告げられた感染者や家族の心理的ショックはか

なり大きい。動揺、絶望、恐怖、不安、怒りなど激しい情緒的混乱に襲われ、

泣き叫ぶ人もあれば、逆に言葉を失い引き篭もってしまう人もいる。とくに、

うつ状態に陥りやすく、自殺の危険が高まる点は臨床的に重要である(Ostrow,

1997)

このように検査結果が抗体陽性の場合、その告知は心理社会的に危機的な事

態を引き起こす。告知においては、正確な情報提供も重要ではあるが、それ以

上に告知された側への心理的な配慮が必要である。心理的な危機的場面に対処

するためには1回の面接だけではもちろん不十分で、一定期間は継続的に面接

が行われなければならない。また、主治医による面接だけでも不十分で、看護

婦、臨床心理士、 MSWなどからなる包括医療チームが組織的に感染者や家族を

支える必要がある。

わが国の場合、 1980年代後半に血友病治療の基幹病院に臨床心理士やMSWが

1IV専門カウンセラーとして配置され、包括医療チームが組織されたことで、
J一

主治医が勇気をもって告知を行うようになり、その結果カウンセ.リングも可能

になったという例が多いのでないかと思われる。

③告知の時期

事例1の告知は免疫能の低下がかなり低下してからであり、そのことが心理

的ショックを強めた。告知の時期は、臨床心理学的に重要な要因である。

わが国の進行性難病の医療において、本症ほど積極的に告知が行われた例も

なく、また本症はど告知前後に臨床心理士が深くかかわることができた例はな

いのではないかと思われる。告知に立ち会った臨床心理士の経験によると、精
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神的に健康な成人の患者であれば、できるだけ病気の軽い段階で告知すること

が患者にとっても、患者一主治医関係にとってもきわめて望ましいということ

である。こうした経験から、癌を始めとする他の進行性難病の医療チームにも

臨床心理士が参加できれば、告知はもっと容易になり、患者と医療スタッフの

双方が真実を語り合える関係が構築されやすくなると患われる。なお、精神障

害者や小児などは、従来告知の対象としては例外とされていたが、治療方法の

進歩にともない、最近は例外扱いについて見直しが行われている。

④患者から親-の告白

事例1のCLは、告知直後に母親ときょうだいに感染を告白し、母親やきょう

だいも冷静に受け止めてくれたが、これは例外的と言ってもいい。

多くの感染者は自らのHIV感染を親やきょうだいになかなか告白できない。

長い苦悩の末に、しかも病状の悪化などで隠し切れなくなってようやく家族に

告白する感染者も少なくない。

感染者は親きょうだいに告白したことで重い荷を少しおろしたような安堵感

を抱く一方で、告白された親きょうだい側は精神的に激しく動揺する場合が少

なくない。しかも、一秘密がもれて社会的差別を受けることを恐れてごく限られ

た範囲の人々でこの衝撃に耐えようとする。したがって、臨床心理士は、感染

者だけでなく告白された親きょうだいにも援助の手を差し伸べる必要がある。

2)性的パートナー告知の臨床心理学的検討
K

次に、事例1の事例研究を通して性的パートナー告知の諸問題について、臨

床心理学の観点から考察を試みる。

①パートナー告知の意義

事例1において、告知のショックから回復したCLに主治医はその次の段階と

して、パートナー告知を促したが、ここではその意味について臨床心理学の観

点から考察する。

感染者が性的パートナーや注射器共用者に対してHIV感染の危険性を伝え、

HIV抗体検査とカウンセリングを受けるように勧める行為は、パートナー告知
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(partner notification)と呼ばれ、感染の拡大を防ぐ意味で非常に重要とさ

れている。感染者本人が直接パートナーに告げる「本人による告知(patient

referral) 」と、公衆衛生の専門家が代わって通報する「専門家による告知

(provider referral) 」の2通りがある(世界保健機関,1991).

米国では「専門家による告知」が制度化されている州もあるが、わが国の臨

床現場では現在のところ「本人による告知」のみが行われている。筆者らは、

HIVカウンセリングの実践を通しで性的パートナー告知が公衆衛生学の観点だ

けでなく、感染者の心理社会的援助の観点からも非常に重要な意味を持つこと

に注目してきた。つまり、パートナー告知という作業を通して感染者は、パー

トナーの生命の危険を回避するのに役立っだけでなく、パートナーの関係を再

構築し、もっとも重要な支援者を再獲得することができる.この点が、もっとr

注目されるべきである(Kodama, Ichien, Takata, Kobayashi, & Ueda, 1993)c

②性的パートナー告知における感染者の心理的特徴

研究1の対象となった感染者本人21名のうち、性的パートナー告知を必要と

すると思われたCLは事例1を含む15事例であった。これらの事例を分析した結

果、性的パートナー告知における感染者の次のような心理的特徴が明らかにな

ったので、ごく簡単に紹介する(児玉・一円・高田・上田,1995),

15名のCLは男性13名、女性2名。面接開始時の平均年齢は35.4歳で、半数は

20代。感染経路は、非加熱製剤経由が7名、性行為経由が8名。結婚歴ありが

10名、なしが5名。 12名がパートナー告知を達成し、 3名が未達成だった。
4

感染者の多くは、 「もし感染させていたら、パートナーの治療を一刻も早く

始めなければ手遅れになる」 「たとえ感染していなくても、 2人の将来にかか

わる重大事を隠し続けているのは心苦しい」と思うものの、告知によって2人

の関係が破綻したり、失うものがあまりに大きくなるのでないかという不安か

ら、パートナー告知を達巡した。また、告知によってパートナーを混乱させた

り苦しめたくないという相手-の思いもパートナー告知を難しくしていた。

非加熱製剤による感染者では、既婚者よりも独身者の方がパートナーへの告

知が難しい傾向があったが、これは血友病者は健常者よりもその身体的条件の
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ためにパートナーを得るのに苦労することが多く、それだけに告知によってパ

ートナーを失い孤独な境遇におちいる不安が深刻なためと思われる。

異性間性行為で感染した感染者の場合、妻や現在つきあっている相手には告

知できるが、それ以外のパートナーへの告知は難しかったが、これは相手が秘

密を守ってくれるかどうか不安なためと思われる。

同性間性行為で感染した両性愛の感染者の場合、ステディな同性パートナー

には告知でさても、妻への告知はむずかしかったが、これは告知が家庭崩壊に

つながるという危機感が強いためと思われる。

③告知された性的パートナーの心理的特徴

事例1のパートナーは、感染者を批判するどころか受容的な態度を示した。

パートナーの告知後の反応について、臨床心理学的に考察する。

上記15事例を検討した結果、告知されたパートナー12名のうち、 2名の妻は

告知によって夫に拒否的になり、 1名の男性は行方不明になったが、それ以外

ではその後も感染者に変わらない態度を示した。もちろん、告知を受けたパー

トナーは、本人告知に匹敵するような心理的衝撃を経験した。程度の差はあっ

ても、強烈な不安や恐怖、孤独感は、どのパートナーも経験すると思われる。

④パートナー告知における技法的配慮

パートナー告知におけるカウンセリング技法について、臨床心理学の観点か

ら考察する。

まず、感染者本人へのカウンセリングについて述べる。臨床心理士は告知直
J

後のクライエントに対して、 「パートナー告知は大変難しい問題なので、じっ

くり話し合っていきたい」と提案して、まず本人の心理的な安定の回復を優先

させ、パートナー告知の機が熟するのをじっくり待つ姿勢を示すことが重要で

あるoただ、それにもかかわらず事例1のクライエントが「 (主治医や臨床心

理士に)責められているような感じだった」と述懐しているように、パートナ

ー告知の援助は非常に難しい作業である。しかし、パートナー告知の成否は、

その後の感染者同士の相互告白やセルフヘルプ・グループの形成にまで影響す

るだけに、臨床心理士は困難さにめげずに取り組むべきと思われる。
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次に、告知直後のパートナーについて述べる。事例1では、パートナーへの

援助はできなかったが、パートナーへのカウンセリングは非常に重要である。

カウンセリングは、心理的な危機に直面しているパートナーを援助するだけで

なく、感染者とパートナーの関係の破綻も防ぐことができ、ひいては感染者の

最期を看取ってくれる人を得ることにもなる。

感染者はパートナーに対してもカウンセリングが行われることを事前に知る

と、パートナー告知を行う勇気を得ることができる.パートナーに対するカウ

ンセリングの体制を整えることで、パートナー告知を促すことができるのであ

る。

⑤パートナー告知における倫理的問題

最後に、パートナー告知における倫理的な問題について、臨床心理学的の観

点から考察する。

米国では、性的パートナー告知における心理療法家の法的、倫理的、道徳的

責任をめぐる論議が活発に行われている。性的パートナー告知を拒否し、かつ

セーファーセックスを実行しない感染者との心理療法関係に、 「伝染性の強い

致命的な疾患の場合には、危険にさらされた人の知る権利が患者のプライバシ

ーの権利に優先し、患者が同定され第3者への告知がおこなわれるべき」とい

うタラソフ(Tarasoff)原則が適用できるか否かという議論である(児玉・一

円.19.97)<

米国心理学会(Ap九)では、クライエントの秘密をもらすことは厳しく禁止さ
.i

れているので心理療法家はあくまでクライエントが自発的に性的パートナー告

知を行うように心理療法のプロセスを通して教育や援助を続けるべきで、もし

万策尽きて守秘義務を放棄する前には同僚や弁護士等のコンサルテーションを

受けるべきである、と勧告している。

事例1のCLは、誠実にパートナー告知を遂行する努力を続けて無事達成した

ので、このような倫理的ジレンマは深刻にならなかった。しかし、わが国の臨

床心理士は、今後パートナー告知を拒否する感染者と出会い、このようなジレ

ンマに直面しないという保証はないOその際、臨床心理士はHIV/AIDS関連の医
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学的知識だけでなく、法的、倫理的、道徳的規定に関する最新情報を熟知した

うえで、このジレンマに対処する必要があると思われる。

3)AIDS発症時のショックの臨床心理学的検討

事例2の事例研究を通して、 AIDS発症時の心理社会的諸問題について臨床心

理学の観点から考察を試みる。

①無症候キャリア(AC)期のカウンセリング

事例2で、本人とのカウンセリングが始まる前に、妻とのカウンセリングが

数回行われたのは、 AC期であった。発症時のショックについて考察する前に、

AC期のカウンセリングについて検討する。

告知からあ`る程度時間が経過すると、感染者は心理的な混乱から回復し、告

知以前と同じ生活に戻ることができる。その後、表面的には普通の人と何ら変

わらない生活が数年続く。この時期には、カウンセリングへの動機づけはさら

に低くなり、中断することが多い。感染者に恋人ができたり、結婚話が進んだ

り、子どもが欲しくなった時など感染者の悩みが深くなる時を除けば、感染者

から継続的なカウンセリングが求められることは少なくなる。

ただし、感染から数年経過し、免疫の状態を示すCD4数が500を割り込むと、

抗HIV剤や日和見感染症の予防薬の投与が開始される。この時期になると、感

染者はCD 4数の値に一喜一憂し始め、発症不安のために心理的にも非常に不安

定になり、カウンセリングが再開されることが少なくない。軍例2の妻のカウ

ンセリングが行われたのもこの時期で、 AC期でも後期の頃であi,たO

なお、最近はAC期における「投薬開始のショック」がカウンセリングの観点

から注目されているO以前は、 CD4がかなり低下してからAZTなどの抗HIV薬

の投与が開始されていたが、 1990年代後半にプロテアーゼ阻害剤など新しい抗

HIV薬が続々と開発されるようになり、抗HIV薬の投与開始時期が次第に早く

なっている。無症候でもcD4が500以下あるいはHIV-RNA量(血液中のウイル

ス量の測定値の一種)が3万以上になると、抗1IV薬の投与が始まる。抗HIV

薬の投与開始は、必ずしも病状の悪化を意味しないLAIDS発症ではないのだが、
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決まった時間に多くの薬剤を服用しなければならないし、副作用も現れる。そ

こで、感染者はつねに自分がHIV感染者であることを自覚させられるという新

たな問魅に直面しているO 「投薬開始のショック」については、今後臨床心理

学的な研究が積極的に行われる必要があると思われる。

②AIDS発症のショック

事例2で示したように、 AIDS発症(あるいはAIDS指標症状出現)時のショッ

クは大きいので、この点について臨床心理学の観点から考察するO

長いAC期を経て、下痢、発熱、体重減少、リンパ節の腫脹などの諸症状が現

れ、従来ARC(AIDS関連症候群)と呼ばれていた時期に入ると、感染者の発症不

安や恐怖はさらに一層強くなる。

茸治医の指導に従い抗HIV薬を服用してきたにもかかわらず、 CD4数が200

以下となり、ついにAIDS診断基準として定められた特定の病態が出現すると、

AIDS発症となる。 AIDS発症の告知は、感染者にとって長い間おそれていた日の

到来であり、残された時間が僅かになったことを実感させられるので、感染告

知の時よりも心理的衝撃は大きいと言われる。臨床心理士はこの時期の患者に

対応できる態勢(危機介入を含む)を整えておく必要がある。

③AIDS期の患者の心理的特徴

次に、 AIDS期の患者の心理的特徴について、臨床心理学的な観点から考察す

<b

生の証一事例2で示したように、投薬が開始され、症状が出現し、ついにAI
よ

DS発症した患者は「碓実に、だんだん悪くなっていく」ことを実感させられ、

無力感も強まる。患者のなかには、発症告知のショックからうつ状態に陥り、

精神科医による治療が必要になることも少なくない。

しかし、事例2のCLが入院を嫌がったように、多くの患者は「辛くても今の

生活を続けたい」と訴える。なかには、学業、仕事、趣味、ボランティア活動

などに今まで以上に専念するようになる人もいる。また、事例2のCLは、病床

で息子との交換日記を続け「病気に負けない強い父親の姿」を文章に残そうと

した。自分に残された時間が少ないことを悟り、自らの「生の証」を残そうと
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する患者が少なくない。たとえば、ある男性は妻や幼い子供たちにできるだけ

多くのお金を残そうと体力の限界ぎりぎりまで仕事を続けた。また、ある男性

は病気を押して家族と旅行に出かけ、旅先で自分の笑顔の写真を撮ってもらっ

た。患者が今まで通りの生活を続けること、あるいは生の証を残そうと試みる

ことは、患者が病気に負けない気力を維持するうえでも非常に重要である。

残される家族への思い-事例2で示したように、 AIDS発症後の患者は自分の

死後に残される家族の生活を案じる場合も多い。他の家族や親族による支援が

得られる場合はいいが、そうでない場合は社会資源(社会福祉制度、社会保障

制度、地域の民間援助団体)の活用にまで末期の患者自身が心をはせることも

ある。

カミング・アウトー事例2では、偶然にも感染者同士が感染を告白すること

になったが、 AIDS発症は感染者にカミング・アウトを促すこともある。感染者

同士であったり、親きょうだいや友人など身近な人々に対するカミング・アウ

トであったり、マスメディアを通しての不特定多数の人々へのカミング・アウ

トであったりする。いずれも、死期が迫ってきているからこそ、自分に正直に

生きたい、あるいは自分から他者に強いメッセージを発したいという思いの表

れである(Teguis,1992) 。

④AIDS期の感染者の家族の心理的特徴

次に、 AIDS期の患者の家族の心理的特徴について、臨床心理学的な観点から

考察する。
J

AIDS期の患者の家族は、本人から感染を告白された直後からさまざまな苦悩

を経験するが、感染者が入院するようになるとさらに心身の負担が大きくなる

(Hoffman, 1996)c HIV感染の場合、偏見や差別を恐れて親きょうだいにさえ本

当の病気を告げることができない場合がある。そのために、妻あるいは母親と

いったごく限られた人に看病の負担が集中することになる。そこで、看病にと

もなう家族の悩みの相談相手になるとともに、家族が安心して協力してもらえ

る親戚や友人やボランティアをさがすのを手伝う役割が臨床心理士に求められ

る。
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4) AIDS末期の臨床心理学的検討

次に、事例2、 3の事例研究を通して、 AIDS末期の心理社会的な問題につい

て臨床心理学的な観点から考察する。

①末期の激痛との闘い

まず、 AlDS末期における臨床心理士の役割について考察する。

スタッフ間のコミュニケーションー事例2、 3で示したように、 AIDS末期に

なると病状が進行し、患部の激痛に苦しめられたり食欲不振で全身が衰弱し始

める。この時点で、積極的な治療から緩和ケアに切り換えられることが多い。

ただし、痛みのコントロールがうまくいくとは限らず、患者や家族の主治医や

看護スタッフへの不満が募りやすくなる。病棟において、病棟主治医、婦長、

外来主治医、臨床心理士によるカンファレンスが行われ、患者や家族と病棟ス

タッフとのコミュニケーションを改善するための努力が続けられる。

コーディネーターーこの時期の臨床心理士はコーディネーター的な役割を引

き受け、患者や家族の治療に対する不満を聞き取り、病棟主治医に伝え、でき

るだけ本人の希望する治療法に変更してもらうように働きかける。病院によっ

てはこの役割は精神科医や外来看護婦が引き受ける場合もある。いずれにして

も、ある職種が見落としたり忘れたりしやすい側面を他の職種が補うこと、そ

れも個人プレイでなくチームプレイとして補っていけるように促すことが、コ

ーディネーターの役割である。
.h

②家族と友人に囲まれた日々

次に、感染者と家族や友人との関係について考察する。

周囲の人々の愛情や友情-事例3のCLは、当時としては例外的に早くから自

らの感染を両親やきょうだいに告白しており、彼のベッドサイドには妻だけで

なく親きょうだいの姿もあった。また、相互告白で感染者の友人も得た。末期

の苦痛に耐えるために、家族の愛情や友人たちの励ましは大きな力となる。感

染者はいまだに無用の孤独感や疎外感を体験させられることが少なくない、

「残された日々」が僅かとなった末期こそ今まで以上に周囲の愛情や友情が必
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要である。

家族へのカウンセリングー事例3で紹介したように、末期の患者を支える家

族の心労は大きく、心身ともに疲れ切ってしまう。見舞い客や付添い仲間にも

本当のことが言えない苦しさも味わう。臨床心理士は、家族の思いをカウンセ

リングでしっかり受けとめ、サポートする必要がある。カウンセリングだけで

はなく、ボランティアによる家族-の直接的な援助、たとえば買い物や洗濯の

手伝いなどが必要なこともある。また、家族への援助は患者の死亡後も家族の

再適応を見届けるまで続けられる。

③感染者仲間の危機

次に、感染者仲間の心理的危機について考察する。

感染者にとって、同じ感染者仲間の友情ほど心強いものはない。しかし、感

染者仲間の側から見れば、友人のAIDS発症や死につきあうことは近い将来の自

分の姿を予想させるもので、その度ごとに強い不安、恐怖、絶望感を体験する

(Maslanka, 1996) 。感染者仲間のこのような心理的な危機にもっとも効果的に

援助の手を差しのべられるのは、専門家よりも感染者を中心としたサポートグ

ループ(セルフヘルプ・グループを含む)である。臨床心理士は、このような

サポートグループの役割を深く認識し、グループメンバーが活発に活動できる

ように側面から援助していく必要がある。

④医療従事者の無力感

最後に、医療従事者の無力感について考察する。
Ji

事例2の若い病棟主治医は、 CLがいよいよ末期になった時に一過性のうつ状

態に陥り、臨床心理士によるカウンセリングが行われたO　このように、 AIDS末

期には、医療従事者が患者のために「何もしてあげれない」という深い無力感

を経験する(Farber, 1994) 0 HIV/AIDS医療に熱心な医療スタッフはどこの無力

感に強く苛まれる。医療スタッフの「燃え尽き症候群」に陥るのを防ぐために

は、医療チームが定期的にケース・カンファレンスが有効である。そこでは、

個人的な感情を表出して、スタッフ問で共有し、相互の連帯感を強めていくの

であり、臨床心理士はそこでコーディネーターの役割を果たすことができる
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(児玉, 1995),

5)死別と死別後の臨床心理学的検討

次に、事例3の事例研究を通して、死別期と死別後の家族の心理社会的諸問

題について臨床心理学の観点から考察する。

①感染者の遺族の心理的特徴

まず、感染者の遺族の心理的特徴について考察する。

事例3における夫の死別や悲哀(悲嘆)の過程に特徴的なのは、 CLがHIV痴

呆により夫と言葉による交流の途絶したなかで離別せざるえなかったこと、感

染者である夫への社会的差別を恐れ続けたこと、そのために末期および死別後

にCLが周囲に本当のことが言えず孤立感や孤独感を経験したことなどがあげら

れる。そうした事情のために、 CLの対象喪失に対する適応としての悲哀のプロ

セスがスムーズにいきにくかった面があったと思われる。

ウオーデン(Worden,J.W., 1993)は、配偶者やパートナーがHIV感染者である

場合の死別や悲哀の過程に影響を及ぼす要因として、感染不安、ステイグマ

(偏見) 、社会的サポートの欠如、時期尚早の死(天折) 、同時・多数の対象

喪失(multiple loss) 、長びいた病気と醜貌化、神経学的合併症などをあげて

いる。事例3の場合には、スティグマ、社会的サポートの欠如、時期尚早の死、

神経学的合併症などが、死別や悲哀の過程に大きく影響していると思われる。

②遺族カウンセリングの可能性
J

次に、遺族カウンセリングの可能性について考察する。

事例3では、夫が亡くなった病院で妻との死別後カウンセリングを継続でき

たが、これは大学病院では例外的なことであった。一般的に、夫や子どもが死

亡した病院に通うことは悲しみを強める。そのために、遺族の多くはその病院

でのカウンセリングに難色を示し、臨床心理士が遺族の自宅を訪問をしない限

り遺族のカウンセリングを継続できる例は少なかった。

ただし、 1990年代半ばになり、 HIV訴訟の原告団が結成され、そのなかに遺

族が加わるようになると、遺族同士のピア・カウンセリング的な活動が始まっ
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た1997年から国の事業として薬害エイズ患者の遺族相談事業が始まり、電話

相談や病院以外の場での個人およびグループカウンセリングが開始された。そ

の結果、薬害エイズで息子を亡くした親たちのなかに、死別後数年経過してい

ても悲哀のプロセスがほとんど進んでいない人々が少なくな.いことが明らかに

なった。なお、薬害エイズの遺族の悲哀のプロセスが、他の遺族とどのように

異なり、グリーフカウンセリングにどのような配慮が必要かを明らかにするの

は今後の課題である(Dane, 1995)

第2節　臨床心理士によるHIVカウンセリングに関する調査研究(研究3)

研究の目的

本研究の第1の目的は、わが国の専門カウンセラーによるHIVカウンセリン

グ活動の実態とカウンセラーの役割意識を明らかにすることである。

第2の目的は、臨床心理士・心理職とMSWとではHIVカウンセリング活動や

役割意識に職種による違いがあるかどうかを検討することである。

第3の目的は、 HIVカウンセリングの経験の有無によってカウンセラー役割

意識に違いがあるかどうかを検討することである。最後に、臨床心理士による

カウンセリング・心理療法におけるHIVカウンセリングの独自性について考察

する。

研究の方法′

1)調査対象

1989年から1996年までに開催された通算15回の「エイズカウンセリング研修

会」の参加者のうち臨床心理士(心理職を含む)とMSW計208名全員を対象に

質問票調査を行った。

2)調査方法

無記名自記式質問票を、返信用封筒を同封して郵送し回送してもらった。 19

97年2月1日に調査票を発送し、 2月末日までに回収された調査票を分析の対

象とした。使用した調査項目は、基本属性に関する6項目、 HIVカウンセリン
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グ活動の概要に関する8項目、 HIVカウンセリングにおいて取り扱われるテー

マに関する5項目、専門カウンセラーの役割に関する10項目の計29項目。最後

に、専門カウンセラーによるHIVカウンセリングに関する意見や提言を自由記

述形式で求めた(付録資料1参照) 0

研究の結果

1)回収率

回答者154名(有効回収率74. 0)

2)基本属性

回答者の性別は、女性97名(63.OX) 、男性57名(37.0%)であった。図12に示

すように、年齢別内訳は40代66名(42.8%) 、 30代48名(31.2%) 。 30代40代で全

体の4分の3を占める(図12参照) 。図13に示すように、職場別内訳(複数回

答)は、総合病院65名(34.6X)がもっとも多く、次いで大学病院、教育機関、

精神科医療機関の順である(図13参照) 。図14に示すように、職種別内訳は、

臨床心理士97名(63.0%) 、 MSWが40名(26.OX) 、心理職15名(9.7X)の順である

(図14参照) 。職場の所在地(複数回答)をブロック別にみると、関東46名(2

8.9X)ともっとも多く、次いで東海、近畿、中国の順である。回答者が参加し

た研修会は、看護婦が主な対象であるエイズカウンセリング研修会(第1-15

回) 94名(51.9%) 、臨床心理士とMSWが主な対象である実務者コース(第1-

3回) 87名(48.IX)とほぼ同数であった0

3) HIVカウンセリング活動の概要
J.

図15に示すように、回答者(複数回答)のうちHIVカウンセリング活動を行

ったことがあるのは72名(42.4%) 、まだ行ったことはないが近い将来行う予定

があるのは75名(44.130 、これまで経験もなく近い将来行う予定もないのが23

名(13.5%)である(図15参照) O

上記72名の経験者の活動の概要は次の通り。図16に示すように、経験者の立

場別内訳は、有効回答者70名のうち臨麻L、理士・心理職が37名(52.9X) 、ソー

シャルワーカーが24名(34.3X) 、ボランティアが9名(13.5%)であった(図16

参照) 。
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図12　回答者の年齢別内訳

60代-2(1.3)

50代22(14.3)

20代1 6(10.4)

図13　回答者の職場別内訳

図14　回答者の職種別内訳
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検査前カウンセリングの経験があったのは、有効回答者68名のうち38名(55.

8%)であったO陰性告知後カウンセリングの経験があったのは、有効回答者67

名のうち26名(38.8X) 、陽性告知後カウンセリングの経験があったのは、有効

回答者67名のうち43名(65.250であなたoカウンセリングを行った感染者数は、

有効回答者55名のうち2-4名が20名(36.i%) 、 10名以上が17名(30.9X)の順

であった。カウンセリングを行った感染者の家族クライエント数は、有効回答

者48名のうち2-4名が18名(37.5%)ともっとも多い。性的パートナーにカウ

ンセリングを行ったカウンセラーは、 72名中18名(25.050　と少なく、パートナ

ークライエント数も有効回答者18名のうち4名以下が15名(83.3%)であったo

図15　日川カウンセリング経験の有無

J・

4) HIVカウンセリングで取り扱われるテーマ・課題・問題

HIVカウンセリングでクライエントとカウンセラーの問で話し合われたテー

マ・課題・問題について聞いた結果は、次の通り。まず、治療に関するテーマ

のなかで高い頻度で話し合われたテーマは、通院治療の問題は有効回答者56名

中50名(89. 3X) 、入院生活の問題は有効回答者56名中47名((83. 9%)、薬物療法

と副作用は有効回答者58名中46名(79.3X)の順であった。生活に関するテーマ

のなかで高い頻度で話し合われたテーマは、家庭の問題は有効回答者57名中53

名(93.OX) 、職場や仕事の悩みは有効回答者55名中49名(89.IX) 、経済的な問
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題は有効回答者57名中45名(78.9%)の順であったoカミングアウトに関するテ

ーマのなかで高い頻度で話し合われたテーマは、親きょうだいへの告白は有効

図16mVカウンセリング経験者の立場別内訳

し

回答者55名中49名(77.6X)、同僚や友人-の告白は有効回答者57名中39名(68.

4%)、配偶者や性的パートナー-の告白は有効回答者56名中38(67.9%)の煩で

ぁった。表1に示すように、末期に高い頻度で話し合われたテーマは、生の証

や生きがい(74.5X)、死の不安恐怖(70.8%)入院中の治療-の不満(70.8X)の

順であった(表1参照表中のN数は有効回答者数)o

ところで、職種別のHIVカウンセリングの経験率は、臨床心理士・心理職が

oofW
G。.U/。、MSW・SWが57.1%で、1対2の割合である0

5)専門カウンセラーの役割意識

HIVカウンセリングにおける専門カウンセラーの役割に関する意見を10個な

′らべ、回答者が妥当と思うものを選んでもらったHIVカウンセリングの経験

の有無によって、専門カウンセラーの役割に関する意見が異なるかどうかを検

討したが、10個すべての意見について有意な差は認められなかったoそこで、

回答者154名が「そう思う」と回答した意見を頻度の高い順にあげると、図17

に示す通りである(図17参照)。つまり、「専門カウンセラーはクライエント

に支持的なカウンセリングを行う」(86.5X)、「専門カウンセラーはクライエ

ントに適切な機関や制度の紹介や仲介を行う」(84.6%)、「専門カウンセラ~

は感染者の主治医や看護婦からのコンサルテーションに応じる」(78.4X)、
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「専門カウンセラーはクライエントに心理療法的な援助を行う」 (78.2%) 、

「専門カウンセラーはクライエントの心理学的な評価を行う」 (70.IX)の順で

あった。

6)職種別にみたHIVカウンセリング活動の違い

RIVカウンセリング経験があると答えた回答者(有効回答者59名)のうち、

表1末期に患者が語るテーマ・課題・問題

くrよくあれ「ときどき抗jl柏計)

テ ⊥ マ . 音 盤 一間 題 度 数 / ォ

入 院 中 の 治 療 人 の 不 満 3 4 ′4 8 7 0 . 8

入 院 中 .の 看 護 へ の 不 満 . 3 1 ′4 8 64 . 6

在 宅 ケ ア
3 0 ′4 8 6 2 ‥5

叢 和 ケ ア や ホ ス ピ ス 2 0 ′4 8 4 1 . 7

巨 の 証 や 生 き が い
3 5 ′4 7 7 4 . 5

I 死 の .不 安 鯛 . 死 の 受 容
3 4 / 4 8 7 0 . 8

信 仰 や 死 後 の 世 界 1 8 /4 8 37 . 5

遺 書 な ど 死 後 の 法 的 な 問 題 1 5 ′4 3 3 4 . 9

支持的カウy-t'jj"9

韓権関の怒介

コンサ折-ション

心理憲法的な援助

心理学的な評価

10　20　30　40　50　60　70　80　90 100　j

図17　HiVカウンセラ-の役割意識(回答者全体)
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臨床心理士・心理職とMSWについてHIVカウンセリング活動の違いを比較検討

した。表2に示すように、陽性告知後カウンセリングの経験に職種による有意

差が認められた(表2参照) oつまり、晦床心理士・,L僧職では71.1%が陽性

告知後カウンセリングを経験していたが、 MSWでは42.9%しか経験していなか

った(x2検定で5%水準で有意)A。

7)職種別にみた専門カウンセラーの役割意識の違い

臨床心理士・心理職と脚について、削Ⅴカウンセリングにおける専門カウ

ンセラーに関する意見の違いを検討した結果、図18に示すように「心理学的な

評価」 「心理療法的な援助」 「紹介と仲介」 「社会的な活動」の4つの意見に

有意差が認められた(図18参照) 。

表し嘩種別にみた陽性告知後カケン_セリ_ング経験の車寒

N=S9

陽性告知後的ンセIJンク. 陽性告知後力ウンセgンタ

節の経験があ.る の寮験はない

i
27 l l 38人

too 朱臨床心理士 71.1 28.9

M S W

9 12 21

10042.9 57.1

COLU剛 36 23 59

T【汀AL 6 .0 39.0 100

df=1　ズ　=4.520　pく.05

J

臨床心理士・心理職では77.3%が「専門カウンセラーはクライエントの心理

学的な評価を行う」に「そう思う」と答えたのに対して、 MSWでは51.2%しか

「そう思う」と答えなかった(x2検定で1%水準で有意) oまた、臨床心理

士・心理職では84.5%が「専門カウンセラーはクライエントの心理療法的な援

助を行う」に「そう思う」と答えたのに対して、MS甲では61.9%しか「そう思

う」と答えなかった(Ⅹ2検定で1%水準で有意) 。一方、臨床心理士・心理

職では79.しか「専門カウンセラーはクライエントに機関や制度の紹介や仲

介を行う」に「そう思う」と答えなかったのに対して、 MSWでは95.3%が「そ
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う思う」と答えた(x2検定で5%水準で有意) 。また、臨床心理士・心理職

では22.9%しか「専門カウンセラーはクライエントの諸権利を守るため社会狗

な活動を行う」に「そう思う」と答えなかったのに対して、脚では39.5%が

「そう思う」と答えた(xz検定で5%水準で有意) 。

結果の考察

1)調査に回答した臨床心理士　MSWNの特徴

本調査に回答した専門カウンセラーは、臨床心理士とMSWで9割を占め、女

性、 30代40代の中堅層、総合病院や大学(医学部付属)病院の勤務者が多かっ

た。職場の所在地は全国に分布するが、関東ブロックで3.割を占めたoこうし

た特徴は、母集団の特徴を端的に反映していると思われる0

10　20　30　40　50　60　70　80　90100(X)

芸臨床心理士ilMSW　* Pく-05　**Pく・01

図18　臨床心理士とMSWのカウンセラー役割意識の比較
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回答者のうち、 HIVカウンセリング活動の経験者が4割というのは、日本臨

床心理士会主催のエイズカウンセリングワークショプ参加者の13%に比較する

とかなり高い。'臨床心理士に関しては、これまでの調査結果からHIVカウンセ

リングの従事している者のほとんどを網羅していると思われる　MSWに関して

は類似の調査がないので、 HIVカウンセリングの従事している者の何割をカバ

ーしているか不明である。経験はないが近い将来行う予定がある者が4割とい

うのは、本研修会が血友病基幹病院や拠点病院のスタッフ、派遣カウンセラー

要員の直前研修的な性格を有していることを反映している。ただ、これまでの

経験もなくこれからの予定もないという1割強の参加者の存在は何を意味する

のか。 HIVカウンセリングの研修をターミナルケアなどの職務に生かしたいと

いう動機による参加者が少なくないと思われる。

さて、 HIVカウンセリングの経験者のうちで、感染者や家族を7割が担当し

たのに対して、性的パートナーを担当したのは25%と少なかった。非加熱製剤

による感染者に対しで性行為による感染者の担当がまだ少ないかもしれない。

臨床心理士の7割が陽性告知後カウンセリングを担当したが、これは臨床心理

士にとってもっとも重要な役割のひとつと思われる。

2) HIVカウンセリングのテーマの特徴

カウンセラーとクライ土ントの問で話し合われたテーマで、もっとも頻度の

高かったのは生活に関するテーマのうち「家庭の問題」 、治療に関するテーマ
i

のうち「通院治療の問題」 、生活に関するテーマのうち「職場や仕事の悩み」

であった。

これらは、 HIV感染という事実を同じ家族の中でも率直に打ち明けることが

難しく、そのために家庭内の人間関係に葛藤が生じやすいこと、 HIV感染症の

治療体制の整備が遅れて安心して通院できる医療機関が少ないこと、 HIV感染

症に対する社会的な差別偏見のために感染者が職業生活上でさまざまな困難を

抱えていることを反映しているとともに、そのような諸問題の解決のためにカ

ウンセリングが利用されていることを表している。
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ところで、他のテーマに比較して、ターミナル期(家族)に関するテーマの

頻度が低い。テーマ等に関しては職種による有意差は認められなかったので、

専門カウンセラー全体がターミナル期の家族-のかかわりがやや少ないと思わ

れる。死別後の遺族カウンセリング(グリーフカウンセリング)を含めて、こ

の領域にさらに積極的にかかわっていく必要があると思われる。

3)臨床心理士とMSWの役割意識の比較検討

HIVカウンセリングにおける専門カウンセラーの役割意識の関しては、まず

回答者の8-9割が「支持的なカウンセリング」 「諸機関の紹介と仲介」 「心

理療法的な援助」 「コンサルテーション」をあげていることが注目に値する。

こ-れは、回答した臨床心理士やMSWがかなり共通した役割意識を持っているこ

とを意味する。

さらに詳細に検討すると、 「支持的カウンセリング」 「コンサルテーショ

ン」 「コーディネーター」は臨床心理士とMSWに共通して妥当な役割として選

択された。 「心理療法的な援助」 「心理学的な評価」は臨床心理士により多く

選択され、 「紹介と仲介」 「社会的な活動」はMSWにより多く選択された。臨

床心理士とMSWはHIVカウンセリングに関してかなり共通した役割意識を持っ

ているが、そのなかでもいくっかの役割では差異があり、それぞれに得意技を

持っていることが明らかになった。

小西(1997)は、 MSWとして長い間1IVカウンセリングにかかわってきた経験
J

から、 「臨床心理士も精神的には健康な感染者の病気に対する心理的反応にか

かわることを要求された結果、 MSWの対象領域と重なる部分が多くなった」と

いった趣旨の意見を述べているが、たしかにそういう面も考えられる。

もうひとつの理由も考えられる。それは、回答者が参加したエイズ予防財団

のエイズカウンセリング研修会の研修方針である。この研修会では、臨床心理

士かMSWかのいずれか一方の職種しかいない機関や地域では、ひとりの専門カ

ウンセラーができるだけ両方の役割を果してほしい、もし両方の職種がいる場

合はお互いの得意分野を生かして相補的た連携してほしいという方針で研修し
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ているO専門カウンセラーの役割意識はHIVカウンセリングの経験の有無によ

る差はなかったところを見ても、このような研修方針が調査結果に反映してい

る面も十分考えられるo

4)臨床心理士にとってのHIVカウンセリングの独自性

本節の最後に、臨床心理士によるカウンセリング・心理療法におけるnlVカ

ゥンセリングの独自性について考察するo

① HIV感染症の特異性にもとづくnIVカウンセリングの独自性

精神疾患との対比-わが国の現時点までのElV感染者の多くは精神的に健康

で、告知直後に一時的にうつ状態に陥るにしても自力で回復する例も少なくな

いOしたがって、メンタルヘルスの観点からみたHIVカウンセリングの主な課

題は、慢性身体疾患を抱えた精神的には健康なクライエントのストレス・マネ

ヤジメントということになる。

たとえ精神症状を呈したとしても、その多くはHIV感染症や日和見感染症と

いう「一般身体疾患による精神疾患」 (DS姐Ⅳ)であり、 ,L因性の精神疾患はと

くに多くない。そこでの臨床心理士の主な役割は、症状レベルでの早期発見と

ァセスメントとなり、精神科領域での心理療法が求められることは多くないo

臨床心理士は精神科医との連携については長い歴史を持っているが、 HIV感

染症の専門医である内科や感染症科の医師との連携の経験は少ないo臨床心理

士はHIV感染症に関する学習を通して共通の言語を習得する必要があり、内科
i

や感染症科の医師は臨床心理士に対する適切な期待とパートナーとしての信頼

感を培う必要がある。

癌との対比- HI憾染症は癌に比べ末期に状態がめまぐるしく変化し、しか

も治療法が急速に進歩しているので、入院ホスピス的な対応に馴染まないと言

ゎれる。癌患者の多くが中高年であるに対して、 HIV感染者は20代30代の男性

が多く末期のQOLを保証するうえでも困難が多いoまた、若くして息子や夫を

亡くした両親や妻たちの悲嘆は強く、グリーフカウンセリングも困難をきわめ

h‥
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「いのちの電話」との対比-エイズ電話相談は、感染リスクアセスメントや

セーファ- ・セックスの指導やnIV抗体検査を勧めるといった予防カウンセリ

ングであるので、同じボランティア電話相談でも傾聴技法を車重する「いのち

の電話」とは大きく異なる。

ァルコール依存症との対比-社会的な差別偏見が強く、当事者のカミング・

ァゥトやセルフヘルプ・グループが援助機能を発揮する点では、 nIV感染症と

ァルコール依存症は共通しているoただ、アルコール依存症者に比べて1IV感

染者の絶対数が少なかったり身体症状が進行するなどグループの形成や維持が

困難な要因が多い。

いずれにしても、 HIV感染症は人類にとってごく新しい病気であるだけに、

臨床心理士にとっても当然新しい経験の連続であるoただ、こうした別Ⅴ感染

症の特異性にもとづく特徴は、実際にHIVカウンセリングを経験していくとあ

まり問題にならなくなることが多く、どちらかというと表面的一時的で、真に

独自なものとは言いがたいと思われるo

② HIVカウンセリングにおける臨床心理士の「自己拡大」のテーマ

むしろ、新しくかつ多様で急速に変化するHIV感染症の治療現場において、

クライエントのニーズに必死に対応するなかで臨床心理士が採用してきた対処

方法にきわめて独自な面をみるとができるo

HIVカウンセリングにおいて、臨床心理士は多様なニーズに大きく2つの方

法で対応してきた。

第1は、既成のあらゆる臨床心理学的な援助方法を駆使するという方法であ

る。予防啓発カウンセリングには行動療法や認知療法が有効であり、感染者支

援カウンセリングには来談者申し魔法や精神分析弥L理療法が有効であり、告

知直後や発症直後の危機的局面には危機介入が必要である(Sikkema & Bisett,

1997)。また、コミュニティ・アプローチ(コンサルテーション、サポートグ

ループ)やケース・マネージメント(ケア・コ-ディネィテイング)などに依

拠した技法も求められている(Winiarski, 1991) a

これは、個人レベルでは新たな援助技法を次々と自家薬寵中のものにしてい
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く過程であり、集団レベルではそれぞれ異なる得意技をもった臨床心理士や近

接領域の職種の人々がチームを形成していく過程であ-たoこれを「自己拡大

のテーマ」と呼んでおきたい。

③ HIVカウンセリングにおける臨床心理士の「自己変容」のテーマ

第2の対応法は、既成の技法を感染者の援助のために修正するという方法で

ぁる。削Ⅴカウンセリングでは、クライエントのカウンセリングへの動機づけ

は高くなく、面接が継続せず定期的な面接も行いにくい。クライエントは心理

的な問題よりももっと深刻な経済的な問題を抱えていることも多いo実際に社

会的な差別を受けたり孤立しておりカウンセラーが唯一の友人であることもあ

る　AIDS末期のクライエントに死が迫ってくると、カウンセラー側にも対象喪

失の不安が高まる。

このような状況に直面して、臨床心理士は深亥腫役割葛藤や職業的なジレン

マに陥る。その結果、この領域から撤退する臨床心理士も少なくない。臨床心

理士が感染者とかかわり続けようとするならば、カウンセラー・心理療法家と

して「自己変容のテーマ」に直面せざるを得ないoつまり、カウンセラーとク

ライエントとの境界のあいまいさや時間や料金や場所などの面接構造の流動性

を受け入れていかざるをえない○中立的な態度でなく支持的な態度に重点をお

くようになる。若いクライエントをまもなく失ってしまうという不安から生じ

る逆転移反応を否定的にとらえるのでなく、人間的な反応として援助に活用し

ていく　HIVカウンセリングでは、カウンセラー・心理療法家は誰しも程度の
J

差こそあれこのような厳しい自己変容を経験せざるを得ない(Blechner, 1993;

Hoffman, 1996) 。

第3節　まとめ

本章では、臨床心理士によるmVカウンセリングでクライエントが語る話題

を分析した結果、感染者や家族が病気の苦しみだけなくHIV医療体制の遅れや

社会的差別や偏見のために多くの心理社会的問題を抱えていること、非加熱製

剤経由の感染者や家族はセルフヘルプ・グループを発達させているが、性行為
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経由の感染者や家族は依然孤立無援の状態にあることが明らかになった(研究

1)0

臨床心理士によるHIVカウンセリングの3例における心理社会的危機の5局

面について臨床心理学的な事例研究を行った結果、各局面における感染者や家

族の心理的特徴を把握したうえで、適切なカウンセリング、 ,L理療法、危機介

入が行われるべきことが明らかになった(研究2) o

HIVカウンセリングに従事している全国の臨床心理士やMSWを対象にした調

査を行った結果、研究1や研究2で明らかにしたの同じく、感染者や家族を援

助するために臨床心理士のカウンセラーとしての活動内容が多様化しており、

役割意識も従来のカウンセリング・心理療法モデルから拡大していることなど

が確認できた。最後に、臨麻L理士にとってのHIVカウンセリングの独自性と

して、カウンセラー・心理療法家としての自己拡大と自己変容について考察し

た(研究3)0
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第4葺包悟的HIV仙DSカウンセリングのサブシステムの調査及び事例研究

第1節　予防啓発カウンセリングに関する調査研究

本節では、エイズNGOのスタッフと保健所の保健婦によるエイズ電話相談の

特徴を明らかにし、包括的システム・モデルを構築するための基礎資料を得る

ことをめざす。

1.エイズNGDのエイズ電話相談に関する調査研究(研究4)

研究の目的

本研究では、エイズNGOスタッフによるエイズ電話相談のHIVカウンセリン

グとしての特徴、とくに相談の主訴や相談員の対応や今後の課題にどのような

特徴があるかを明らかにする。

研究の方法

わが国の代表的なエイズNGOのひとつであるD団体において1992年から1996

年までに収集した27組のロールプレイングのⅥR録画を資料に、電話相談場面

を主訴別に分類し、電話相談員役の応答技法をIvey組uthier(1978)のIvey

Taxono皿y Scoring Form (以下、 ITSF)で分類し検討したITSFは、カウンセ

ラーの一つひとつの応答でどのような技法(マイクロ技法)が用いられたかを

カウントするための分類表である(付壕1参照) 。なお、ロールプレイングで

はクライエント役は実際に自分が担当したHIVカウンセリングのうち臨床上も

っとも重要と思われる場面を5-10分間再現し、それに対してカウンセラー役

は自分の職務や立場に相応しい対応をすることがそれぞれ求められた。

研究の結果

1)対象の内訳Y

分析の対象となったロールプレイングⅥR録画は、 D団体において1992年11

月に10組、 1993年11月に9組、 1996年に8組、計27組収集されたoクライエン

下役(コーラ一役)は女性17名(63.OX) 、男性10名(37.0狛0

2)主訴
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コーラ一役の主訴は、 「国内売買春による感染不安」 8名(29・6%) 「恋人と

の性行為による感染不安」 5名(18.b%)咽外売買春による感染不安」 4名(1

4.　の順で、売買春による感染不安が多かった。

3)対応

電話相談員の対応(複数回答)は、 「感染のリスクアセスメント」 16名(44.

4%) 「保健所での検査を勧める」 9名(25.OX) 「助言・情報提供」 5名(13.9

%)の順だった。

もっとも典型的な相談は、若い男性のコーラ-が性風俗で遊んだ後で感染不

安を訴え、相談員は訴えの内容を明確にするとともに、 HIV感染のリスクアセ

スメントを行い、リズクが高いと患われる場合は、保健所での無料匿名検査を

受けるように勧める。

結果の考察

1)主許の特徴　　I

D団体が1992年12月に実施した36時間電話にかかってきた相談相談件数396

件の集計によると、コーラ-の性別は男性7割、女性3割。年代別には20代、

30代、 40代の順。主訴別では、思い当たる性行為があって感染不安を訴える

相談が6割ともっとも多く、その大半が国内の性風俗で異性との性行為を行っ

たための感染不安であった。また相談員の対応としては保健所など検査機関へ

の紹介が4割ともっとも多かった(五島,1992),

実際の電話相談と本研究のロールプレイングとを比較すると、主訴や対応は

共通しているが、コーラ-の性別が逆転している。実際のコーラ-は男性が圧

倒的に多いが、ロールプレイングでは女性が多いoこれは、 D団体の相談員ボ

ランティアが男性よりも女性が多いためと思われる。

2)対応の特徴

従来のエイズNGOの電話相談に関する調査では相談員の対応は、 「情報提

供」 「指導」 「検査機関紹介」 「医療機関紹介」といった項目で分類されてい

たが、この分類は表面的なことしか分からなかった。本研究でロールプレイン
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グを通して相談員の対応をより詳細に分析した結果、相談員の対応の中核は、

性行為の相手、方法、コンドームの使用等にもとづいてHIV感染の危険度を評

価する「感染のリスクアセスメント」が中心的な技法であることが明らかにな

った。

「感染のリスクアセスメント」とは、クライエントが自分のHIV感染の危険

度をカウンセラーとの対話を通して正しく認識するように促す活動であるoそ

の目的は、クラインエトがHIVに感染する危険な行動をやめたり、もし必要な

らば検査を受けることを考えさせることである(Sikkema k Bissett,1997)<性

行為に関するリスクアセスメントは、 「完全に安全なセックス」 「やや安全な

セックス」 「やや危険なセックス」 「危険なセックス」 「最も危険なセック

ス」と5段階に分けた基準表を用いることもある(Dilley,Pies,& Helquist,19

!U.) ‥

いずれにしても、予防カウンセリングは、 「リスクアセスメント-リスク低

減- HIV抗体検査」というステップで進められるが、エイズ電話相談、とくに

ェィズNGOのエイズ電話相談ではとくにリスクアセスメントが重要な位置を占

めていることが明らかになった。

3)今後の課題

相談員役の応答をITSFで分類した結果、 「感染のリスクアセスメン十」が正

癖に行われその後の情報提供が妥当であるためには、コーラ一役の訴えの明確

化が重要であることが明らかになった。そのためには、まず「開かれた質問」

「励まし技法」 「要約技法」などが効果的に使用される必要があるoしたがっ

て、エイズNGOの相談員は何よりも「開かれた質問」 「励まし技法」 「要約技

法」などの基本的かかわり技法が駆使できるように訓練される必要があると思

われる。

2.保健所のエイズ電話相談に関する調査研究(研究5)

研究の目的
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本研究では、保健所保健婦によるエイズ電話相談のHIVカウンセリングとし

ての特徴とくに相談の主訴や相談員の対応にどのような特徴があるかを明らか

にする。

研究の方法

1992年から1994年までに保健所保健婦を対象にエイズ電話相談のロールプレ

イングを行ってもらい、 16組のmR録画を収集した。そのVTR録画を資料に、

電話相談場面を主訴別に分類し、電話相談員役の応答技法をITSFで分類し検討

I tl,

研究の結果

1)主訴

コーラ一役の主許は、表3に示すように「恋人や夫からの感染不安」 9線(5

6.3%) 「売買春での感染不安」 3組(is.m 「エイズ不安症候群」 2線(12.5

%)の順であった(表3参照) 0

2)対応

16組のうちB組(50.0釦こおいて、 「感染が不安なので、検査の予約がとり

たい」という申し出から、また3組(18.8%)は「検査は受けたが、不安」とい

う訴えから始まる。保健所のエイズ相談電話は刑Ⅴ抗体検査の予約を受け付け

裏3　電話相談16組のjI訴別内訳

恋人からの感染不安な女性　6線(37.5%)

恋人からの感染不安な男性1組( 6.3X)

夫からの感染不安な女性　2組(12.550
"_I..--I-I-.日日----------日日1-------------日日---"l*L

売買春での感染不安な男性　3組(18.8X)
_　　　　　　　　　　　　　‥　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　-‥一-一-=‥

ェィズ不安症候群　　　　2線(12. 5%)

針刺し事故後の看護婦　1組( 6. 3X)

夫から感染した女性　　1線( 6.m
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る電話でもある。そのため、対応する保健婦は、検査や再検査の予約や手続き

の説明を先行させてしまい、感染リスクアセスメント、さらにはそのためのコ

ーラ-の本当の訴えの明確化がおそろかになりやすい傾向がある。

3)応答技法

検査予約の訴えの背後に強い感染不安を抱えていたり、夫婦感染した女性か

らの深刻な相談もあるので、保健婦は慎重な対応には求められる。そこで、検

査予約から感染不安を訴えたロールプレイングの1組の逐語記録の一部を紹介

し、応答技法の問題点を明らかにしておきたい。

皇二塁: 〔相談場面の設定〕 CL:主婦O感染不安　CO　保健所保健婦。

COl :はい、保健所保健係です。

CLl :保健婦さんですか。 (はい)血液の検査をお願いしたいんですが。

co2 :血液の検査ですね(はい) 。血液検査にもたくさんあるんですけれど、

どういう検査を希望しておられますか。

CL2 :あの、あの、今話題になっているでしょう、あれです。

C03 :エイズでしょうか。 (そう)エイズの検査をしたいということですね。

エイズの検査はこちらの保健所でもしています。今回検査を受けてみ

たいと思われたのは、どんなことからでしょうか。

CL3 :主人がもしエイズだった場合(はい) 、私にもうつるんでしょう。

-tflfr-

cLGノ:ああ、そうですか(はい) 。主人が(はい)会社の関係で(はい)よく

東南アジアの方に出張しているんです(はい) 。今までは別に何とも思

わなかったのですが(はい) 、このところよくエイズが新聞とかテレビ

に出ますよね(はい) 。主人が(射、)だんだんやせてくるような気が

するし(はい) 、ふさぎ込むことが多いんです(はい) 。やっぱりこれ

はエイズのことを心配しているのではないかと思うんです。

C07 :旦那さんがやせたり、海外に行ったということで、もしかして旦那さん

が、エイズのことを心配してふさぎこんでいるのではないかと思ってい
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るんですね。

cL7 :そうですね。ここ1年くらいよく新聞に出るようになって、最初の頃紘

他人事だと患っていたんです(はい) 。あちこち行っていますけど、タ

イの方にも何回か行きました。

C08 :はい。どちらですか。

cL8 :タイです(はい)バンコク(はい) 。男ですから(はい) 、何度か遊ん

できていると思うんです。

Co9 :海外の出張は、そちらで何日間か過ごすのですか。

cL9 :ええ、 1回行ったら1週間か10日はいて(はい)帰ってくるんです(紘

い) 。それも、何回も(ええ)行っているわけです(ええ) 0

cOlO:旦那さんが遊んでいるのではないかというのはどういうところからでし

ょうか。

一以下、略I I

結果の考察

1)主許の特徴

保健所の電話相談では、エイズNGOの電話相談と同じく男性が売買春行為に

ょる感染不安を主訴として相談する例が多いのに対して、本研究のロールプレ

イングでは女性が夫や恋人など身近な男性からの感染不安を訴える例が多かっ

た。これは、コーラ一役が全員女性の保健婦であったために、役割設定が偏っ

たと思われる。ただ、女性にとっては身近な男性からの感染の可能性がもっと

も高いわけで、内容的には非常に示唆的なロールプレイングであった0

2)対応の特徴

わが国では保健所が最大の別Ⅴ抗体検査機関であるために、電話相談にも検

査予約や検査に関する問い合わせが多い。ただ、検査予約したコーラ-がすべ

ての人が実際に検査を受けるわけでないことから、たとえ主訴が検査予約や検

査に関する問い合わせであっても、事務的な応対に終わらない方がいい。むし
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ろ、保健婦としては「HIV感染がご心配ですか」と感染不安を引き出すような

電話相談本来の機能を十分に発醸させることが必要と患われる。

3)応答技法の検討

保健所での電話相談で「検査予約」が先行し、 「感染のリスクアセスメン

ト」がおろそかにならないためにはどうしたらよいかを、上に紹介したロール

プレイのケースに即して考察したい。

この組の電話相談員役は、検査を希望するコーラ一に機械的に接するのでな

く、 C02やC03で「開かれた質問」や「励まし」 「明確化」技法を用いて、コ

ーラ一役の話をうまく引き出している。夫に対する疑惑はおそらくこの主婦の

空想的なものであろうが、その空想の世界をしっかり聞いていく。そのような

プロセスで聞いていくと、コーラ一にも保健婦に対する信頼感が生まれる。最

終的には、コーラ-自身が検査を受けることを選択したことを高く評価して、

検査に来所するように励ますことが重要である。

第2節　検査前後カウンセリングに関する調査研究

本節では、保健所の保健婦・医師と医療機関の主治医による検査前後カウン

セリングの特徴を明らかにし、包括的システム・モデルを構築するための基礎

資料とする。

1.保健所保健婦による検査前カウンセリングに関する調査研究(研究6)

研究の目的

本研究では、保健所の保健婦による検査前(検査日)カウンセリングのHIV

ヵゥンセリングとしての特徴、とくに主訴や対応の特徴を明らかにすることを

目的にする。

研究の方法

研究5と同じく、保健所保健婦を対象に検査前カウンセリングのロールプレ

イングをしてもらい、 8粗のVTR録画を収集した。そのVTR録画を資料に、面
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接場面を主訴別に分類し、典型的なケースについてカウンセラー役の応答技法

をITSFで分類し検討した。

研究の結果

1)T.那

クライエント役の主訴別内訳は、 「恋人からの感染が不安な女性」 4組(50.

0%)がもっとも多く、次いで「売買春での感染不安な男性」 3組(37.5%) 、

「レイプによる感染が不安な女性1組(12.5X)の順であった。

2)対応

カウンセラー役の対応の特徴を明らかにするために、ロールプレイングの1

組の逐語記録の一部を紹介する。

土二五: 〔面接場面の設定〕 CL :主婦O検査を受けたいということで保健所

に来所。相談室での相談　CO　保健婦。 ( )内は、技法の分類を示すo

col : -ドアをあけて-9:30の予約の方ですね。お待ちしておりました。どう

ぞ。ここでお話されたことは、秘密は守られますので、どんなことを宙

っしゃっても大丈夫です。 (情報提供・支持)

CLl :隣の部屋も誰もいないですか。

co2 :今はもう誰もいないと思いますので、ご安心ください。 (はい)私は保

健婦の○○と申します。 (情報提供・支持)

cL2 :お願いします。検査の予約をしたんですが、検査の前に聞いてほしいこ

とがあるんです。私は今一人で住んでいて、主人が時々帰ってくるんで

す。で、訪問販売の人が、上がり込んできて、急にぽーんと押しかかっ

てきて、襲われたんです。で、今頃よくエイズというのがあるし、それ

で検査を受けようと。電話の時にはいろんな事が言えなかったので、今

日ここで保健婦さんに話を聞いてもらおうと思って。保健婦さん、その

人を訴えた方がいいでしょうか。

Co3 :それは大変だったですね。いつ頃のことなんですか。 (感情の反映・質

問)
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CL3 :半年かかりました、ここに来るまでに(うん) 。半年前のことで、主人

がその間に一回帰ってきたけれでも、もう主人の顔も見れなかった。今

話していても、すごくどきどきする。もし病気になっていれば、その本

人が治療代を診てくれるように訴えたらと思うのですか。どうでしょう

か。

co4 :近所で相談に乗ってもらえる方とか、親身になってお話を聞いてくださ

る方はいらっしゃらないんですか。 (質問)

CL4 :そんなことは、誰にも言えはしません。だから、ここに来たので、それ

が言えるくらいなら苦労しません。もしエイズにかかっていたら、主人

にどう言ったらいいかわからない。主人には言わない方がいいですね。

C05 :まずは検査をしてみて、うつっているかどうかを確認された方がいいど

患います。 (助言)

cL5 :検査を受けた方がいいというのがわかったので、半年たってやっとここ

に来たんです。検査に来る人が沢山いるのですか。

co6 :ええ、いますよ。 (情報提供)

cL6 :今日は何人いるんですか。

COT : 3人くらいです。 (情報提供)

cL7 : 3人くらい。その3人の血液が交ざるようなことはないですか。

Co8 :そんなことはないです。 (情報提供)

一以下、略-

ITSFによる分類: r情報提供」 5個(45.5X) 「支持」 2個(18.2%) 「質問」

2個(18.2%) 「感情の反映」 1個(9.IX) 「助言」 1個(9.1%) o

結果の考察

1)主許の特徴

検査前カウンセリングでのCL役の主許は、全員が感染不安である。エイズ電

話相談で感染不安を訴える人に対して実際に検査を受けに来る人ははるかに少

-69-



ないので、かなり感染不安が高い人たちである。 「感染のリスクアセスメン

ト」を行えば感染リスクの低い人が圧倒的に多いと思われるが、検査を受けた

人には確実に検査結果を取りに来てもらう必要があるので、不安の取り扱いに

は慎重でなければならない。

2)対応の特徴

研究5で明らかになったように、保健婦はエイズ電話相談においても、検査

前カウンセリングを行っており、そこでの主な対応は、 「感染のリスク・アセ

スメント」 「知識や情報の提供」 「検査予約」などであった。これに対して、

検査日の検査前カウシセリングのロールプレイングでは、あらためて「感染の

リスクアセスメント」を行い、リスクが高いクライエントには「検査結果及び

治療の事前説明」を行い、リスクの低いクライエントには、今後の性行為で感

染リスクを低減させるような「助言・情報提供」を行った。

ところが、実際には保健所で検査前カウンセリングをどの程度行うのか議論

が分かれる。わが国では、性行為による感染者の急増に対して1991年から保健

所で無料匿名の検査が開始されたが、その際受診者のプライバシーを保護する

ことと検査への抵抗を和らげ検査件数を増やすために、検査前カウンセリング

には消極的な保健所が多かった。

ところが、受診者に何も聞かず機械的に採血し、結果のみを通知した結果、

いくつかの問題が生じた(田島・中原・蓑原・稗田,1994),たとえば、受診者

の不安感を低減させることも正しい知識も提供しなかったために、 HIV抗体検

査をはしごする人々(リピーター)が現れたのである。また、保健所での検査

で陽性者が実際に現れると、検査前カウンセリングをせずに告知をすることの

難しさが保健所のスタッフに実感されるようになった。

そこで、あらためて、検査前、と・くに検査日カウンセリングの必要性が見直

されるようになった。池上(1996)の調査によると、全国の729保健所のうち

238カ所(32.620で検査時に問診とは別にカウンセリングが行われるようにな

っている。感染者の増加にともない、今後ますます検査前カウンセリングの必
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要性が高まると思われる。

3)応答技法の検討

上述のケースは、通常の手順に入る前に心理的なケアを行う必要があること

を示している。本ケースで印象的なのは、レイプにあったCL役がHIV感染の不

安を抱いたものの、検査にやってくるまで長い時間と相当の勇気を必要とした

ことが語られていることである　HIV抗体検査は性行為にかかわるものだけに

検査への抵抗が非常に強い。ましてや、婚前交渉、婚外交渉、さらには本ケー

スのようなレイプでは、さらに抵抗が強いだけに、検査前に保健婦がクライエ

ントの感染不安だけゼなく、恥や怒りの感情を的確に受容し共感する必要があ

る。

本ケースで、 CO役の応答のうち、 「情報の提供」 「支持」 「助言」など積極

技法が72.7.Xを占め、 「質問」や「感情の反映」など基本的かかわり技法がわ

ずかしか使われていなったが、これではクライエントの感情をし:3かり受けと

めることは難しい。たとえば、 C03において「感情の反映」技法を用いて、

「襲われたんですか。それは大変だったですね。ひどい男がいるものだ」と反

応する。また、 C06においては「 「半年は長かったでしょうね」 「それはまた、

悔しかったでしょうね」と返す。こうした的確な応答がなければ、せっかく検

査したのに検査結果を取りにきてくれないと思われる。

2.保健所医師による検査後カウンセリングに関する調査研究(研究了)

研究の目的

本研究では、保健所医師による検査後カウンセリング、とくに陽性告知後カ

ゥンセリングの耶Ⅴカウンセリングとしての特徴、とくに主訴や対応の特徴を

明らかにする。

研究の方法

研究5と同じく、保健所医師を対象に陽性告知カウンセリングのロールプレ

イングをしてもらい、 10組のmR録画を収集した。そのⅥR録画を資料に、面
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接場面を主訴別に分類し、典型的なケースにおけるカウンセラー役の応答技法

をITSFで分類し検討したOなお、本研究のロールプレイングでは、 10組中9組

のクライエント役が陽性告知を未経験だったので、例外的に模擬的に演じても

らった。保健所医師には陽性の告知場面に限ってロールプレイングをしてもら

った。なぜならば、保健所の医師は陽性の告知を行う役割を課せられているか

らである。また、保健所の医師にリアルな告知場面を経験をしてもらうために、

告知を受けるクライエント役には、陽性の告知を経験したことのある医師やエ

イズ医療従事者など、すでに感染者と出会ったことのある人が担当した。

研究の結果

1)クライエント役

クライエント役は、 「売買春で感染した男性」が8組(80.0%)ともっとも多

く、女性とゲイが1組ずつだった。

2)対応

カウンセラー役の対応を考えるために、保健所医師による陽性告知後カウン

セリングのロールプレイングの1組の逐語記録の一部を紹介する。

土二三= 〔面接場面の設定〕 CL :男性会社員。 1週間前に受けた検査の結果

を聞きに来所した　CO　検査の療異が陽性ということで、所内のマニュアルに

従い、医師が告知を行うために、面接室で対応する。 ( )内は技法の分類を示

す。

CLl : 1週間前に、エイズの検査を受けたんですけど、結果が分かったという

ことで聞きに来ました。

col :私は、ここの保健所の所長の○○といいますけれど、結果をいまお伝え

してよろしいですか。 (情報提供、質問)

CL2 :　　　はい。

C02 :大変残念ですが、結果は陽性に出ています。陽性というのは、エイズ・

ウイルスが体のなかに入って感染しているということです。 (情報提侯

)
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CL3 :うーむ。結果は間違いないんですか。

C03 :間違いありません。ほとんど間違いありません。 (情報提侯)

CL4 :うーむ。じゃ、エイズになっているわけですか。

C04 :病気のことについては、検査の前にいろいろ聞かれたと患いますけど、

そのくわしい説明が必要ですか。 (質問)

CL5 :うーむ。 100%エイズにかかっているわけですね。

CO5 :大体そういうことになると思います。 (情報提侯)

CL6 :もう長くは生きられないんですか。

C06 :その点は安心してください。病気の説明をしますと、目に見えないウイ

ルスが、体の中に入って感染するわけですが、すぐに病気が悪くなるわ

けではありません。これから何年間も同じような生活をしていくことが

できます。ですから、すぐに病気が悪くなって死んでしまうようなこと

はありませんO (支持、情報提供)

CL7 :でも、治療はないんでしょ、いま。

C07 :ウイルスそのものを殺してしまうことは今の医学ではできません。ウイ

ルスの力を弱くする薬はあります。ですから、そういったものを定期的

に使っていくということで、全く治療しない場合とくらべるとずいぶん

違います。ただ、残念ながら完全に治すということはいまのところでき

ません。 (情報提侯).

CL8 :何年くらい生きられるのですか。

C08 :いろんな統計がありますが、平均して10年から20年くらいは病気が悪く

ならないでいけると思います。それは、それまでの生活の仕方でずいぶ

ん違ってくると思います。 (情報提侯)

CL9 : 1年以内で死ぬのもあるのでしょう。

C09 :そういうのもたまにはありますが、あまり多いものではありません。 (

情報提供)

CLIO:どっちかわからないんですか。

COIO:いまこの場でははっきりわかりません。 (情報提侯)
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CLll:　これからどうしたらいいですか。

ITSFによる応答技法の分類: 「情報提供」 9個(75-OX) 「支持」 2個(16.

7%) 「質問」 1個(8.3%)

結果の考察

1)主訴の特徴

池上(1996)によると、全国の保健所711カ所のうち陽性告知の経験のある保

健所は84カ所(ll.8%) 、しかも地域差が大きく、都市の保健所で平均22.6%で

ぁるのに対して人口希薄な地域の保健所ではわずか平均2. 4Xであった0本研究

の対象になった保健所の医師の告知経験率は10%で非常に低かったo実際の経

験がないにもかかわらず、保健所の医師たちが告知の相手をほとんどセックス

・ワーカーとの性行為による感染者と想定したのが印象的であったoこれはわ

が国の調査時点の感染状況とも異なり、保健所医師の関心を反臥しているもの

と思われる。

2)対応の特徴

同じ保健所のスタッフでも、医師は保健婦に比較してカウンセリングに馴染

みがないようで、ケースで紹介したように、 CL役の質問に医学的知識で答える

例がはとんであった。与えられた時間いっぱい一方的にしゃべり続ける医師も

少なくなかった。 「開かれた質問」や「明確化」 「感情の反映」など基本的か

かわり技法がほとんど使用できないために、告知を受けたCL役の不安が次第に

高まっていく例が多く、カウンセリングの観点からは問題が多かった0

3)今後の課蓮

保健所の告知後カウンセリングの目的は、感染の事実を告げることと感染者

をしっかりと専門医療機関につなぐことであるo専門機関への紹介がうまくい

くかどうかは、保健所医師と感染者の間に速やかに信頼関係が成立するかどう

かに規定される。ロールプレイング後の討論で、保健所の医師は、陽性告知後
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のクライエントに対しては自らのカウンセリングだけでは不十分で、保健婦や

臨床心理士の協力を必要としていることが明らかになったo

3.医療機関の主治医による検査後カウンセリングに関する調査研究(研究

A8)

研究の目的

本研究では、医療機関の主治医による検査前後カウンセリングの刑Ⅴカウン

セリングとしての特徴とくに主訴や対応の特徴を明らかにするo

研究の方法

1989年から1992年までに収集した主治医によるロールプレイング25組のうち

検査前後カウンセリング15組のVTR録画を資料に、面接場面を主訴別に分類し、

カウンセラー役の応答技法をITSFで分類し検討したo

研究の結果

1)クライエン下役

.ロ_ルプレイング25組の参加者は、小児科および内科の血液内科専門医が多

い。クラインエト役は非加熱製剤で刑Ⅴ感染した血友病者(児)本人とその親

が大半。相談場面は主治医による感染者本人や親-の告知カウンセリングおよ

び検査前カウンセリングが6割を占めるo主治医による検査前後カウンセリン

・グ15組のうち、検査前4組(26.7%) 、検査後11線(73.3%)と、陽性告知後カウ

ンセリングが多かった。

2)告知と主訴

検査を聞きに来たクライエントに対して告知が行われる訳で、他の事態のよ

ぅな主訴別内訳はあまり意味がない0 11組のクライエント役は、非加熱製剤に

ょる感染した血友病患児を抱える親7組(63.6%)ともっとも多く、非加熱製剤

による感染者本人2線(18.2%) 、性行為による感染者本人2組(18.2%)であっ

た。

3)対応

検査後、とくに陽性告知後カウンセリングにおけるカウンセラー(主治医)
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役の対応を検討するために、典型的なロールプレイングの1組の逐語記録の一

部を紹介する。

皇二塁〔場面設定〕 CL:血友病の大学生o HIV抗体検査の結果を主治医に聞

きにきた　CO:主治医。次々に質問するCLに、苦悩と悲しみに満ちた表情でそ

の質問に誠実に答えようとするo ( )内は、技法の分類を示す〇

一前略-

CL16:じゃ、ぼくから親に話をした方が。

cO17:まあ、病気のことをいろいろ説明するのも、かえって誤解をまねくとい

けませんから、もしあなたがよければ、一緒に来ていただいて、こちら

からも話を。 (助言、情報提供)

cL17:来たら先生から話を。そうですかo (沈黙)それに、すぐに入院という

わけでもないんですね。

Co18:それはもう普通の、しばらくはね、普通の生活でねo (助言)

cL18:学校に通ってもいいんですねo (そうです)もう治るということもない

んですね。

co19:今のところ、この病気が完全に治ると、そういうことはちょっと言い切

れないんですけれども(沈黙)今、学生?何年生ですかね、大学のo

(情報提供、質問)

cL19:今3年です。 (沈黙)今は、今はもうどうしようもないということなん

ですね。

co20:この感染しているということについてはねoこれが発病ということにな

ると、まだ時間的にもゆとりがあると思いますo (情報提供)

-以下、略-

ITSFによる技法の分類: 「開かれた質問」 (6.OX) 「感情の反映」 (13-OX)

「助言・情報提供」 (31.OX) 「CO発言時間の割合」 (31.0%)
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4)応答技法

医師のロールプレイングのうち相談場面が「告知」である告知群(11組)と

「告知」以外の相談場面である非告知群(1蝿)を、 ITSFのうち群問でとくに

使用頻度に差が認められた4技法( 「開かれた質問」技法、 「感情の反映」技

法、 「助言・情報提供」技法、 rCOの発言時間の割合」 )について比較したO

図19に示すように、告知群は非告知群より「助言・情報提供」 (告知群平均48・

0%)非告知群平均20. 5X)と「発言時間の割合」 (告知群平均56. 0%>非告知群平

軸0.1%)の使用が多かった(ともにt検定5%水準で有意) (図19参酌o

言い換えると、非告知場面の医恥ま患者・家族の訴えに対して自らは多くを

語らずじっくり傾聴し、 「感情の反映」で共感的理解を示そうと努力している

のに対して、医師は告知場面で患者・家族の疑問や不安に対して「助言・情報

提供」を多く用いて、正確な医学的な知識と希望を与えようとするo

結果の考察

D CL役や告知場面の特徴

ロールプレイングで告知を受けたCL役は、非加熱製剤経由で感染した血友病

1 )砂糖一発書中の当意技法の出現率(%)
2)1 00-1 )の偉く%)

3 )舶勝祭鯛空等品
開枇質開1)　　-非告知群

肋'jセラーの

芳書時間皇'
暮oく0.05

助嘗・情幸融邑供2'
* pく0.05

図19　医師告知群と医師非告知群の応答技法の比較
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患者や患児の母親が8割であったoこれは、研究2でも述べたように、本研究

の調査が行われた時点が厚生省の研究社を中心に非加熱製剤による感染者に対

する告知が積極的に推進されていた時期と重なるためと思われるo

わが国の医師の多く臥癌の告知に見られるように、難治性の疾患の病名告

知には今もなお慎重である。その主な理由は、患者が精神的に耐えられない、

家族が反対する、医師が告知の方法をよく知らない、告知後の院内の心理的な

支援体制が整っていないなどであるoこれに加えて、血友病の場合は医師が処

方した非加熱製剤によってHIV感染したという特殊な事情も加わり、告知が困

難になっていた。

このような状況で、多くの血友病専門医が本研究で紹介したようなロールプ

レイングで告知カウンセリングの意義と具体的な方法を学び、その多くがかつ

ての「告知医師反対派」から「原則告知派」に転じていったのである(児玉.

一円・高田・小林・上田,1990;1992;児玉・一円,1994))

2)応答技法の検討

ロールプレイングにおけるCO役の応答技法の分類から、告知場面での医師は

「助言・情報提供型」のカウンセリングを行っていることがわかったo後述す

るように、同じ医師でもAC期やAIDS期のCL役に対しては「傾聴・受容型」のカ

ゥンセリングを行っている。このように、カウンセリングの技法が援助の対象

や目的に応じて使い分けられていることは好ましいことであるo

ただ、上記のケースで紹介したように「情報提供」も大切だが、それだけで

はクライエントの不安や悩みを解消することはできないo主治医には「開かれ

た質問」や「感情の反映」などの基本的かかわり技法を駆使する必要があると

思われるo次に、主治医による告知後カウンセリングの模擬的な応答例の逐語

記録の一部を次に紹介しておきたい。

生二星〔事例の設定〕 CL : 20代後半の男性CO :保健所の医師、 40代前半の

男性( )内は技法の分類を示す。
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col: 1週間前に受けてもらった削Ⅴ抗体検査の結果が出ていますが、お伝えし

てもよろしいですか。 (閉ざされた質問)

cLl:検査を受けてから、ずっと不安でしたoもし感染していたらどうしようo

今日ここに来るのもかなり迷いましたoいっそ結果を聞かないでおこうか

とも愚いました。でも、いつまでもはっきりしない状態でいるのもまたつ

らいと思ったんです。それで、思い切って来ましたo

Co2:そうですか。迷ったあげくにここにいらっしゃったんですねoそれでは、

申し上げます。検査の結果は抗体陽性、つまり、あなたはエイズの原因と

なるウイルスに感染していることがわかりました。 -沈黙一　今、どんな

お気持ちですか。 (感情の反映、情報提供、開かれた質問)

cL2:いやあ、覚悟はしていたものの、やはりすごくショックですねo頭の中が

真っ白というか、ちょっと言葉にならない感じですo

co3:そうでしょうね。 T沈黙-　急がなくてもいいですよo少し気持ちが落ち

っいたら話してください。今日は、私も時間を空けてありますからo (助

言)

cL3: -沈黙一　先生、妻や両親にすぐに話さないといけませんかo

co4:そうですね、奥さんにも検査を受けてほしいし、ご両親にもあなたの力に

なってほしいので、話せるならばその方がいいのですが、どうでしょうo

(明確化、開かれた質問)

cL4:難しいですね。とくに、妻にはとても言い出せそうにありませんoきっと

妻は私よりも.落ち込むでしょう。

C05:奥さんが落ち込むことを考えると言いだせそうにないのですねo (感情の

反映)

CL5:ええ.。でも、妻は最近私の様子がおかしいことに気付いていて、 「どうし

たの、何があったの」とよく聞くんですoこれ以上隠し通せないような気

もします。

co6:私たちの経験では、ご本人から言い出しにくいならば、ご夫婦一緒に来て

いただいて私からお話してもいいと思います。あるいは、カウンセラ~の
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先生を紹介しますので、どうしたらよいかよく相談するのもいいと思いま

す。 (情報提供、助言)

cL6:そうですか。先生から妻に話してもらうのがいいかもしれないoうーん、

どうかな。もう少し考えてみないとよくわからないですねo

co7:そうですね。急ぐ必要はないので、一緒にじっくり考えていきましょう。

(助言)

一以下、略-

3)今後の課題

ロールプレイング後の討論で、保健所医師と同様医療機関の主治医にも、医

師によるカウンセリングだけでは告知直後の感染者を支えきれない~という意見

が多かった。たしかに、告知以前から、主治医、担当看護婦、臨床心理士、鵬

Wなどによる医療チームが編成されることによって、主治医が告知を行う勇気

と方法論を持つことができるoまた、告知による心理的な衝撃を受けた感染者

を臨床心理士を始めコ・メディカルスタッフが支え、さらに必要に応じてエイ

ズNGOなどと連携することで、感染者が医療からドロップアウトすることを予

防し、ショックや混乱状態からの回復を早めることができるoその意味で、告

知は主治医の単独行為ではなくチーム医療の一環として行われる必要があると

思われる。

第3節感染者支援カウンセリングに関する調査研究及び事例研究

本節では、医療機関の主治医と看覆婦、さらには感染者自身による感染者支

援カウンセリングの特徴を明らかにし、包括的システム・モデルを構築するた

めの基礎資料とする。

1.主治医による感染者支援カウンセリングに関する調査研究(研究9)

研究の目的

本研究では、医療機関の主治医による感染者支援カウンセリングのHIVカウ
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ンセリングとしての特徴、とくに主訴や主治医の対応の特徴を明らかにするo

研究の方法

研究8と同じく、主治医を対象に感染者支援カウンセリングのロールプレイ

ングを行ってもらい、 7組のVT臓画を収集したoそのVT噛画を資料に、面

接場面を主訴別に分類し、カウンセラー役の応答技法をITSF-で分類し検討したo

研究の結果

1)病期

分析の対象とした7組におけるクライエント役の病期は、無症候キャリア

(以下、 AC)期2組(28.6%) 、 AIDS期5線(71.4%)だったO

2)主訴

クライエント役の主訴は、 AC期で「AIDS発症-の不安」 、 AlDS期で「病状や

治療への不満」 「生の証」などが多い。次に、 AlDS期のロールプレイングの典

型的なケースのl組の逐語記録の一部を示すO

ヶ-ス〔場面設定〕 CL:さまざまな日和見感染症のために入院生活を送って

いるAiDS期の30代前半の血友病の患者o主治医に体調のことや仕事のことを相

談する。患者はすでに余命いくぱくもないことを自覚しているo 「残された時

間をできるだけ妻子とともに過ごしたい」と沈痛な面持ちで語るCO:長年主

治医をつとめてきた初老の男性医師。

一前略-

cO8:あなたもいろいろ考えると患うんですけど。

cL8:できるだけ元気に過ごして、子どもに残せるものを残したい。

co9:こういう病気をこれから繰り返していくことになると思いますが、どうい

ぅ生き方をしたいか、何か具体的にありますかo

CL9:できるだけ、家族と一緒にいる時間を持って、できるだけ休みは子どもと

一緒にいたい0

-以下、略-
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3)応答技法

図19で示したように、非告知群すなわち主治医による感染者支援群を医節告

知群と技法的に比較すると、支援群は告知群より「助言・情報提供」 (告知群

平均48. 0%>支援群平均20. 5X)と「発言時間の割合」 (告知群平均56. 0%>支援群

平均40.ll)の使用が有意に少なく(ともにt検定5%水準で有意) 、 「開かれた

質問」 「感情の反映」が多い傾向があり、 「助言・情報提供」 「カウンセラー

発言時間の割合」は統計的に有意に少なかった( t検定pく.05)

埠畢の考峯

1)主訴の特徴

主治医たちは、末期の患者のCL役を多く演じたoこれは、 AIDS患者の他に白

血病などの進行性難病の末期患者を数多く担当しており、その意味でも末期の

患者のためのカウンセリングに強い関心を示したと患われる0

1

2)対応の特徴

当初の主治医によるロールプレイング場面は、 「告知」と「AC期の悩みの相

談」に集中していたが、時間の経過とともに「AIDS期のターミナルケア」の場

面も増えてきた。これは、非加熱製剤による感染者-の告知がひと通り終わっ

たことと、 A柑S発症する例が増加し始めたという現実を直接反映していたと恩

ゎれる。このような場面での主治医は、末期患者の生活の質QOLをいかに保証

するか、家族をいかに心理社会的にサポートするかを念頭に接しており、その

ために告知場面で多用した「情報提供」を控え、 「開かれた質問」や「感情の

反映」を用いたのは、技法の選択として妥当と思われるo

3)今後の課題

主治医たちは告知後カウンセリングの場面よりも患者の話を傾聴し共感的理

解を示したものの、実際には主治医による感染者支援には限界があることも認

めた。とくに、ロールプレイング後の討論では、 「主治医にはカウンセリング

に十分な時間を確保することが難しく、感染者や家族のニーズに対応できるカ
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ゥンセリング技術の習得も困難」という意見が大勢を占めたoそのために、主

治医たちは臨床心理士によるカウンセリングやボランティアによるケア・サポ

ートの導入を求めていることが明らかになったo

2.看護婦による感染者支援カウンセリングに関する調査研究(研究10)

研究の自重

本研究では、医療機関の看護婦による感染者支援カウンセリングのHIVカウ

ンセリングとしての特徴、とくに主訴や対応の特徴を明らかにするo

研究の方堕

1991年から1995年までに医療機関の看護婦を対象に感染者支援カウンセリン

グのロールプレイングを行ってもらい、 24組のVTR録画を収集した。そのVTR

録画を資料に、面接場面を主訴別に分類し、カウンセラー役の応答技法をITSF

で分類し検討した。　Y

研究の結果

1)クライエント役

分析の対象になった24組のクライエン上役は、 10組(41.1%)はAC期及びAIDS

関連症候群(以下、 ARC)期、 14組(58.3%)はAIDS期の感染者やその家族0

2)主訴

クライエン下役の主訴をその病期別にみると、 AC及びARC期のクライエン上

役の主訴は発症不安などの「病状や治療の悩み」が5組(50.OX) 、家族関係な

ど「人間関係や心理的問題」 3組(30.OX)の順であったo AIDS期のクライエン

ト役め主訴は、さすがに症状で苦しんでいるだけに「病状や治療の悩み」が9

組(64.Z%)と多く、残される家族を気づかうなど「人間関係や心理的問題」も

4組(28.6%)あった。次に、 AIDS期の嘱状や治療の悩み」を訴える典型的な

ロールプレイングの1組の逐語記録を紹介する。

±二三〔場面設定〕 CLs:幼い息子をAIDSで入院させている両親o病棟での息

子に対する一部の看護婦の過剰な防護や冷たい態度などについて不満を婦長に
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訴える。血友病とAIDSという二重の不幸を抱えた息子に対する母親としての罪

悪感や、さらには感染被害へのやり場のない怒りを語る　CO:病棟婦長。母親

の不満をもっともなこととしてしっかり受け止め、早速改善することを約束す

る。

「前略-

cOlO:私たちも一緒にやっていこうと思っていますし、もし自分たちの言葉倭

いとか態度が悪かったら、気をつけていかなきゃいけないと思いますの

で、その場で指摘してくださってもかまわないと恩うんですo

CLIOC母):でも、なかなか面_と向かうと言えないんですo

coll:それはそうですね。

cLIK母):ほんとに、お世話になっている、嫌な仕事をやっていただいている

というのは本当にわかるんですoそれで、婦長さんにお話するのもとっ

ても勇気がいったんです。すみませんo

CO12:いいえ。

cL12C父):マスクをしたり、ガウンをつけたりするのでなくて、他からみて分

からない方法はあるんですか。

co13:他から見てわからないような方法はいまのところはないと恩うんですo

やはりガウンとかマスクをしなければ、今のお子さんの状態だと抵抗力

が落ちていますので、本人を助ける意味で、だからちょっとつらいとは

思うんですけど、付けてほしいというか。

cL13C父):しょうがないんだよ○本人のためにやってくれているようなんだか

ら。

CL14C母):そういうことも、分かってるつもりなんですけど、なかなか感情の

方がついていかなくて‥‥

一以下、略-

3)応答技法
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看護婦によるロールプレイング42組のうち、研究8、 9と同じ機会に収集さ

れた看護婦のロールプレイング8組を用いて、看護婦の応答技法を医師のそれ

と比較すると次の点が明らかになったo看護婦群は医師群にくらべて、 「積極

技法」とくに「助言・情報提供」 (医師群平均32.6%>看護婦群平均16.2X)の使

用が比較的少なく、発言時間の割合(医師群平均47. 5%>看護婦群平均33. 9X)も

少ない(t検定5%水準で有意) o看護婦群は医師群にくらべて、傾聴のための

「基本的かかわり技法」のうち、 「感情の反映」 (医師群平均12.3%く看護婦群

平均28.8% )の使用が多い(t検定1%水準で有意) Oとくに図23で示すように、

看護婦群は医師告知群とくらべると「助言・情報提供」 (告知群平均48.0%〉看

護婦群平均16. 2%)と「発言時間の割合」 (告知群平均56. 0%>看護婦群平均33. 9

%)の使用が少なく(ともにt検定1%水準で有意) 、 「基本的かかわり技法」の

ぅち「感情の反映」 (告知群平均9.く看護婦群平均28.8% )の使用が多かっ

た(t検定1%水準で有意) (図20参照) 0

要するに、看護婦群は、医師告知群にくらべ患者・家族の訴えに対して自ら

は多くを語らずじっくり傾聴し、 「感情の反映」で共感的理解を示そうと努力

している。

結果の考察

1)主訴の特徴

cL役の主訴から、次のことがわかる○外来の看護婦は主に予防啓発カウンセ

リングや検査前後カウンセリングにかかわり、病棟勤務の看護婦は主にARC期

ぉよびAIDS期に症状が酎ヒして入院してきた感染者やその家族が対象であるo

病棟看護婦は、感染者や家族が迫り来る死や離別に直面して抱える心理的社会

的経済的な問題に対処するのを援助する。

AIDS患者が心境の苦痛も緩和され家族や友人に囲まれて人間らしい最期を迎

えるために、看護婦の果たす役割は大きい(世界保健機関, 1991 、 Flaskerud,

1989)
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図20　看護婦群と医師告知群の応答技法の比較

2)応答の特徴

看護婦のロールプレイングから見る限り、わが国の看護婦はホスピス的なケ

ァに取り組むどころか、入院中の患者や家族からの不満の対応に追われている

ようである。

なぜならば、本研究の調査時点では、身近な医師たちの多くは依然として

「告知反対派」で、患者に病状の説明や治療に関する情報提供を行っていない

からである。看護婦としても、患者の疑問や不安に率直に答えようにも本当の

こ.とが言えないというジレンマを体験する。また、同僚の看護婦の中にも不要

な隔離や過剰な防御など、無知や誤解から感染者へめ差別的な態度を示すもの

がいて、感染者や家族を悲しませているoこの時点では、医師に感染者に対す

る診療拒否があったように、看護婦にも看護拒否の心理が根憩かったのである

(高田, 1993),

3)今後の課題

MVカウンセl)ングに積極的に取り組む看護婦も少なくないが、看護婦は他

にも多くの重症患者を抱えてお・り、一人の患者に長時間付き添うことはむずか

しい.ロールプレイング後の討論で、看護婦はもっと多くの同僚がカウンセリ
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ングの研修を受ける必要があると考えていると同時に、より専門的なカウンセ

リングについては臨床心理士との連携を求めていることが明らかになったo

表4　各旦裏退去些班吐と叫土星と土工旦埠徴(まと魁

サ1 システム 予防啓発カウンセリング 検査前後カウンセリング 感染者支援カウンセリング .

カウンセラI 1イt w o 市坪★了 保健所保健賂 保健所保健婦 保健所医師 医療機関医師 医療機関医師 医療機関看護婦

相談場面 . エイズ電話相談 エイズ電話相談 検査日W Jセ7,ソV 検査特異の告知 告知のための診察

外来.病酢 の楯 ー病室での雅

I

クライエント 匿名のコ- ラI 匿昌の3: ラー 匿名の受診者 匿名の感染者 受珍した感染者. 感染者 .家族等 感染者 .家族等 .

=最も多い

主 訴

性行為による

感染不安

性行為による

感染不安

性行為による

感染不安

告知後のショック 告知後のショック 無症候期の発症不安

AD S末期の不安苦痛.

病状の不安苦痛

医療者への不満

応答技法 リスクアセスメ リスクアセスメ リスクアセスメ 助言 .情報娃供 助言 .情報跡 傾聴 .共感
l僻 .共感

ント ント ント 保健格.酢 心理 看護婦ー臨床心理 聴醇ぴ空士 M S W 駈和む理士 M S W

-、一 とのチ- ム
の特教 保健所の検査を

勧める .

検査の予約をと

る

助言 .情報提供 士との連携が必要 士との連携が必要 や荷yTLTとのチl ム

による援助が必要

やボラyTイ丁

による援助が必要

研究4-10までの主な結果を、表5に示した(表5参照) o予防啓発、検査

前後、感染者支援の3つのサブシステムを、その担い手(カウンセラー)に注

目し、相談場面、クライエント、主訴、応答技法のそれぞれの特徴を明らかに

した。なお、担い手のうち臨床心理士や感染者については、本表には含まれて

いない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

3.感染者自身による感染者支援カウンセリングに関する事例研究(研究11)

匪軍の眉的

本研究では、感染者自身による感染者支援カウンセリング、とくにセルフヘ

ルプ.グループ活動の特徴を明らかにすることを目的とする。

感染者が自らの感染を告白して名乗り出ることをカミングアウトcoming out

というoわが国でnIV感染者としてカミング・アウトしているのはごくわずか

の人々である(赤瀬,1991;石田,1993;平田,1993;大石,1996),ただし、彼らが
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名乗り出たことで、他の感染者は大いに勇気づけられたo彼らのもとには全国

の感染者からの声が寄せられ、彼らはピア・カウンセラーあるいは友人として

～多くの感染者との交流を続けたoこれを筆者たちは「感染者の相互告白mutual

coming out 」と名付けている(児玉・一円・高田・上田,1995),

一方、セルフヘルプ・グループとは、 「既存の組織や専門家が人々の要求に

十分応じられないときに生まれ、グループのメンバーの相互援助・相互学習を

通してメンバーの問題を改善し、より良い生き方を求める社会的な運動」 (上

里・村山, 1979)である。セルフヘルプ・グループは、アルコール依存症や摂

食障害を抱えた人のグループカウンセリングとして長い伝統をもっているが、

感染者のためのサポートグループとしても広く普及している(平野,1995),

研究の方法

1989年4月から1996年6月までC大学病院を中心に行われたカウンセリング

事例のうちクライエン車がセルフヘルプ・グループに参加した5事例の面接記

録をもとに、セルフヘルプ・グループに関する臨床心理学的な事例研究を行っ

た。

研究の結果

・セルフヘルプ・グループS会に関する事例研究の結果を、 「S会誕生までの

経過」と「S会の発達過程に分けて報告する0

1) S会誕生までの経過

ゎが国の血友病患者の約4割が1980年代前半に非加熱製剤によって削Ⅴに感

染し、 1980年代後半には、感染告知を受けたりAIDS発症する人々が相次ぐよう

になった。しかし、当時の血友病患者家族会(以下、友の会と呼ぶ)は全国ど

こでも、会員のなかに拡大しつつあった別Ⅴ感染に積極的に取り組むことがむ

ずかしい事情を抱えていたo友の会が会員のなかの感染者の援助に積極的に乗

り組むには、 HIVに感染していない会員(以下、非感染会員)もHIV感染を自

らの問題ととらえる必要があったoしかし、現実には、感染者会員と非感染会

員の間で意見の相違があり、さらには感染者やその家族の問にも積極派もいれ

ば消極派や反対派がおり、会員の意見を一致させることが非常に難しい状況が
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あった。

T県の友の会(以下、 T友の会)は、 1986年に再建されて再出発して以来約

80名の会員を擁し、毎年年次総会、サマーキャンプ、クリスマス会などの行事

を開催し、会報も年3回発行するなど、活発な活動を続けてきたoしかし、 T

友の会でも感染者の救済に取り組むべきかどうかは、会員の問で意見の一致を

見なかった。それどころか、当時のマスメディアが血友病とHIV/AIDSを短絡的

に取り上げたために、 「エイズ」という言葉がタブー扱いされる状況が続いて

いた。強引にHIV感染の問題を会として取り上げると、折角再建された会が再

び瓦解するおそれがあると、会員の多くが考えていたo

nIV感染の話題を盛ることが友の会の中でタブー視されているかぎり、会員

が感染を告知されても会員仲間に打ち明けることもできず、 AIDS発症しても仲

間にも病名を偽らざるを得なかったo事実、 1991年の春までに、数名の会員が

AIDS発症したが、そのことを他の会員に告げることもできず、ごく少数の肉親

と医療スタッフとに看取られ孤独な最期を迎えるという不幸な事態が練り・返さ

ntz.

1991年6月に、 T友の会とも親交のあった赤瀬範保さんが、そして3カ月後

にはT友の会の理事の一人がひっそりと亡くなったoごく身近な人の死が相次

ぎ、次第にAIDSの影が忍び寄っていることを感じた会員たちは強い衝撃を受け

た。また、この頃、 T友の会の長老格の会員Uさんが結核で長期入院中であっ

た。会の理事たちは、見舞いに訪れる度に衰弱していくUさんを見て、この閉

塞した状況を何とか打破しなければといった思いを募らせていたo

このような状況で、会員の中から自然発生的に「HIV感染の問題をもっと率

直に話し合える場がほしい」という声が上がり、理事たちが中心になってセル

フヘルプ・グループS会が1991年10月に発足したのである。

2) S会の発達過程

S会の発足会には、感染、非感染を問わずHIV感染の問題に強い関心を抱く

T友の会の会員17人が参加した。その会の冒頭に、半年前に19才の長男をAIDS

で亡くしたばかりのWさんがその事実を初めて告白し、息子を若くして亡くし
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た悲しみだけでなく、周囲に息子がどんな病気で亡くなったのかさえ言えぬ親

の苦しみを語った。 Wさんの話は参加者に大きな衝撃を与えたが、それだけに

とどまらず、これでようやく本当のことを語り合える場ができたことを参加者

は確認することになった。

参加者の話し合いの結果、 S会はT会とは独立した形で活動すること、第2

日曜の午後に定例会を持つことが決まった。

S会の発足後間もなく、長老UさんはAIDS発症し、しかも脳内出血を起こし

て緊急入院した。 Uさんは、家族と遠く離れて長い間単身生活をしていたoそ

んなUさんのためにS会の会員は病室にたびたび見舞いに訪れ身の回りの世話

をしたり、泊まりこんで付き添うなど、家族同様の介護を行った。 Uさんは、

S会の例会の中で自分がAIDSであることを告白したoその結果、 Uさんは、自

分がAIDSであることを知ったうえで介護してくれる仲間を得たことになり、そ

れだけに何でも安心して話すことができたoまた、 Uさんの介護を通してS会

の会員の問に連帯感も生まれ、会員相互で感染を告白し合う例が相次いだo

uさんは、会員の献身的な介護の甲斐もなく1992年年3月に亡くなった。折

しもその日は、 T友の会の年次総会の日で、多くのT会員が通夜に参列するこ

とができた。同年5月のS会例会では、 Uさんを偲んでメモリアル・キルトづ

くりが始まった。同年6月にはUさんの面影をかたどったメモリアル・キルト

はS会員10名とともにUさんが行きたがっていた東北の地を旅することになっ

た。

1995年にHIV訴訟の原告団の組織化が活発になると、 S会は弁護士を呼んで

訴訟の勉強会を行い、感染者や遺族の会員の多くが原告となり相次いで提訴す

るようになった1996年3月にHIV訴訟が原告側にとって実質勝利の形で和解

すると、 S会の会員はそれまで裁判闘争に向けていたエネルギーを、感染者や

遺族のためのケア・サポート活動に向けるようになった0

1996年9月には、 S会の会員と市民ボランティアからなるケア・サポート団

体が発足して、当事者がケア・コーディネーターとなるユニークな援助活動を

開始した。
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以上、 S会の発達過程を、感染者同士の関係の境界に注目して図示すると、

図21のようになる(図21参照) o感染者を囲っていた固い境界線が次第に緩み、

周囲の人々との関係が融合的になっていく過程がよくわかるo

結果の考察

セルフヘルプ・グループS会の事例研究を通して、セルフヘルプ・グループ

発達の促進要因、阻害要因、専門家との関係の3点を考察する0

1)セルフヘルプ・グループ発達の促進要因

セルフヘルプ・グループ発達の促進要因として、感染者同士の相互告白、エ

ィズ・メモリアル・キルトづくり、 HIV訴訟-の参加、感染者の家族や遺族な

どの非感染メンバーの存在が重要で、それそぞれについて考察するo

①相互告白の意味

S会は、 「仲間のH王Ⅴ感染の問題を率直に話し合いたい」あるいは「同じ境

遇の者同士でないと分からない苦しみを語り合いたい」という思いを共にする

H会員の有志が集まって出発したo S会の中では、自分や家族の感染やAIDS発

症を告白する会員が次々と現れた。

感染者同士の相互告白mutual coming-outの仕方には、 3つのタイプが認め

-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニーニ　　　-こ---　- '

__一一一・甘F

と　iuO

5!^^^^^^^^^^^EdifcJi喜
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■■

鵜喜事喜■■-≡≡555≡ここ　　　　　　　⊆　　　　　　　　　　表書■書■

図21セルフヘルプ・グループS会の発達過程

られた。まず、皆の前で告白する場合を告白Iタイプと呼ぶo彼らに触発され

て会の後でごく親しも、会員同士でひそやかに告白しあう場合を告白Ⅱタイプと
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呼ぶ。さらには主治医や臨床心理士が仲介の労をとり、感染者同士を引き合わ

せる場合を告白Ⅱタイプと呼ぶ。どのタイプになるかは感染者の性格や家族の

状況によって決まるようで、それぞれにふさわしい相互告白の形が選ばれてい

た。

ところで、赤瀬さんたちのようにマスメディアを通して自らの感染を自己開

示することがカミング・アウトであると一般には理解されているが、それはむ

しろカミング・アウトのなかでは例外的なものと言えよう。親しい人々の中で

行われるカミング・アウト、つまり相互告白こそ、感染者にとって援助的な機

能をもちうると考えられる。

感染者同士の相互告白は、主治医による告知、さらにはパートナーの告知と

同じく心理的に非常に困難な作業であるとともに、感染者にとって肯定的生産

的な面をもっている。 S会の会員はUさんの告白で入院中の彼がAIDS患者であ

ることを知ったうえで看病することができ、これでUさんも安心して彼らの世

話を受けることができた。このように、感染者は相互告白することで家族や医

療スタッフ以外に真実を語り合える仲間を得ることができる。

②メモリアル・キルトの心理的な意味

相互告白後に仲間がAIDSで死亡した後のS会員の心理的動揺は非常に大きか

ったが、彼らが仲間の死を障みその悲しみから立ち直るうえでメモリアル・キ

ルトづくりが果たした役割も大きかった。メモリアル・キルトmemorial quilt

は、 AIDSで亡くなった人を偲んで作られる畳1枚ほどのパッチワークで、布の

墓標とも呼ばれる(メモリアル・キルト・ジャパン,1995)。 Uさんの死後S会

の人々はキルトづくりのために度々集まり、 Uさんについて語り合い、 Uさん

のT友の会にがナた情熱を継承しようと決意した。このように、キルトづくり

は、亡くなった仲間を心の中で生き返らせ対象喪失の悲しみを克服する「喪の

作業」であり、しかも会員相互の連帯を強める心理的に重要な作業でもある。

③非感染会員の役割

S会の中には、何人かの非感染会員も参加した。彼らは、血友病患者やその

家族で、感染者の古くからの友人であった。非感染会員がセルフヘルプ・グル
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-プとしてのS会の発達に果たした役割は大きかった。感染者はAIDS発症する

と日和見感染症などで体調が不安定となり、 S会の活動をリードし続けられな

くる可能性がある。その点、非感染会員は感染者を励ましながら、 S会の活動

が停滞しないように精力的に動いていた。

一方、 S会は非感染会員自身のためにも、大きな役割を果たしている。とく

に、非感染会員はS会に参加することで、長年苦楽を共にしてきたT友の会の

友人のために具体的に役立つことができた。彼らを支えることは、ひいては自

分たちを支えてきたT友の会全体を支えることにもなった。

このように、感染者のセルフベルプ・グループが当事者だけでなく、周囲の

支援者にも開かれていることがグループの発達にとって重要と思われる。

2)セルフヘルプ・グループ発達の阻害要因

セルフヘルプ・グルTプ発達の阻害要因として、病状の悪化や死亡、仲間の

感染者の不安恐怖が重要で、それそぞれについて考察する。

①病状の悪化や死亡

セルフヘルプ・グループ発達の阻害要因として、中心的メンバーの病状の悪

化や死亡が考えられる。 S会の会員の感染者のひとりは、 「感染者だけだと、

いずれこの会は消えてしまう」と危倶し、 S会にもっと多くの非感染会員が参

加してほしいという訴えた。

この問題は、 1990年代後半に抗HIV療法の急速な進歩にともない、メンバー

の状態がかなり安定するようになり、切迫した問題ではなくなっているが、潜

在的な阻害要因であり続けている。

②仲間の感染者の不安恐怖

仲間の感染者の不安恐怖も、セルフヘルプ・グループの阻害要因となりうる

思われる。たとえば、 Uさんの介護を手伝った仲間たちは、ひとりのAIDS患者

が衰弱して死んでいく過程を目の当たりし、 Uさんに将来の自分や家族の姿を

重ね合わせ、強い不安恐怖や無力感を体験するこ、とにもなった。また、 AIDS末

期における医療や看護体制が立ち遅れているという現実にも直面させられ、将
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来-の不安を強くした。このような不安が強くなると、グループの活動から離

脱していく感染者も出てくる。不安恐怖が強くなった感染者に対しては、グル

ープ内だけでなく、臨床心理士など専門家による危機介入的な援助が必要とな

る。

3)セルフヘルプ・グループと専門家の関係

最後に、セルフヘルプ・グループと専門家の関係について考察したい。 S会

は、発足当初から基本的には会員のプライバシー保護のためにクローズド・グ

ループであったが、医療関係者や弁護士、さらには市民ボランティアには開か

れた部分を持っていた。このことが、 1991年から数年問にわたり活発な活動を

継続できた要因のひとつであり、 1996年から市民ボランティアと連帯したケア

・サポート団体に発展できた理由でもある。市民ボランティアのなかには、医

師、看護婦、臨床心理士、 MSWなど、専門家がボランティアとして参加してい

る。いずれにしても、 S会のケースから、セルフヘルプ・グループの援助機能

を高めるために、医師、看護婦、臨床心理士、 MSWなどの専門家や市民ボラン

ティアの参加も重要であることが明らかになった。

第4節　まとめ

本章では、ロールプレイング録画を用いた調査研究や事例研究を通して各サ

ブシステムのさまざまな担い手によるHIVカウンセリングの特徴、'とくに主訴

や対応や応答技法の特徴を明らかにしようとした。その結果、各担い手が様々

な場面で多嘩な対象に各自の立場や職種に応じたHIVカウンセリング活動を展

開していること、新しい領域だけに技法的には多くの課題があること、他の担

い手や他のサブシステムと密接に連携することが求められていることなどが明

らかになった。
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第5章総合的考察と包括的HIVカウンセリング・システム・モデル

本章では、ある地域における包括的HIVカウンセリング・システムに関する

コミュニティ心理学の観点からの事例研究を行い、サブシステムおよび包括的

システムに関する総合的考察を行い、それにもとづいて包括的システム・モデ

ルの構築を試みる。

第1節　包括的削Ⅴ/AIDSカウンセリング・システムの事例研究(研究12)

研究の目的

本研究は、 3つのサブシステムが特定の地域において相互に連携し上位のシ

ステムに効果的に統合されるための条件を明らかにする。

研究の方造

本研究臥1994年度および1995年度厚生省HIV疫学研究班特別部会「地域に

おけるAIDS対策確立に関する包括的研究」班の一環として行われた(見玉1995

b;1996b)。 1990年代前半にE県およびE政令市(以下、 E県・市)に全国に先

駆けていち早く整備された包括的HIVカウンセリング・システムの現状と課題

を明らかにするために、関係機関や団体の担当者に対する聞き耽り調査や質問

票調査を行い、そこで得られた資料をもとにコミュニティ心理学の観点からの

事例研究を行?た。

・匪軍の結果

E県・市では198G年代後半に血友病治療基幹病院でHIVカウンセリングが開

始され、次いで1990年代初頭にエイズNGOと感染者のセルフヘルプ・グループ

が発足した。この1機関2団体は保健所スタッフの研修に参加し、保健所のカ

ゥンセリング能力を向上させた。間もな、くこの2機関2団体に横断的なエイズ

ヶァ研究会が発足し、相互交流を活発にした。ここでは、 E県・市における予

防啓発、検査前後、感染者支援の3つのサブシステムについて、その歴史、現

状、課蓮を述べたい。

1)予防啓発カウンセリング
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①行政レベルの予防啓発カウンセリング

E県では、県民のエイズに関する不安、悩み、疑問の相談に応じるために、

1987年度から各保健所および県健康対策課内にエイズ相談電話を設置した。 19

93年度には、 614件の相談電話があった1992年からはエイズNGOに委託する

形で土日のエイズ相談電話と月1日の面接相談を開設した。こちらには、 1993

年度に656件の相談があった。研修面では、 1992年から保健所に医師や保健婦

を対象にしたカウンセリング専門研修会を年1回開催しており、これに臨床心

理士やエイズNGOの電話相談員が講師として協力している。

E市においても、県と同様にエイズ電話相談を設置したが、 HIVカウンセリ

ング研修は少し出遅れた1995年度から市の保健所保健婦を対象に県と同様の

研修会が開始された。

なお、 E県・市は、国立公衆衛生院のカウンセリング研修に保健所の医師や

保健婦を毎年数名派遣している。

②エイズNGOによる予防啓発カウンセリング

′ 1991年に発足したエイズNGOであるD団体( 「エイズダイアル」 )は、世界

ェイズデーに36時間電話相談を実施したところ、 515件もの相談があった。こ

れを契機に, 1992年からは上に述べたようにE県の委託エイズ電話相談を担当

し、専用電話で休日夜間のエイズ相談も行うようになった。 D団体は市民から

ボランティア相談員を募り、外来の講師を招いて研修講座を行うとともに電話

相談めロールプレイング実習も行っている。相談および研修経験の豊かな相談

員が増えて、高い水準を保っている。

2)検査前後カウンセリング

①保健所での検査前後カウンセリング

E県・市のすべての保健所で1993年度に行われたHIV抗体検査は1926件であ

ったが、抗体陽性者はゼロであった。このような状況では採血と検査結果告知

が事務的に行われがちで、あえて教育目的の検査前カウンセリングや陰性告知

後カウンセリングを行うことには困難が伴うと思われる。事実、 D団体が1992

年に実施したE県・市保健所のHIV抗体検査体験調査によると、検査前の説明
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はあったが検査前カウンセリングは皆無で、検査後カウンセリングは3101.し

か行われなかった。この結果はコメントを添えて各保健所に直接フィードバッ

クされるとともに、保健所スタッフのカウンセリング研修にも活用された。研

修会前後に行うアンケート調査によると、ロールプレイングを通して保健所ス

タッフが検査前後カウンセリングの重要性を再認識するのが分かった0

②地域医療における検査前後カウンセリング

一方、医師会・歯科医師会・行政・大学関係者からなるE県地域保健福祉対

策協議会mV感染症専門委員会が1993年に実施した調査によると、県内の医療

機関においてはHIV抗体検査が数多く実施されているにもかかわらず、大学病

院や一部の総合病院壷除くとほとんど検査前後カウンセリングが実施されてい

ないことが分かった。そのため、1994年度から同専門委員会の主催で地域の病

院や診療所の医師-の検査前後のカウンセリング研修が開始され、ロールプレ

イング実習が毎年2回開催されている。

3)感染者支援カウンセリング

①臨床心理士による感染者支援カウンセリング

C大学病院では、1989年度から2名の臨床心理士によるHIVカウンセリング

が開始された1996年度からE市で、1997年度からE県で派遣カウンセラー事

業が開始され、臨床心理士5名、MSWl名のHIV専門カウンセラーが活動を開

始した。

②医師・看護婦による感染者支援カウンセリング

HIV感染症の診療に従事している医師や看護婦の多くが、1989年度から厚生

省研究牡やエイズ予防財団主催のエイズカウンセリング研修会に毎回参加して

いる。とくに、∴エイズ予防財団の主催で毎年ブロックレベルで開催されている

カウンセリング研修会には、感染者の主治医のほとんどが参加している。その

結果、_診察や病棟での看護活動に、カウンセリング技法が積極的に活用される

ようになっている。

③その他の感染者支援カウンセリング

研究11で紹介したように、1991年からは血友病の感染者のセルフヘルプ・グ
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ループが発足し、 1996年からは本格的なケア・サポート団体に発展した0

本研究では資料不足のために取り上げなかったが、エイズNGOの感染者支援

カウンセリングも非常に重要である。上述のD団体も1992年から感染者へのケ

ア・サポート活動を開始したO感染者の希望に応じて自宅や病室に赴き、生活

の支援を行うとともにカウンセリングも行っている。

4) 3つのサブシステムに横断的な研修体制

3つのサブシステムのHIVカウンセリング体制が相互に連携して機能するた

めには、カウンセリングに従事しているスタッフの交流が活発に行われる必要

がある。そのために、 E県・市では1993年に「エイズ・'ヶァ研軍会」という地

域密着型の団体、いわゆるCBOCcommunity-based organization)が発足した。

「ェイズ・ケア研究会」は、会則においてその目的を「感染者、医療・保健

・福祉従事者、研究者、教育者、行政担当者、ジャーナリスト、法律家、企業

関係者、ボランティアなど、地域のさまざまな分野の人々をネットワークで結

び、 nIV病のケアに関する情報の交換、調査研究、交流と理解を深める活劫を

めざす」ことを掲げている。この会は、発足以来隔月1回のペースで例会を開

催し、 3つのサブシステムの担い手の交流の場を提供しており、 HIVカウンセ

リングに関しても研修と交流のための貴重な場となっている。

ところで、交流が活発になるにつれて、各分野のHIVカウンセリングの研修

会に他の分野のカウンセリング従事者が講師や協力スタッフやシンポジストと

して参加するよう_になった。例えば、保健所スタッフの研修会に、エイズ治療

機関の医療従事者やエイズNGOのスタッフが講師として招かれることで、情報

交換だけでなく地域における連携の具体的な作業を学ぶことができる。このよ

うな研修の場への相互乗り入れは、スタッフの少ない地域ではとくに重要であ

る。

5)地域のHIVカウンセリングにおける県臨床心理士会の役割

①研修会の内容

E県・市では、行政、ボランティア団体、医療機関におけるHIVカウンセリ

ング研修体制が早期に整えられたのに対して、カウンセリング活動の核となる
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べき県・市内の臨床心理士対象の研修融巨常に遅れていたO日本臨床心理士会

が会員を対象とした全国規模のHIV/AIDSカウンセリング研修会を開始したのが

1994年1月であった(見玉、 1995c)<　その1年後の1995年1月に、 E県臨床心

理士会と厚生省HIV疫学研究班の共催で、 「HIV/AIDSカウンセリング・ワーク

ショップ」が開催された。内容は、教育講演( 「わが国の臨床心理士による11

V/AIDSカウンセリングの現状と課題」 「米国でのHIV/AIDSカウンセリングのシ

ステムについて」 「東京都のHIV/AIDSカウンセ.リングの取り組み」 )とシンポ

ジウム( 「地域のHIV/AIDSカウンセリング体制と臨床心理士の役割」 )であっ

た。

1995年12月には、丘県・市の臨床心理士のための「第2回HIV/AIDSカウンセ

リング・ワークショップ」が開催された。このワークショップでは、 「派遣カ

ウンセラー」要員の養成をめざして対象を認定臨床心理士に限定し、研修内容

も臨床心理士による事例報告をもとに実際的な対処方法の学習を行った。事例

報告では、できるだけ討論の時間を多くとり、参加者から報告者への専門的な

コメントを求めた。

②研修会参加者の意識調査

第1回目のワークショップには、認定臨蔚山理士30名を含む心理臨床家や臨

床心理士をめざす大学院生等の70名余の参加があった。参加者には、ワークシ

ョップの前後にアンケート調査を実噂した。それによると、 HIVカウンセリン

グの職務経験のある者は回答者の3. 、研修経験のある者は回答者の13.'

に過ぎなかった。ただし、本ワークショップの終了後には、回答者の20.1%が

「今後HIVカウンセラー職務も兼務したい」 、同じく17.2%が「IIVボランテ

ィア活動に参加する」と前向きの姿勢を示した。

第2回目のワークショップの前後に、前回と同じアンケート調査を行い、参

加者のHIV職務経験や研修-の希望と研修成果を分析した。参加者28名のうち

17名(60.7%)は前回も参加していた。 HIV職務経験有りは3名、 HIVボランテ

ィァ経験有りは2名と前回と全く変わらなかった。研修参加動機でもっとも多

いのは、前回「 HIVカウンセリングの基礎知識を得るため」 13名(50%)であっ
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たが、今回は「実際に感染者に対応するときのために」 14名(53-mと変わっ

た。研修希望項目としては、 「HIVカウンセリングの基本的な考え方や位置づ

けの理解」 21名(80.8X) 、 「HIVカウンセリングの異体的な内容や技法」 19名

(73. 1%)が多く、臨床心理士の専門家としての関心が伺える。研修できた項目

としては、 「耶Ⅴカウンセリングの基本的な考え方や位置づけの理解」 20名(7

6. 、 rHIV感染者自身の悩み」 16名(61.5%) 、 「HIVカウンセリングの具

体的な内容や技法」 14名(53.mの順で多かったo今回は、希望項目と達成項

目とほぼ一致しており、前回と大きな違いが認められたo

上記の結果をもとに、図22にE県の包括的システムを、各サブシステムとそ

の担い手との関係や担い手同士の関係に注目して図示した(国22参照) o

全国レ-----的-ステム

ここ…書芸≡妄二-

図22　E県・市における包括的HIVカウンセリング・システム

結果の考察

山本(1995)によると、コミュニティ心理学の基本的な姿勢は、 ①心的内界の
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要因と同時に社会的環境の要因を重視する②社会およびコミュニティのシステ

ムを志向した介入を行う③治療だけでなく、予防の視点を重視する④ 「成長モ

デル」的志向や社会的支援システムづくりをする介入を行う、など12の特徴を

持つという。このようなコミュニティ心理学の観点から、本事例研究の結果を

考察する。

1)包括的システムが有効に機能するための条件

本事例では、図22で示したように予防啓発、検査前後、感染者支援の3つの

サブシステムが、 C大学病院を中心とする医療機関、保健所を中心とする行政

機関、エイズNGOとしてのD団体、セルフヘルプ・グループとしての感染者会

S会といった2機関2団体で担われていた。保健所では1987年から、医療機関

では1989年から、エイズNGOやセルフヘルプ・グループでは1991年からHIVカ

ウンセリングの活動が開始された。 1993年にCBOである「エイズケア研究会」

が発足すると、 2機関2団体のHIVカウンセリング活動は相互に連携してひと

つのシステムとして械能し始めた。

このことから、包括的システムが有効に機能するには、それぞれ独自の機能

をもつ医療機関、行政機関、エイズNGO 、セルフヘルプ・グループとしての感

染者会といった少なくとも4タイプの機関・団体が必要である。また、こうし

た4機関・団体の連携を促進するためのCBOなどめ組織が必要であることが明

らかになった。

2)サブシステムの機能を維持するための研修体制・

本事例では、 2機関2団体のHIVカウンセリング機能がそれぞれの内部に設

けられた研修体制によって維持されていた。各機関や各団体の研修体制は、講

師を招いて内部で行う研修会と、全国レベルやブロックレベルで開催される研

修会-のスタッフ派遣という2本立てで行われていた。

このことから、真にクライエントのために有益なHIVカウンセリングを提供

するには活発な研修活動が不可欠であること、各機関・団体の研修活動の量と
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質が、そのHIVカウンセリングの水準を規定することが明らかになった。

3)相互モニタリングの重要性

本事例では、団体2機関2団体のHIVカウンセリングは、 D団体による保健

所調査のように相互にモニタリングし合うことで一定の水準を維持していた。

さらに、 「エイズ・ケア研究会」という地域密着型NGOが設けられたことで、

2機関2団体のスタッフ同士の交流が活発になり、さらに水準が押し上げられ

た。また、研修における講師の相互乗り入れは、研修の効果を上げるだけでな

く、相互の活動の質をチェックし合う機会にもなった。

地域のなかではどゐような機関・団体も相互に依存しあっており、密接に連

携している。そのために、ややもすると相互批判が困鄭こなる傾向があるが、

本事例のようにクライエントが果して適切な量と質のサービスを受けているか

を相互にモニタリングすることは、相互の発展につながるもので、積極的に推

進される必要があることが明らかになった。

4)臨床心理士会の役割

本事例の場合、包括的システムのうち専門的なHIVカウンセリングの中核と・

なるべき県臨床心理士会の研修活動は決して早くはなかったが、 1996年度から

開始された派遣カウンセラー事業の要員の確保には間に合った。

臨床心理士会は、その会員の中からHIV専門カウンセラーを輩出するだけで

なく、一般会員がHIV/AIDSへの正確な理解と感染者-の開かれた態度を持つよ

うに促していく役割がある。また、臨床心理士会は、地域の各サブシステムの

担い手に対するHIVカウンセリング研修の機会を企画運営したり、講師を派遣

したりする役割があるoさらに、各機関L、・団体が円滑に連携していくうえで、

調整役を演じることもできることが明らかになった。いずれにしても、このよ

うな役割を果たすことを通して、臨床心理士会が地域の医療保健福祉活動のな

かに市民権を得ていくのではないかと思われる。
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第2節　総合的考察

本節では、本研究の第1および第2の目的がどの程度達成され、どのような

課題が残されたかを総合的に考察するとともに、第3の目的である包括的シス

テム・モデルを構築するための理論的な枠組みを検討する。

1)各サブシステムの特徴の明確化

本研究の第1の目的は、予防啓発、検査前後、感染者支援という3つのサブ

システムの特徴を、その担い手に注目して明らかにすることであった。研究1

-11で示したように、予防啓発カウンセリングの担い手のうちエイズNGOや保

健所スタッフ、検査前後カウンセリングの担い手のうち保健所スタッフや医療

機関の主治医、感染者支援サブシステムの担い手のうち医療機関の医師、看護

婦、 ~臨床心理士、さらには感染者自身を対象に、事例研究や調査研究を通して

それぞれのHIVカウンセリングの特徴を明らかにした。

ただ、研究対象によ。て得られた資料の差が大きく、その特徴を詳細に検討

できたものもあれば、全体的な印象を把握するにとどまったもの_もあった。具

体的には、臨床心理士による感染者支援カウンセリングについては多くの資料

が得られたので、告知から死別、さらには死別後までのHIV感染症の経過に即

して、 HIVカウンセリングのテーマの特徴や技法、さらには倫理的問題まで詳

細に検討することができた。一方、エイズNGOスタッフの予防啓発カウンセリ

ングについては得られた資料が少なく、その特徴を十分明確にしたとは言いが

たい。さらには、エイズⅣGOやMSWによる感染者支援カウンセリングは非常に

重要な活動であるが、十分な資料が得られなかったので本研究の対象とするこ

とができなかった。これらは、今後の研究の課題であると思われる。

また、本研究ではカウンセリング・サービスを提供する側に注目して検討し

たので、各サブシステムがクライエントのニーズにどの程度応じているかどう

かについては明らかにすることができなかった。今後は、クライエント側から

見た各サブシステムのカウンセリングの特徴を明らかにし、クライエントのニ

ーズにどの程度応じられているか評価する研究を行う必要があると思われる。
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2) HIVカウンセリングの独自性の明確化

本研究の第2の目的は、 HIVカウンセリングを他のカウンセリング　>l>理療

法との比較を通して明らかにすることであった。当初、 HIVカウンセリングを

精神疾患や癌などの慢性疾患のカウンセリング・心理療法と比較検討すること

を試みたが、疾患が異なればカウンセリングの目標や技法が異なるのは当然の

ことで、あまり生産的なこととは思えなくなった。言い換えれば、 HIV感染症

の特異性、たとえば性行為感染症、社会的な差別偏見、非常に長い無症候キャ

リア期、治療法の急激な進歩などに規定された諸側面が必ずしも的Ⅴカウンセ

リングの独自性とは言えないように思われた　HIV感染症の特異性によって規

定された部分よりも、むしろ研究1-3の考察で述べたようなカウンセラー・

心理療法家としての「自己拡大」 「自己変容」のテーマがHIVカウンセリング

の独自性として重要と思われる。つまり、従来のカウンセリングや心理療法が

臨床心理士に対して特定の領域の特定の技法の習得を求めて十分とする傾向が

あったのに対して、 HIVカウンセリングは臨床心理士に予防教育的、治療的、

福祉的、行政的など総合的なアプローチも身につけることを要求することが明

らかになった。その結果、臨床心理士はカウンセラー・心理療法家として自己

拡大と自己変容の課題に直面することも明らかになった。

また、研究4-11で臨床心理士以外の多くの担い手によるHIVカウンセリン

グについて論じたように、臨床心理士だけでなく、実に多くの職種や立場によ

って展開される点もnIVカウンセリングの独自性のひとつであることも明らか

になった。言い換えれば、 HIVカウンセリングは、医療・保健・福祉のさまざ

まな職種や立場の人々との緊密な連携が必要な新しいタイプの援助活動で、そ

のなかでカウンセリングの専門家として臨床心理士が研修スタッフやコーディ

ネーターなど新たな役割を獲得することが求められる領域であることも明らか

になった。

,3)包括的システム・モデル構築の枠組.み

一本研究の第3の目的は、コミュニティ心理学の観点から地域のニーズに応じ

た包括的システム・モデルを構築することである。研究12では、ある地域の包
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括的システムの事例研究を通して包括的システムが有効に機能するためには、

カウンセリング機能を持った2機関2団体や研修機能を持った横断的な団体の

整備が必要であることが明らかになった。このことは、包括的システム・モデ

ルを構築するにあたりサブシステムの個人レベルの担い手である職種・立場だ

けではなく、彼らによって構成される組織レベルの担い手である機関・・団体に

注目する必要があることを意味している。地域の包括的システムが有効に機能

するためには、どのような機関・団体がどのようにヰブシステムを担い、さら

に各サブシステムがどのように包括的システムを形成していくのが望ましいの

であろうか。次節においては、このような枠組みのもとで包括システム・モデ

ルの構築を試みる。

第3節　包括的HIV/AIDSカウンセリング・システム・モデル構築の試み

本節では、研究1 -12の研究成果にもとづき、今後のわが国で包括的刑Ⅴカ

ウンセリングを展開するうえでのひとつの指針となることをめざして、包括的

システム・モデルの構築を試みる。

研究1 -12および前節の総合的考察によると、包括的システム・モデルを構

築するためには、 「4タイプの機関・団体」 「コーディネーター機関」 「包括

的システムの多層的な構造」の3条件がとくに重要であることが明らかになっ

た。次に、各条件について詳しく述べる。

1) 4タイプの機関・団体が地域のサブシステムを担う

都道府県・政令市規模の地域レベルの包括的シテムは、 「予防啓発」 「検査

前後」 「感染者支援」の3つのサブシステムから構成されるが、本研究では、

この3つのサブシステムの機能が少なくとも「医療機関」 「行政機関」 「エイ

ズNGO 」 「感染者団体(セルフヘルプ・グループ) 」の4タイプの機関・団体

によって担われることが重要であると思われる。言い換えれば、地域レベルの

包括的システムが少なくとも4タイプの機関・団体つまりサブ・サブシステム

で担われることを、包括的システム・モデル構築のための第1の条件としたい0

4タイプのサブ・サブシステムは、ひとつの地域内に同時に併存して活動す
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ることが重要である。そのいずれかが欠けると各サブシステムの機能が十分に

発揮できない。わが国では、医療機関、行政機関、エイズNGOについてはすで

に都道府県の多くで整備されているが、感染者団体は大都市を抱える都道府県

以外では未組織のところが多い。したがって、地域レベルの包括的システムを

構築するには、 HIV訴訟原告やゲイ(男性同性愛者)を申しとするセルフヘル

プ・グループなどが核となって各地域に感染者団体を組織することが急務であ

る。

2)地域ごとにカウンセリング・コーディネーター機関を設ける

研究1-11で述べてきたように、包括的刑Ⅴカウンセリングは多く~の職種や

立場の人々によって担われるとともに、異なる職種・立場の間の連携も活発に

行われる必要がある。異なる職種・立場の人々が個々の対象者に効率よくカウ

ンセリング・サービスを提供するためにはコーディネーターが必要である。

それと同様に、地域レベルの包括的システムにも、異なる機関・団体のカウ

ンセリング機能をコーディネートする機関を設置することが重要である。これ

を、包括的システム・モデル構築のための第2の条件としたい。

研究12で示したように、 E県・市の場合、従来個々のケースのカウンセリン

グに関するコーディネーターはC大学病院が、カウンセリング研修に関するコ

ーディネーターは「エイズケア研究会」などが担当していたが、 1995年度から

はエイズ治療拠点病院(以下、拠点病院)がその役割の多くを担当するように

なった。厚生省は1996年度から「拠点病院カウンセラー設置事業」を開始して

おり、拠点病院が地域レベルのカウンセリング・コーディネーター機関となる

環境が整いつつある。ただし、研究12で指摘したように、コーディネーター機

関の中核的存在を期待される都道府県の臨床心理士会やMSW協会のHIVカウン

セリングへの取り組みが必ずしも活発とは言えず、コーディネーター要員の養

成が当面の課題である。

3)地域レベル、ブロックレベル、全国レベルなど多層的な構造化

地域レベルの包括的システムが各都道府県で構築されたとしても、そのカウ

ンセリング機能は地域差が大きいと思われる。また、感染者や家族は生活や治
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療の場を他の地域に移すことも多いと思われる。言い換えれば、ひとつの地域

レベルの包括的システムが自己完結することはありえなく、地域レベルの包括

的システムがいくつか集まりブロックレベルの包括的システムを構成し、さら

にはブロックレベルの包括的システムは全国レベルの包括的システムを構成す

ることが望ましい。そこで、包括的なシステムを、地域、ブロック、全国とい

った多層的な構造として構築されることを包括的システム・モデルの構築のた

めの第3の条件としたい。

上記の3条件を踏まえて、包括システム・モデルの多層的な構造の例を図示

すると、図23のようになる(図23参照) 。本モデルのうち、地域レベルのモデ

ルは研究12の研究成巣に依拠しており、ブロックレベルのモデルは、 1990年代

後半に本格化した厚生省の「拠点病院」や「ブロック拠点病院」 「ブロックエ

イズ対策推進事業」などの事業で、一部のブロックではすでに試行段階に入っ

ていることが確認されているものである。ただ、ブロックによってカウンセリ

ング体制の整備状況は大きく異なり、全国でブロックレベルの包括システムが

整備されるには多くの時間とエネルギーが必要であり、全国レベルの包括的シ

ステムの整備はさらに遅れると思われる。

4)包括的システム・モデルとわが国の医療体制の課題

最後に、ここで呈示した包括的システム・モデルが一部の地域やブロックに

一時的に構築されるのではなく、すべてのブロックに、すなわち全国レベルで

永続的に構築されるためには、わが国の医療保健福祉体制に改善されるべき点

が少なくない。ここでは、現在の医療体制を支えている医療保健従事者のHIV

カウンセリングに関する意識改革と、刑Ⅴカウンセリングの担い手の医療保健

福祉体制への位置づけという2点から考察したい。

①医療従事者のmVカウンセリングに関する意識改革

本研究で明らかになったように、 HIVカウンセリングとはさまざまな職

.種や立場のカウンセラーによって行われる心理社会的援助の総称である。この

包括的刑Ⅴカウンセリングでは、∴臨床心理士やMSWや精神科医などの専門カウ

ンセラ丁や専門医もその一部を担うが、他の立場や職種によって担われる重要
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国立エイズ治療センターのコーディ ネ一夕-

図23　包括的HIV/AIDSカウンセリング・システム・モデル

な分野も多い。言い換えれば、 HIV/AIDSに関する問題を抱えた人と接する医療

保健福祉の専門職はすべてHIVカウンセラーとなる必要がある.

わが国では1980年代後半から世界保健機関の指導を受けた厚生省が、 HIV/AI

DSにかかわる医療保健従事者対象に包括的IIVカウンセリングの観点からの研

修を継続している。そこでは、積極的な告知、インフォームド・コンセントの

徹底、患者の自己選択・自己決定の尊重、カウンセリング・マインドの習得、

包括医療あるいはチーム医療、緩和ケア、在宅ケアなどを鍵概念とする新しい

医療保健活動が強力に推進されてきた。こうしたキーワードは他の疾患や障害
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の分野でも定着しつつあるが、 HIV/AIDSの分野では感染拡大の防止や感染者の
1

人権尊重といった社会的ニーズも関係して、国の重点施策として推進された。

そのために、わが国では例外的に短期間に急速に普及したと思われる。総合病

院の精神科以外の医師や看護婦が国の事業としてカウンセリングの研修を数多

く受けることは1980年代まで考えられなかったが、 1990年代後半のHIV/AIDSの

分野では当然のことのように実施されている。もちろん、そのようなカウンセ

リング研修は、 HIV/AIDSだけでなく他の疾患や障害の治療・援助活動にもきわ

めて有効な方法であるという認識に支えられているのである(稲垣, 1994:宮崎,

1996),

② HIVカウンセリングの担い手の医療保健福祉体制-の位置づけ

わがEgでは、 HIVカウンセリング、とくに専門HIVカウンセリングの担い手

である臨床心理士やMSWの身分を保障する国家資格制度が末確立である。その

ことは、削Ⅴ診療の現場で感染者や医師や看護婦がいかに専門カウンセラーを

必要としていても、医療チームのなかに常勤スタッフとして迎え入れることが

困難であることを意味している。

厚生省を中心に関係諸団体が医療保健の分野での臨床心理士やMSWの資格の

法制化に向けて長期間検討を続けてきたが、関係者の意見が-致せず、いまだ

に実現の見通しが立たないのが実情である。

厚生省は緊急対応策として、 1989年度から血友病基幹病院にエイズ予防財団

委託カウンセラーを配置し、 1996年度から拠点病院や保健所への派遣カウンセ

ラーを行政に設置している。ただ、いずれも非常勤カウンセラーで、待遇や労

働条件も良くなく、専門カウンセラーに個人的な奉仕精神を求める不安定な制

度である。何よりも、ほとんどが常勤である医療チームに週1、 2回参加する

だけでは、スタッフ間の意志疎通も難しい。末期AIDS患者を担当した場合に、

急変する状態にほとんど対応できななど限界も多い。したがって、現在の派遣

カウンセラーを和むとする専門ilVカウンセラー事業は、あくまで緊急対応に

しか過ぎず、少なくとも拠点病院のすべてに臨床心理士とMSWを常勤で配置す

る必要があり、何よりも臨床心理士とMSWの国家資格制度の確立を急ぐことが
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行政の国民に対する責務であると思われる(山形, 1996).

ところで、 IIVカウンセリングではエイズNGOのスタッフも重要な担い手で

あり、いわゆるボランティアの医療保健福祉体制-の位置づけも必要である。

これは資格問題などではなく、医療保健福祉従事者が感染者のQOL向上のため

にボランティアを温かく受け入れる姿勢の問題である。ボランティアも、単な

る善意だけではなく感染者のプライバシーや人権を保護するための訓練を受け

るなど倫理的な責任を自覚する必要がある。幸い、すぐれた活動を展開してい

るエイズNGOがわが国にも増えており、ボランティア活動に対する社会的関心

が高まっているので、エイズNGOのスタッフは今後ますますHIVカウンセリン

グの重要な担い手になっていくものと思われる(池上1995)t

第4節　本研究のまとめと今後の課題

1)本研究のまとめ1

本研究では、多様なHIVカウンセリングをひとつの包括的HIVカウンセリン

グ・システムとしてとらえる視点を提唱した。包括的な視点とシステム論的な

視点を本研究の理論的実践的な枠組みとしたうえで、サブシステム及び包括的

システムに関する基礎資料を事例及び調査研究を通して広範に収集した。こう

した資料をもとに、今後のわが国のHIVカウンセリングの展開の方向を示すた

めに、多層的な構造をもつ包括的HIVカウンセリング・システム・モデルの構

築を試み、最後にこのモデルが定着するために改善されるべき医療保健福祉体

制のあり方についても考察した。

2)今後の研究課題

①感染状況や治療法の変化に伴う　刑Ⅴカウンセリングの変化

今後の研究課題については、基本的な視点を簡潔に述べておきたい。まず、

世界およびわが国のHIV感染は急激に拡大しているが、それと同時にHIV感染

症の治療方法も急速に進歩している。したがって、 HIVカウンセリングも感染

状況や治療方法の変化にともなって、めまぐるしく変化している。そこで、感

染の急激な拡大や治療法の急速な進歩に伴って包括的HIVカウンセリングがど
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のように変化していくかを明らかにし、そこに関与する要因を分析していくこ

とが、今後の第1の研究課題と思われる。

②研究対象の拡大

本研究では、主に中国地方のある県において主に非加熱製剤による感染者を

対象とした1980年代後半から1990年代前半におけるHIVカウンセリング活動に

関する研究であった。そのために、性行為による感染者に対するエイズNGOの

ケア・サポート活動や派遣カウンセラーの活動を始め、多くの重要な活動に言

及することができなかった。そこで、今後の第2の研究課題としては、研究対

象の地域、異なる感染経路の感染者、活動の期間などをさらに拡大した研究を

行い、本研究の成果由妥当性や信頼性を検討し、必要に応じて研究成果を加筆

修正していくことである。
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付録資料1

平成8年度厚生省エイズ対策研究推進事業

「ェイズ患者・H I V感染者に対する直接的支援に関する研究」研究班

専門カウンセラーによるH I Vカウンセリングに関する実態調査

研究代表者　山形操六(財団法人エイズ予防財団専務理事)

分担研究者　児玉憲一(広島大学助教授)

表調査協力のお願い■

本調査は、平成8年度厚生省エイズ対策研究推進事業「エイズ患者　H I V感染者に対

する直接的支援に関する研究」研究社による研究の一環として、対人援助の専門職による
H I Vカウンセリング活動の実態を把握し、今後の課題を明らかにすることを目的として

います。わが国では、キイズ患者・H I V感染者および感染不安を抱える人々への専門的

な心理的社会的な援助体制、すなわち広い意味でのH I Vカウンセリング体制の整備が急

がれており、その実質的な担い手は臨床心理士・心理職・医療ソーシャルワーカー・精神

科ソーシャルワーカーといった多様な専門職の人々であります。そこで、本調査では、旦

I Vカウンセリングに従事している臨床心理士・心理職.医療ソーシャルワーカー・精神

科ソーシャルワ カーの方々を一括して専門カウンセラーと呼ばせて頂きます。つきまし

ては、ここでいう専門カウンセラーに該当される方は、ご多用中まことに恐れ入りますが、

当調査票-のご回答いただき、同封の返信用封筒でご回送をお願いいたします。

[確かのお問い合わせ先]

広島欄御センタ一児議一

別82卜2仁6月?FAX08!仁2n7irPz-llbb

B-mailr740532㊥ipc.hiroshima-u.ac.jp
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1まず、回答者であるあなたについてお聞きします。該当する項目の番号を○で囲んで

ください(以下、すべて複数回答可) 。また、　　　には、必要事項をご記入くださ
ばa

lOl　性別:1)男　2)女
102　年齢(平成8年1 2月1日現在)

1)20-24才　2)25-29　3)30.-34　4)35.-39　5)40-44　6)45.-49

7)50-54　　8)55-59　9)60-64 10)65 -69

103　現在の職場とそこでのあなたの職名をお答えください。常勤は〇、非常勤は△で

該当する番号を囲んで、　　　に職名をご記入ください。

1)大学病院(医学部付属病院)職名　　　　　2)総合病院　職名

3)精神科専門病院　職名　　　　　4)小児科専門病院　職名

5)その他の病院(　　　)職名　　　　　6)診療薪(

7)行政機関(部課名　　　)職名
9)学校(小・中・高)職名
ll)企業(部課

13)その他(

)職名

料)職名
8)保健所　職名

10)大学　職名

12)民間団体　NGO職名

)職名

104　現在の職場に埠、あなたの他に臨床心理士・心理職・医療ソーシャルワーカー・

精神科ソーシャルワーカーの方がいますか.

1)あなたの他に臨床心理士(心理職も含む)がいる

2)あなたの他に医療ソーシャルワーカー(精神科ソーシャルワーカーも含む)

がいる

3)いずれもいない

105　職場の所在地　　　　　　　　　都道府県

106　あなたが参加したエイズ予防財団主催エイズカウンセリング研修会についてお答

え下さい(本調査は、上記研修会参加者のみを対象としています) 0

年に開催された第　　　　　回研修会　計　　　回

2　あなたのH I Vカウシセ.リング-H I V感染者等への心理的社会的援助活動の概要に

ついておたずねします。

201あなたのH I Vカウンセリングの活動形態を選んでください。

1)これまでHIVカウンセリングの活動をしたことはなく、これからもその予定

はない

2)これまでH I Vカウンセリングの活動をしたことはないが、近い将来行う予定

である

3)常勤の職場で職務の一部としてH I Vカウンセリングを行ってきた

4)非常勤の職場で職務の一部としてH I Vカウンセリングを行ってきた

5)非常勤の派遣カウンセラーとして派遣先でH I Vカウンセリングを行ってきた

6)ボランティアとしてHIVカウンセリングを行ってきた

7)その他(　　　　　　　　　　　)としてHI Vカウンセリングを行ってきた
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★ 201で、 1)2)と答えた方は、

い。

202-305の回答を飛ばして、 401-410 を回答して下さ

202　あなたは、基本的にどういう立場でH I Vカウンセリングに従事していますか。

D臨床心理士　2)心理職　　3)心理技術者　4)医療ソーシャルワーカー

5)精神科ソーシャルワーカー　6)社会福祉士　7)ケースワーカー　8)教師

9)研究者10)団体職員　11)ボランティア　12)その他(　　　　　)

203　あなたはH I V抗体検査を前提にした検査前カウンセリングを担当したことがあ

りますか。

D職務の一部として担当したことがある(あるならば、それはa～dのどこです

か) a保健所で　b医療機関で　CエイズNGOで　dその他(　　　　)

2)ボランティアとして担当したことがある

3)ない

204あなたはH I V抗体検査結果陰性の場合の検査後カウンセリングを担当したこと

がありますか。

1)職務の一箪として担当したことがある(あるならば、それはa～dのどこです
か) a保健所で　b医療機関で　CエイズNGOで　dその他(　　　　)

2)ボランティアとして担当したことがある

:i)tiい

205あなたはH I V抗体検査結果陽性の場合の告知後カウンセリングを担当したこと

がありますか。了
1)職務の一部として担当したことがある(あるならば、それはa～dのどこです

か) a保健所で　b医療機関で　CエイズNGOで　dその他(　　　　)

2)ボランティアとして担当したことがある

3)ない

206あなたは今までに何人の感染者や患者(以下、感染者)本人のH I Vカウンセリ

ングを担当しましたか。

1) 1名　2) 2-4名　3) 5-9名4) 10-14名5) 15-19名　6)20名以上

207あなたは今までに何人の感染者の家族(親、配偶者、子ども)のH I Vカウンセ

リングを担当しましたか。

1) 1名　2) 2-4名　3) 5--9名4) 10-14名5) 15-19名　6)20名以上

208あなたは今までに何人の感染者の性的パートナー(配偶者を除く)のH I Vカウ

ンセリングを担当しましたか。

1) 1名　2) 2-4名　3) 5-9名4) 10-14名5) 15-19名　6)20名以上

3　あなたのHIVカウンセリングにおいて取り扱われるテーマ、課題、問題についてお

聞きします。

301あなたはクライエント(感染者本人や家族や性的パートナー)と治療について次

のようなことを話し合うことがありますか。各項目について、 「よくある」「とき烏ある」「

ない」のいずれかを○で囲んでください。

1)主治医の治療方針や治療態度について

2)看護婦の看護方針や看護態度について

3)薬物療法やその副作用について

4)入院生活の問題について
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よくある　　ときど貼る

よくある　　ときどきある

よくある　　ときどきある

よくある　　ときど貼る

ない

ない
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5)通院治療の問題について　　　　　　　　　よくある　　ときどきある　　ない

6)医療費(薬代も含む)について　　　　　よくある　　ときどきある　ない

302あなたはクライエント(感染者本人や家族や性的パートナー)と生活上の問題に

ついて次のようなことを話し合うことがありますか。

1)学校や進路に関する悩みについて

2)職場や仕事に関する悩みについて

3)経済的な問題について

4)恋愛や結婚に関する悩みについて

5)家庭の問題について

6)心の病や性格の悩みについて

7)薬害エイズ訴訟について

8)在日外国人の諸問題について

よくある　　ときどきある　　ない

よくある　　ときどきある　　ない

よくある　　ときどきある　　ない

よくある　　ときどきある　　ない

LこMi)サ3　　しさ、当,i)6　　こい

主局　　ときだ.V<)tf t&-

よくある　　ときど紬る　　ない

よくある　　ときどきある　　ない

303あなたは感染者とカミングアウト(名乗りでること)について次のようなことを

話し合うことがありますか。

1)配偶者や性的パートナーへの告知について　よくある　ときど紘る　加

2)親きょう埠,、への告白について　　　　よくある　ときどきある　ない

3)感染者同士の告白について　　　　　　　よくある　ときどきある　ない

4)職場・学校の同僚・友人-の告白について　よくある　ときどきある　ない

5)マスメディアへの告白について　　　　　よくある　　ときどきある　　ない

304あなたはターミナルケアでエイズ患者本人と次のようなことを話し合いますか。

1)入院中の治療の不満な点について

2)入院中の看護の不満な点について

3)在宅ケアについて

4)緩和ケアやホスピスについて

5)生の証や生きがいについて

6)死への不安恐怖や死の受容について

7)信仰や死後の世界について

8)遺書やリビングウィルや死後の法

的な問題について

よくある　　ときど貼る　　ない

よくある　　ときど貼る　　ない

よくある　　ときぞ紬る　　ない

よくある　　ときどきある　　ない

よくある　　ときどきある　　ない

よ^3M　　廿ヒ油Q　　<iい

よくある　　ときど貼る　　ない

よくある　　と紀紬る　　ない

305あなたはターミナルケアで患者の家族と次のようなことを話し合いますか。

1)入院中の治療の不満な点について

2)入院中の看護の不満な点について

3)在宅ケアについて

4)緩和ケアやホスピスについて

5)信仰や死生観について

6)遺書や死後の諸問題について

7)患者の死後の家族の生活について

上蝣M iti:待>0　　5い

よくある　　ときどきある　　ない

上¥fl'J　　ときI!鈍る　　恥

よくある　　ときどきある　　ない

よくある　　ときどきある　　ない

よくある　　ときど貼る　　ない

よくある　　ときど貼る　　ない

★次の4 (401-410)は、すべての人が回答してください。

4　次の文章はH I Vカウンセリングにおける専門カウンセラーの役割について述べたも

のです。 (ここでの専門カウンセラーとは、 HIVカウンセリングに従事する臨床心

理士・心理職・医療ソーシャルワーカー・精神科ソーシャルワーカーのことです。 )

各文章について、あなた自身が専門カウンセラーであると想定した時に妥当と思われ

る墨星を「そう監う」 「そうは肋ない」 「どちらとも言えない」のいずれかを選んで○で囲んでください0
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401専門カウンセラーは、 クライエントの性格や心の健康度を心理学的に評価して、

医療スタッフが適切な治療方針や看護計画を策定するための有益な資料を提供す

る。

そう思う　　　そうは思わない　どちらとも言えない

402専門カウンセラーは、クライエントが生活上で遭遇するさまざまなストレス状況

(差別偏見、孤立、苦痛、不便、欲求不満など)に適切に対処するために重珪堕

なカウンセリングを行う。

そう思う　　　そうは馳ない　　どちらとも言えない

403専門カウンセラーは、クライエントが告知や発病によって陥る心理的な危機的状

況(パニック、不安恐怖、うつ状態、希死念虞など)から速やかに回復するため

に心理療法的な援助を行う.
そう思う　　　そうは肋ない　　どちらとも言えない

404専門カウンセラーは、告知直後の感染者や末期のエイズ患者を抱える主治医や担

当看護婦のコ ンサルテ-ションに応じて、間接的に感染者患者の援助を行う。

そう患う　　　そう堪思わない　　どちらとも言えない

405専門カウンセラーは、クライエントのニーズに応じて適切な医療機関、社会福祉

機関、社会保障制度、社会福祉制度、さらにはエイズNGOやボランティア団体

を坦企したり姓全を行う。
そう思う　　　そうは思わない　　どちらとも言えない

406専門カウンセラーは、クライエントに提供されている医療、看護、福祉のサービ
スが適切なものかどうか、感染者にとって満足のいくものかどうかを評価し、不

適切だったり不十分なサービスについては感染者の希望に応じて提供者に改善を

求めるなピコーディ ネ一夕-的な役割を果たす.

そう思う　　　そうは肋ない　　どちらとも言えない

407専門カウンセラーは、クライエントがこの病気と闘っていくために必要な知識や

情報を直接口頭で伝えたり、パンフレットや本やニュースレターなどを渡して、

感染者自身の適応能力を高めるように教育す亙。

そう思う　　　そうは馳ない　　どちらとも言えない

408専門カウンセラーは、クライエントとその主治医、訪問看護婦、バディ、生活保

護の担当ケースワーカー、保険会社の担当者などサービス提供者との問にトラブ

ルが生じた際に、感染者とサービス提供者の問で中立的な立場で問題の解決をは

かる仲裁者の役割を果たす。
そう思う　　　そう膿わない　　どちらとも言えない

409専門カウンセラーは、クライエントとその主治医、訪問看護婦、バディ、生活保

護の担当ケースワーカー、保険会社の担当者などサービス提供者との間にトラブ

ルが生じた際に、感染者サイドに立ってサービス提供者に対して交渉してLX役

塾を果たすo
l)そう思う　　　2)そうはわない　　3)どちらとも言えない

410専門カウンセラーは、社会的弱者としてのクライエントの諸権利を守り、医療制

度や社会保障制度を改善することをめざして、実態調査、広報活動、政治活動な

どを積極的に社会的な活動を行う。

そう思う　　　そうは肋ない　　どちらとも言え加
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5　最後に、わが国の専門カウンセラーによるHIVカウンセリング活動について、ご意

見、提言等がございましたら、以下にご記入ください。

質問はこれで終わりです。ご協力どうもありがとうございました。
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